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September 23  ROOM A ／A 会場（102 教室）12:30-14:30 

Panel Session１／パネル１ 

英領インドにおける女性雑誌文化と女子教育 

The Culture of Women's Magazines and Education for Women in British India 

代表者：小松久恵(Hisae KOMATSU)・追手門学院大学(Otemon Gakuin University) 

パネル要旨 (Abstract of the panel) 

インドにおける雑誌文化は 19 世紀中葉から始まった。印刷技術や交通網の発展によって雑誌が地域

を超えて人々を結ぶ重要な媒体となると、社会改革運動ならびに独立運動の指導者たちは活動の一環と

して雑誌を編集発行し、そこでそれぞれの理念を主張して民衆に活動への参加と理解を呼びかけた。女

性の地位向上と女子教育の普及は改革者たちが最も重要視した問題であり、それらを目標に掲げた雑誌

が 1830 年代から発行され始めると、ベンガル語圏をはじめマラーティー語圏ならびにグジャラーティ

ー語圏といった社会改革運動が盛んな地域ならびにコミュニティにおいて女性むけをうたった雑誌文

化が次第に普及していった。北インドのウルドゥー語コミュニティにおいても 1880 年代から女性向け

雑誌が立て続けに創刊されるが、同じ北インドにあってもヒンディー語による女性向け雑誌が登場した

のは、約四半世紀遅れてのことであった。女性むけ雑誌の発行時期においても、地域と言語が大きく影

響を及ぼしていたことは明らかである。もっとも初期の女性向け雑誌は女性のための娯楽的な読み物と

いうよりはむしろ、男性による「男性優位」の立場からの指導的かつ啓蒙的なものであった。女性の編

集者や執筆者による文字通り女性のための雑誌が複数発行されたのは、20 世紀に入ってからである。

しかしこれまでのところ、特定の言語に限らず、全般的に女性雑誌を扱った研究はごく限られており、

地域間の影響や地域を超えた関係性に着目した、インド全般を網羅した研究はなされてこなかった。 

本パネルは旧植民地国における「近代的思想の受容」という観点からインド主要諸言語（ヒンディー

語、ウルドゥー語、グジャラーティー語、マラーティー語）雑誌の分析に加え、それぞれの成果を持ち

寄って言語ごとの雑誌文化を比較し、近現代インドにおける近代思想の受容と女性表象のあり方の地域

的展開、そして地域間の関係性を明らかにするものである。具体的には各雑誌が推奨した「女子教育」

のあり方を提示し、女性をめぐる表象が各地域言語でいかに類似し、また異なっていたのかを比較検討

する。複数地域と言語をふまえた重層的なアプローチによって、19 世紀末から 20 世紀初頭のインド社

会における女性向け雑誌を多元的にとらえ、その役割を包括的に論じることが本パネルの目的である。 

パネル構成  

 発表１ 小松久恵 鏡が映したものは何？―ネルー家の女たちと女性雑誌『Strī Darpaṇ』  

 発表２ 山根聡 教養と娯楽―雑誌『女性の声 Āwāz-e Niswān』（デリー）の内容から見えるムスリム 

女性のたしなみ 

発表３ 井坂理穂・Rucha Brahmbhatt 植民地期グジャラートにおけるアジア認識と女性をめぐる議論 

―グジャラーティー語女性雑誌の事例から―  

 発表４ 飯田玲子 わたしたちはいかに主体的に生きることができるのか―マラーティー語女性雑誌

『Strī』における教育と社会的地位向上をめぐる議論 

討論者 東京外国語大学名誉教授 粟屋利江 
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September 23  ROOM A ／A 会場（102 教室）12:30-14:30 

Panel Session１／パネル１ 

Presenter１) 

鏡が映したものは何？：ネルー家の女たちと女性雑誌『Strī Darpaṇ』 

What Did the Mirror Show? : The Women of the Nehru Family and the 

Women's Magazine ‘Strī Darpaṇ’  

小松久恵(Hisae KOMATSU)・追手門学院大学(Otemon Gakuin University) 

発表要旨(Abstract) 

1874 年、ヒンディー語による最初の女性雑誌『Bālābodhinī(目覚めた女子)』がベナレスにおいて創

刊された。編集を担った著名ヒンディー文学者バーラテンドゥ・ハリシュチャンドラは「世間から尊敬

を受けるにふさわしい女性を作り上げること」を刊行目的に掲げ、家政や育児知識に関する記事で同誌

を構成した。それらの記事の書き手の大半は男性であり、女性のための雑誌を謳いながらも廃刊までの

4 年間、『目覚めた女子』が女性の自立や権利に関するいわゆる女性問題を取り上げることはなかった。

ヒンディー女性雑誌に女性の声が現れるようになったのは、20 世紀に入ってからである。Bhārat

Bhāginī, Grhalakshamī, Strī Darpaṇ, Kannyā-Manoranjan, Cān̐d などの雑誌において、編集者として

だけでなく、執筆者、投稿者として女性の論壇への進出が見られるようになっていく。 

本報告では、北インドヒンディー語圏で発行された人気女性雑

誌の中で、特に『Strī Darpaṇ（女性の鏡）』を取り上げる。1909年

に創刊された『女性の鏡』の運営はすべてネルー家の女性たちに

よって行われた。1923 年まで編集責任を務めたラーメーシュワリ

ー・ネルーは創刊目的を「インド女性に一個人としての地位をあ

たえるため」とし、全体の約四分の１を占める論説で女子教育、寡

婦再婚、女子参政権など女性の権利について繰り返し言及した。

主要な執筆者の一人であるウマー・ネルーは、当代きってのフェ

ミニスト論客とされ、女性の政治・社会参加を強く主張している。

ラーメーシュワリーやウマーをはじめとするネルー家の女性たち

は皆、民族運動の支持者であり活動家であった。当時の北インド

においてネルー家はいわゆる「エリート」一家であり、同家の女性

たちは「目覚めた女性」たちであった。彼女らは雑誌を通して、同

胞たるインド女性ならびに女性を取り巻く社会をどのようにまな

ざし、そして何を求めたのか。本報告では 1909年の雑誌創刊から

約 10 年の間に雑誌に現れた女子教育をめぐる記事に着目し、彼女

らが近代思想をいかに受容し、そして社会に還元しようとしていた

のかを検討する。 

Strī Darpaṇ1910 年 7 月号表紙 
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September 23  ROOM A ／A 会場（102 教室）12:30-14:30 

Panel Session１／パネル１ 

Presenter 2) 

教養と娯楽：雑誌『女性の声 Āwāz-e Niswān』（デリー）の内容から見えるムスリム女性

のたしなみ 

Knowledge and Entertainment: Muslim Women's Etiquette in the Magazine 

“Women's Voice (Āwāz-e Niswān)” (Delhi) 

山根 聡(YAMANE So)・大阪大学(Osaka University) 

発表要旨（Abstract） 

南アジアにおける女性雑誌の出版文化は、ことウルドゥー語雑誌に関していえば、19 世紀後半から

始まっており、その主題は女子教育であった。1883 年に『女子教育 Istrī Sikhiyā Ya‘nī Ta‘līm-e Niswān』

という雑誌がラーホールのアーリヤ出版から刊行されたが、これはペルシア＝アラビア文字を用いた

もので、宗教に関係なく女性を対象としており、女子教育の重要性を説いたものであった。その後、

20 世紀初め、スンナ派デーオバンド学院に学んだイスラーム学者マウラーナー・アシュラフ・アリ

ー・ターナヴィー(Maulānā Ashraf ‘Alī Thānavī) が『天国の装身具 Bihishtī Zewar』という著作をまと

め、冠婚葬祭の作法や育児、調理など南アジアのムスリム女性の礼儀作法を記した。この書籍は現在

もなお広く知られている。しかし、こうした「女性の作法」は、男性ムスリムによって書かれたもの

であり、ムスリム男性が求める理想的なムスリム女性像が投影されたものであった。その後、1909 年

にはラーホールから児童雑誌『花 Phūl』や女性雑誌『女性文化 Tahdhīb-e Niswān』が刊行されたが、こ

れらの雑誌は依然男性編集者が参画しながら、以前の雑誌に比べて女性読者の趣向に合わせた娯楽的

要素が増えている。この時代、文芸誌も多数出版されるようになっていたが、こうした出版文化の発

展は、ウルドゥー語の雑誌文化の変化を示している。本報告では、1930 年ごろにデリーから刊行され

た女性雑誌『女性の声 Āwāz-e Niswān』のうち、1940 年代に刊行された号に掲載された内容を検討する

ことで、20 世紀初めの女性雑誌が、ムスリム女性としてのたしなみとして、イスラームに関する知識

のみならず、どのような知識を素養として学ぶべきだと考えられ、読者である女性たちがどのような

娯楽を楽しんでいたかについて検討することで、当時の「模範的女性像」を探る。 
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 September 23  ROOM A ／A 会場（102 教室）12:30-14:30  

Panel Session１／パネル１ 

Presenter3) 

植民地期グジャラートにおけるアジア認識と女性をめぐる議論： 

グジャラーティー語女性雑誌の事例から 

Ideas of Asia and debates on women: 
A Gujarati women’s magazine during the colonial period  

 

井坂理穂(Riho Isaka)・東京大学(The University of Tokyo) 

Rucha Brahmbhatt・Samarpan Arts and Commerce College 

 

 

発表要旨(Abstract)  

本報告は、植民地期のグジャラーティー語女性雑誌の分析を通じて、インド以外のアジア諸地域（と

りわけ日本・中国）がどのように記述されていたのか、またそれらの記述が同時代のグジャラート中間

層における女性のあるべき姿をめぐる議論といかに連関していたのかを検討するものである。分析対象

としては、ボンベイで発行されていたグジャラーティー語の女性向け月刊誌 Strī bodh(女性の知識）を

取り上げ、19 世紀後半から 20 世紀初めの時代に焦点を当てる。この時代は、グジャラーティー語話者

が多く住むボンベイ市やグジャラート地方の都市部で、英語教育を受けたエリート層を中心に、社会改

革をめぐる議論が活発に展開すると同時に、グジャラーティー語の出版文化が大きく発展した時期にあ

たる。 

Strī bodh は、社会改革運動に関心をもつパールシーやヒンドゥーの男性エリートたちにより 1857年

に創刊された。女性たちに対する啓蒙・教育が社会の向上につながるとの立場から、女性教育を目的と

して執筆・編集されている。当時の識字率の低さから、読者として想定されていたのは主に都市中間層

の家庭の女性たちであった。小説、詩や伝記から、科学や地理・歴史の知識にいたるまで幅広い内容が

含まれており、随所に大きな挿絵を入れるなど、読み手の関心をひくための工夫もみられる。1860年代

後半からは、パールシーの人気作家であったＫ・Ｎ・カーブラージーが長く編者を務めている。時代が

下るにつれて、女性も同誌の執筆・編集に関わるようになった。 

近年の南アジア近代史研究においては、植民地期のインド知識人たちが、イギリスをはじめとするヨ

ーロッパばかりでなく、同じアジアの異なる地域を様々な視点から理解し、叙述していた様子を分析し

た研究成果が次々に出されている。本報告ではこのような研究動向を踏まえつつ、それらのなかで十分

に扱われてこなかった女性雑誌に着目することで、女性読者に向けて提示された「アジア」、とりわけ日

本・中国にまつわる叙述や表象がいかなるものであり、それらが同時代の社会的文脈、とくに女性に対

する教育をめぐる模索のなかで、どのような意味あいをもっていたのかを検討する。また、これらの叙

述・表象が、時代とともにどのように変化していったのかにも留意しながら、女性雑誌にみられるアジ

ア認識と女性をめぐる議論との絡み合いを通時的に考察する。 
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September 23  ROOM A ／A 会場（102 教室）12:30-14:30 

Panel Session１／パネル１ 

Presenter 4) 

わたしたちはいかに主体的に生きることができるのか： 

マラーティー語女性誌『Strī』における教育と社会的地位向上をめぐる議論

How could Women Live Proactively? : Public Debate for Rising a Social Status 

and the Education in Marathi Women’s Magazine “Strī” in the 1930s. 

飯田 玲子(Reiko IIDA)・金沢大学(Kanazawa University) 

発表要旨（Abstract） 

マラーティー語雑誌『女性（Strī）』は、1931 年にキルロスカール・ブラザーズによってプネーで発

行が開始され、1986 年に廃刊となるまで高い人気を誇った女性雑誌である。手芸や料理、詩といった

事項の掲載もさることながら、徹底して女性の権利と教育についての議論が掲載されてきた。本発表

では、初期 1930 年代に連載された「ヒンドゥー女性の法的権利」や、読者からの投稿、その他記事を

分析することで、女性が教育を受けることと経済的権利の獲得および地位向上が、どのように議論さ

れていたのかを検討する。Strī 誌の一つの特徴として、1930 年代の段階で、男性だけでなく、女性た

ちによって書かれた文章も多く含まれていることがあげられる。女性読者から寄せられたコラムに対

して、編集者がリプライを呼びかけ、そして次号では別の女性読者からの意見が掲載されるなど、雑

誌が公共的な議論を担う媒体として機能していたことがうかがえる。もちろん雑誌のなかでは、女性

の経済的地位の上昇や教育のことだけではなく、既存の家族制度への批判や、婚姻規範、ジェンダー

規範などに対する異議申し立てのコラムも多く見られる。そこには、女性が規範からどのように自由

になることができるのか、姑だけではなく、舅の考えも改善する必要があることが、既婚女性らによ

って提起されている。また、マハーラーシュトラだけに限らず、インドの他の地域の女性たちや、諸

外国（誌上ではアメリカ、ロシア、ドイツ、そして日本の事情が度々紹

介されている）の女性たちの生活について綴った紀行文や手記も寄稿さ

れている。他の地域の女性たちがどのように家事をおこない、課外活動

を楽しみ、人生を送っているのかは、当地の女性たちにとっても大きな

関心事であったといえる。これらの記事も分析の対象に入れることで、

1930 年代マラーティー語圏における女性たちが、自らが主体的に生きる

ためには、どのような制度改革をなすべきだと考えていたのか、また教

育を受けたエリート女性として、他の女性たちの地位向上にどのような

貢献をなそうと考えていたのかを明らかにする。 

『Strī』1932 年 2 月号表紙 
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 September 23  ROOM B ／B 会場（230 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session１／自由論題１ 

インド鉄鋼業の変容と新たな国産化政策について 

Transformation of India’s Steel Industry and PLI Scheme 

 

石上悦朗(ISHIGAMI ETSURO)・神戸大学(RIEB, Kobe University) 

 

発表要旨  

本報告はインド鉄鋼業に関して以下の事項を検討し、同産業が他の主要国と比較してなぜユニークな

展開を遂げているのかについて議論する。すなわち、①近年における企業買収による大規模な再編と海

外メーカーの参入、②小規模・中規模鉄鋼企業が鉄鋼市場で果たしている役割と生産方式の変化、③鉄

鋼業における新たな国産化政策の展開とその含意について、以上、三点である。 

インド鉄鋼業においては生産方式、技術および所有主体を異にする多様な企業が存在する。しかし、

優勢なのは大手メーカーであり鉄鋼生産、約 1億トン余り（粗鋼基準、世界第 2位）のシェア 7割を担

っている。残り 3割を小規模・零細鉄鋼企業・事業所と中規模企業が生産する。鉄鋼業は近年大きな企

業再編を経験した。すなわち、エッサールスチールおよびブーシャンスチールなど新興鉄鋼メーカーの

大口債務不履行・破綻に対するインド倒産法に基づく再生処理手続きの結果、大手鉄鋼メーカーの寡占

化が進むとともにグローバル大手のアルセロール・ミッタル/日本製鉄連合がインド市場に参入した。

この再生処理の過程に立ち入った検討を行なう。鉄鋼生産方式では、高炉・電炉一貫メーカーによる大

規模かつ新鋭技術が主流となる趨勢である。他方、国営の RINLおよび SAILは技術・製品構成などで民

営大手に見劣りする項目もある。本報告では主要メーカーの経営・財務指標の詳細な検討を行なう。 

次に、中・小規模鉄鋼メーカーについて検討する。この部門では報告者がこれまで調査・検討してい

ない中規模メーカー（年産能力約 20 万トン～百万トン未満）において、連続鋳造がかなり導入されつ

つあり、電炉/誘導炉-連続鋳造-鋼材生産という新たな生産動向が見られる。これらの連続鋳造設備を

もつ新たな中/小規模メーカー群は、棒鋼類（主に建設用鉄筋）の生産において大手メーカーに伍してイ

ンド市場で競争力をもちうるのではないか、という問題意識がある。鉄鋼・鋼材市場の地域分断性の有

無、鉄鋼企業家の特性、流通の構造などについても考慮しつつ、第一次の議論を提示したい。 

最後に、産業政策を見ると、モーディー政権は近年、広範囲に及ぶ関税引き上げ（2018年以降）およ

び RCEP 交渉からの離脱（2019 年）など保護主義の姿勢を強めている。他方、成果の乏しい「メイク・

イン・インディア」をてこ入れすべく「自立したインド」（2020 年）キャンペーンの下、生産連動型優

遇策（PLI）を 14 分野に導入した。PLI は同政権が現在最も力を入れている製造業振興策であり、新た

な国産化政策の展開である。鉄鋼業関連では「専門性の高い鉄鋼（Specialty Steel）」5種類（表面処

理・メッキ鋼板、高強度・耐摩耗鋼、特殊レール、合金鋼製品・鋼線および電磁鋼板）が PLIの対象と

なった。鉄鋼貿易についても保護主義に沿う、以下の政策が注目される。まず、政府が 2020年９月、鉄

鋼の輸入業者の「鉄鋼輸入監視システム（SIMS）」への登録を義務づけた。次に、ロシアのウクライナ侵

攻後におけるインド国内の供給と物価抑制を優先して、政府は 2022 年 5 月に鉄鋼輸出に輸出関税を課

した（同年 11月、撤廃）。本報告はこれらの政策の展開過程と含意について検討を行なう。 
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 September 23  ROOM B ／B 会場（230 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session１／自由論題１ 

CEPA 開始以降のインド進出日系企業の立地選択：個票データを用いた実証分析 

Location Choice of Japanese Multinationals in India after CEPA: Empirical 

Analysis using Firm-Level Data 
 

藤森 梓 

 

 近年、インドは急速な経済成長を遂げつつある。この巨大市場をターゲットとして、多くの日系

企業がインドへの進出を試みている。さらに、日印間で 2011 年に「日・インド包括的経済連携協

定」（Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA）が発効されたことにより、インド市場

への日系企業の進出は加速している。このような関係が深まりつつある日印関係を踏まえて、本研

究では、インドにおける日系企業の立地選択パターンがどの様に変化しているのかについての検証

を試みた。 

 言うまでもないが、インド市場は非常に広大かつ多様であり、州・地域によって経済・社会情勢

は大きく異なってくる。このような事情から、インド国内に進出する日系企業の立地についても、

州や地域ごとに大きな特徴がある。すなわち、インド国内での地域間格差が日系企業の進出パター

ンに影響を与えている可能性も考えられる。こうしたポイントを踏まえつつ、本研究では、インド

に立地する日系企業の生産パフォーマンスについて、それに影響を与えると考えられる要因をピッ

クアップして、関係性について実証分析を試みた。実証分析では、1990 年代から 2000 年代までの

インドにおける日系企業の立地選択を検証している、Nishiyama et al.(2022)のモデルに基づいて推計

モデルを組み立てた。データは東洋経済新報社の海外進出企業総覧の企業別個票データを用いた。 

 結果としては、Nishiyama et al.(2022)における 2010 年代以前の分析と整合的な部分が多かった。

とりわけ、現地の経済規模や公的部門によるいわゆるソフト・インフラストラクチャーの整備が重

要な要素となることが指摘された。その一方で、人的資本に関する効果に関しては結果が異なり、

企業の生産性レベルへの明確な影響については見出すことはできなかった。 

 

参考文献 

Hiroyuki Nishiyama, Azusa Fujimori, Takahiro Sato (2022) “Regional disparities, firm heterogeneity, and the 

activity of Japanese manufacturing multinationals in India” Pacific Economic Review 27(5) 462-488. 
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 September 23  ROOM B ／B 会場（230 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session１／自由論題１ 

インドの酪農業協同組合が直面する競争と課題 

Competition and Challenges Facing Dairy Cooperatives in India 

 

下門直人(SHIMOKADO Naoto)・京都橘大学(Kyoto Tachibana University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 インドは長期的な経済成長を実現する一方、農村を中心に貧困問題をはじめとした社会的課題が残存

している。そうした農村の貧困対策として歴史的に様々な農村開発政策が実施されてきた。オペレーシ

ョン・フラッド（OF）計画に代表される酪農開発政策もその一つであり、農村に酪農業協同組合を組織

することで零細・小規模生産者が抱える問題、すなわち飼料の購入や獣医へのアクセス、家畜の生産性

などの酪農生産に関わる問題、そして生乳の販売という流通にかかわる問題の解決を図ろうとしてきた。

実際に、OF 計画により酪農業協同組合の設立が促され、それが生乳の生産量ならびにミルクの流通量

の増加や生産者の貧困緩和に貢献したと評価されている。 

 しかし、インドでは 1990 年代の経済の自由化の進展にともない酪農業部門においても規制緩和が進

められ、これまで酪農業協同組合が支配的な存在であった酪農・乳業分野においても民間企業の参入が

進んだ。それは酪農業協同組合と民間乳業メーカーとの厳しい競争を引き起こし、そしてそれが酪農業

協同組合の停滞や衰退につながったと指摘されている。ただその一方で、全国的あるいは州を超えた販

売網を形成しているグジャラート州酪連やカルナータカ州酪連などのように牛乳・乳製品市場において

優位性を築いている酪農業協同組合も存在する。つまり、自由化後において停滞・衰退する酪農業協同

組合がある一方で、経済成長とともに成長を続ける酪農業協同組合も存在している。したがって、そう

した酪農業協同組合の実態や意義を明らかにするためにも、個別の事業体として酪農業協同組合を捉え

つつ、それぞれの事業について改めて考察する必要があると考える。 

そこで本研究では、自由化後のインドの牛乳・乳製品市場を巡る競争の実態を示しながら、個別の酪

農業協同組合の事業について、川上にあたる酪農（生乳）生産から処理・加工、最終製品の流通までを

射程に入れつつ考察をおこなう。具体的には、インドの牛乳・乳製品市場において代表的なグジャラー

ト州酪連（Amul ブランドを展開）と上位・中位に位置するカルナータカ州酪連（Nandini ブランドを展

開）、パンジャーブ州酪連（Verka ブランドを展開）、そして下位に位置するビハール州酪連（Sudha ブラ

ンドを展開）の比較を通じて示す。 

 

【参考文献】 

下門直人（2022）「インドの牛乳・乳製品市場を巡る競争と酪農業協同組合」『アジア経営研究』28：53-

68. 

下門直人（近刊）「インドにおける酪農業協同組合の歴史的意義と自由化後の課題――グジャラート州

酪連とビハール州酪連の比較から探る」『経済大国インドの機会と挑戦』白桃書房. 
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 September 23  ROOM B ／B 会場（230 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session１／自由論題１ 

バングラデシュにおける女子労働市場の展開過程：1980 年代から最近まで 

Transformation of Women’s Labour Market in Bangladesh: From the 1980s till 

Today 
 

藤田幸一（Koichi Fujita）・青山学院大学（Aoyama Gakuin University） 

 

発表要旨（Abstract） 

 バングラデシュにおいて、女子の労働力参加率（LFPR）は 1980 年代初めには 10％未満という非常に

低い水準にあったものの、その後、着実に上昇し、最近では 40％近い水準に達した。本報告は、主とし

てバングラデシュ統計局の労働力調査（LFS）の時系列データに基づき、同国の女子労働市場の展開過

程について、可能な限りその具体的内実に迫りつつ、明らかにすることを目的とする。主な事実発見と

考察は、以下の通りである。 

1） LFS は 1983₋84 年、84₋85 年、89 年、90₋91 年、95₋96 年、99₋00 年、02₋03 年、05₋06 年、10 年、

13 年、15₋16 年、16₋17 年の 12 回行われ、95₋96 年までは 10 歳以上、以後は 15 歳以上が対象で

（背景に初等・中等教育の発展）、95₋96 年 LFS では 2 種類のデータが公表されている。 

2） バングラデシュ農村では屋敷地内での女性の伝統的仕事（農産物収穫後処理、家畜の世話、野菜・

果樹の栽培など）を「就業」とみなすかどうかで、女子労働力参加率は大きく変わるが、84₋85 年

から 95₋96 年まで「みなす」データ収集が行われた以外は「みなさない」データである。95₋96 年

LFS では両方のデータが比較可能な形で公表されている。 

3） 83₋84 年の女子 LFPR（10 歳以上対象）はわずか 8％で、10₋14 歳が就業者全体の 20％強を占め、

主な就業先は子守を含む雇われの家事労働（43％）であった。95₋96 年に LFPR は 18％に上昇、

特に 10₋14 歳で 28％に跳ね上がった。就業先も農林水産業 48％、家事労働 18％へと一変する。

乾期灌漑ボロ作の拡大に伴う農業（収穫後処理を含む）労働需要の増大に、若い女性が駆り出さ

れた結果とみられる。 

4） 女子 LFPR（15 歳以上対象）は 15％（95₋96 年）から 26％（02₋03 年）、29％（05₋06 年）、36％

（15₋16 年）に上昇する。労働市場への新規参入者の大部分は農林水産業に吸収され、女子の農林

水産業就業者シェアは 05₋06 年に 68％でピークに達する。その大部分は統計上「無給家族労働者」

であるが、女性の役割は以前とは段違いに大きくなり、現金取引へのかかわりも日常的になった

と考えられる。 

5） 男子農業就業者の絶対数は 02₋03 年以降、減少に転じる。2000 年代末以降、農業労働の実質賃金

の高騰も始まる。そういうなか、圃場での農作業にムスリム女性が従事を始める、という伝統的

社会規範に反する画期的な動きがみられる（北西部で先行している）。同時に、女子の労働市場新

規参入者の農林水産業就業の勢いは弱まり、また都市部では縫製業のみならず、サービス部門へ

の就業の増加傾向が強まってきた。 
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September 23  ROOM C ／C 会場（232 教室）12:30-14:30 

Individual Paper Session 2／自由論題 2 

現代インド・ムンバイーにおける革製品産業：スラム工房ネットワークを通じた生産 

Leather Goods Industry in Mumbai, India: Production System through Slum 

Workshop Network  

久保田和之(Kazuyuki Kubota)・神戸大学(Research Institute for Economics and Business 

Administration, Kobe University) 

本発表は現代インド・ムンバイーに位置するスラム産業集積地ダーラーヴィーの革製品産業における

生産システムについて論じる。とりわけダーラーヴィーの工房ネットワークを通じていかに高級品を含む

多様な製品の生産が可能になっているのかを明らかにする。 

インドは南アジア最大の皮革製品輸出額を誇り、ダーラーヴィーは西インド皮革産業の中心地である。

従来の研究では、ダーラーヴィーは典型的なインフォーマルセクターであり、商人が主導する下請け関

係の中で、擬似ブランド品を含む中級品を国内向けに生産してきたと指摘している [Saglio-Yatzimirsky 

2013: 196-202]。しかし、今日のダーラーヴィーにおいては、高級品を含む多様な製品が少量から大量に

生産されている。従来の研究ではどのようにして、このように多様な製品を少量から大量に生産するこ

とが可能になっているのかを十分に明らかにしてこなかった。従来の研究の問題点は、個々の工房の分

析に終始し、諸工房を有機的なネットワークとして捉えてこなかったことである。本研究はこの問題を

乗り越えるために、多様な社会集団で構成された可変的な工房ネットワークの仕組みに着目した。 

本研究では、まずダーラーヴィーの工房ネットワークの構造を分析した。工房ネットワークを描写し、

工房ネットワークの結節点になるハブ工房の存在を指摘した。その上で、ハブ工房は資金と原材料の前渡

しを行う役割を担っており、資本力のない工房が工房ネットワークに参加することを促していることを指

摘した。特にオリジナルデザインの高級品、コーポレーションギフト・業務用製品といった新たな需要

を取り込む工房には、比較的教育レベルの高いチャンバール（チャンバールは伝統的に革加工品の生産に

関わってきた社会集団で、被差別集団であるダリトに属する）が工房主を務めていることが多い。 

次に、工房ネットワークを通じて多様な製品を生産する仕組みを明らかにした。その際には、媒介者

の役割を果たす比較的教育レベルの高いチャンバール工房主と差配師、移動型労働者に着目した。比較的

教育レベルの高いチャンバールはダーラーヴィー外部から獲得してきた注文を各工房に発注することが

主な役割であった。一方で差配師は、諸工房に注文を配分した上で、労働者、情報、生産設備を手配

し、製品の生産・管理を行うことが主な役割であった。 移動型労働者は特定の製品や工程を担うこと

で、より細かな分業を可能にしていた。 

一方で、比較的教育レベルの高いムスリム（ムスリムもダーラーヴィーの皮革産業の主要社会集団であ

る）の中にもハブ工房を経営していることが確認できた。しかし、彼らは、高級品の開発よりも、販路

の開拓に力を入れていた。彼らは中東諸国（ドバイ、サウジアラビア）に製品を輸出し始めていた。 

Saglio-Yatzimirsky, Marie-Caroline. 2013. Dharavi: From Mega-Slum to Urban Paradigm. New Delhi: Routledge. 
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September 23  ROOM C ／C 会場（232 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session 2／自由論題 2 

ハンセン病コロニーにおける非罹患者の生存戦略： 

西ベンガル州のコロニーを事例に 

Survival Strategies of Non-Leprosy Suffers in Leprosy Colonies in West Bengal  
  

八木咲良(YAGI Sakura)・京都大学大学院(Kyoto University) 

  

発表要旨 (Abstract) 

 本報告ではインド西ベンガル州のハンセン病コロニーにおける婚姻や就労の形に焦点を当て、世代と

共に変化するハンセン病コロニー居住者の生存戦略について考察する。インドにおけるハンセン病患者

に関する先行研究では、ハンセン病特有の身体的特徴を持つ罹患者が主な対象者であった。そこでは最

貧困層においては、ハンセン病の身体的特徴がチャリティーや物乞いの場面で逆説的に強みになること

が明らかにされていた。またその要因としてハンセン病に罹患していることが物乞いのある種の正当化

となることや身体的特徴が他者の同情を誘うことが挙げられていた。 

 本研究の特徴はハンセン病コロニーに住む非罹患者または後遺症のない回復者を対象にしている点

にある。なぜならば薬が開発されハンセン病が不治の病ではなくなったことで、現在ではハンセン病コ

ロニーには特有の身体的特徴を持つ回復者だけでなく、彼らの子供や孫・ひ孫といった多くの世代が住

んでいるためである。彼らのほとんどが非罹患者や後遺症のない回復者である。 

 2017年より実施した調査の結果、大きく 3つのことがわかった。第一にハンセン病コロニー間の婚姻

が主流であること。またそれによってハンセン病コロニーが一つの内婚集団となる一種の「カースト化」

がみられた。一方で、ハンセン病コロニー内には出身カーストの紐帯という強いカースト意識が残存し

ている。これが第二の発見である。コロニー間の結婚が主流でありながら、結婚時には同カーストとい

うことが強く意識されていた。つまりハンセン病に罹患し一種の同等カースト集団を構成しても内部に

おいては逃れられない強い（出身）カースト意識があることがわかった。第三の点はハンセン病コロニ

ー居住者のほとんどが物乞いやチャリティー以外で現在は生計を立てていることである。それはハンセ

ン病コロニーに住むことでハンセン病という名前から逃れることができないためにハンセン病という

名前を生かしている場合や、ハンセン病という特徴を隠し関係のない職に就く場合などさまざまな形態

がある。 

今回の発表では特に 2022 年から 2023 年にインド西ベンガル州プルリア県アドラ市に在る Manipur 

Colony、バンクラ県ビシュナプール市に在る Peardoba Aftercare Leprosy Colonyにて実施した非罹患者の

婚姻と就労について分析する。 
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September 23  ROOM C ／C 会場（232 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session 2／自由論題 2 

トロント近郊における南アジア系移民の文化的紐帯とその展開 

Cultural Ties among South Asian Migrants in the Greater Toronto Area 

 

東聖子(Azuma Masako)・近畿大学(Kindai University)*3 

 

発表要旨 (Abstract) 

南アジア系移民の多いカナダにおいて、移民同士を繋ぐ文化的紐帯はどのような意味をもつのだろう

か。本発表ではトロント近郊における南アジア系移民同士の交流に着目し、人々が共有する文化的背景

について考察する。移民に関する研究においては、移民の出身国や宗教が研究対象の範囲となるのが一

般的である。確かに、国や宗教の枠組みでコミュニティが存在することが多い。しかしながら、それら

の枠組みを越えて、南アジア出身者に共有される文化的基盤があることも確かである。実際にカナダの

トロント近郊において、出身国や宗教にとらわれることなく、言語、食事、衣服、ジェンダー、家族関

係など、南アジアの文化的な共通性をもとにした移民の関係を目にすることは珍しくない。本発表では、

そのような移民の関係をとりあげ、移民同士をつなぐ文化的紐帯とその意味について考える。 

移民がさまざまな相談をしに足を運ぶトロント近郊の移民支援組織では、地区の状況に応じた多言語

対応を行なっているが、北インド出身者とパキスタン出身者への対応は同一のカウンセラーが担ってい

る。カウンセラーもいずれか出身で、カナダにて一定の滞在年数を経た人である。カウンセラーと顔見

知りになると、特に相談がなくても立ち寄って世間話をするようになる。 

移民支援組織が運営する女性向けのレクリエーション活動においては、手芸や美容講座などさまざま

なプログラムが準備されている。参加者のほとんどがインドとパキスタン出身者で、菜食の菓子とチャ

ーイの時間、そこでのおしゃべりがプログラム以上に盛り上がる。 

移民支援組織の運営とは別に、有志によるシニア・グループが各地区に存在し、ここでも定期的なレ

クリエーション活動が見られる。メンバーの大半が同国出身、さらに同じ宗教を信仰していることが多

いが、全員が同じ宗教というのは稀である。レクリエーション活動では歌や詩の披露、軽食がつきもの

であるが、ヒンディー語、ウルドゥー語、パンジャービー語が同じグループ内で飛び交い、ここでも、

菜食のスナックや菓子が準備される。 

職場においても、インド出身者とパキスタン出身者同士が、お互いに最も信頼できる親しい同僚であ

るという話は多い。出身国間の国際関係については意見を対立させつつも、それぞれが抱える文化・社

会的背景を理解しやすいことから、移住先での生活を支えるような関係を築いている。 

 本報告でみるような、移住先における南アジア系移民同士の繋がりからは、文化的紐帯が国や宗教の

枠を跨ぐ越境的なものとして存在していることがわかる。本発表では、トロント近郊における南アジア

系移民の文化的紐帯が、特定の属性に閉ざすことのない開かれたコミュニティの形成、さらには移住先

での自立的な人間関係の構築に寄与しうることを示す。（本発表の研究は J S P S 科研費 17K13591の助

成を受けたものです） 
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September 23  ROOM C ／C 会場（232 教室）12:30-14:30  

Individual Paper Session 2／自由論題 2 

フードハブとしての難民居住区： 

デリーのマジュヌ・カ・ティラにおけるチベット人と飲食業 

Refugee Settlement as a Food Hub: 
Tibetans and the Restaurant Industry in Majnu-ka-tilla 

 

片雪蘭(PYEON, Seollan)・奈良大学(Nara University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

本発表では、デリーのチベット人居住区であるマジュヌ・カ・ティラ（Majnu-ka-tilla、以下 MT）にお

いて、チベット人が経営するカフェや飲食店が盛況している状況を分析し、その歴史的経緯とデリーの

政策との関係、またインドの若者を中心に人気スポットとなった背景について考察する。 

2010 年代まで、MT はダラムサラ行きバスに乗るためのバックパッカーたちが一時期滞在する場所で

あったが、今はインドの若者たちの間でお出かけスポットとなっている。特に、若者の人気はカフェや

食べ歩きをする飲食店に集中しており、MT で最も人気のあるアマ・カフェ（Ama cafe）はいつも満席

状態だ。このような流行を受け、2022 年 7 月にデリーでは「デリー・フードハブ再開発（Redevelopment 

of Dilli Food Hubs）」が宣言された。これは、DDC デリー（Dialogue and Development Commission of Delhi）

が食品安全局（Food Safety Department）と連携し、デリー全域においてフードハブの整備をするための

計画である。本計画の主な目的は、雇用創出とデリーのビジネスチャンスの幅を広げることであり、第

一段階として MT がその対象として選定された。 

MT は、Aruna Nagar、New Aruna Nagar、Old Chandrawal Village という三つの住宅地で構成されている。

なかでも New Aruna Nagar は 1960 年代初頭にチベットから避難してきたチベット難民の居住区として

設けられ、現在はデリーの代表的なチベット難民居住区となっている。これまでチベット難民の土地所

有権に関する様々な議論がなされ、立ち退き命令が下された時期もあったが、2013 年 3 月にデリー政府

は New Aruna Nagar を「正規化すべきコロニー」のリストに含めた。MT には約 2,500 人のチベット人が

暮らしているとされ、学生や無職者以外には主にチベット料理やコーヒーを販売する飲食サービス業、

宿泊業、衣服等卸売業に従事している。チベット仏教寺院も位置しており、よく「リトル・チベット」

としてチベットの文化を体験できる場所として知られていた。しかし、それに加えて現在は、インドの

若者の間で「安くて、涼しくて、おしゃれ」な場所としても知られるようになり、その背景にはコーヒ

ーやデザートを販売するカフェや飲食店がある。 

インド在住のチベット人は減少しているものの、インドにおけるビジネスを拡大するチベット人も増

加している。さらには、海外のチベット人コミュニティから MT への投資も行われている。本発表では、

MT におけるカフェや飲食店の規模が拡大しているなか、「デリー・フードハブ再開発」が MT にどのよ

うな変化をもたらしたのか、デリーにおいて MT のカフェ文化がどのように位置付けられているのかに

ついて分析する。 
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September 23  ROOM D ／D 会場（320 教室）12:30-14:00  

Individual Paper Session 3／自由論題 3 

ネパールの挽歌： 

ジャガトプラカーシャ・マッラ王の古典ネワール語歌集 

 

北田信(Kitada Makoto)・大阪大学人文学研究科 

 

発表要旨 

カトマンドゥ盆地内の都市国家バクタプルの王ジャガトプラカーシャ・マッラ（Jagatprakāśa Malla 1643 

AD 即位、1672 AD 没 以下 JPM と略す）は、母語ネワール語（チベット・ビルマ語系）を用いて五百を

超える歌詞を作った。また、彼の著した戯曲『怪盗ムーラデーヴァと相棒シャシデーヴァ』は、インド

古典説話集『屍鬼二十五話』に登場する盗賊伝説を翻案した愉快なドタバタ喜劇であるが、同時に古典

ネワール語で書かれた最初期の戯曲として重要視されている。17世紀中盤のこの時期、この作品を幕切

りとして、カトマンドゥ盆地内のネワール主要三王国（カンティプル、パタン、バクタプル）では、互

いに競い合うようにして、母語ネワール語による戯曲群が盛んに作られ始める。それ以前の戯曲群は、

ネワール・マッラ王朝で宮廷語の役割を果たしていた外来のベンガル語・ミティラー語（新期インド・

アーリア語）によって著されていたから、この、母語ネワール語を用いた劇作の隆盛は、この時期にネ

ワール人の言語・文化的アイデンティティが明確に打ち出され始めたことを意味する。この時代、宮廷

における戯曲の上演は、マッラ王家の権威を対外的・対内的に知らしめ、民の帰属意識を高める為の重

要なイベントであった。 

しかし、JPM 王が母語ネワール語で文芸活動を始める直接の動機となったのは、彼自身の個人的な悲

嘆だったようだ。JPM の宮廷にはチャンドラシェーカラ（以下 CŚ と略す）という優れた廷臣がおり、

JPM はこの人に対し並々ならぬ親愛を抱いていた。ところが CŚ は 1662 年に没してしまい、JPM 王は

長年その悲しみから逃れることがなかった。JPM 王は、自身の著した戯曲群の中で、繰り返し友の死を

悼んでいる。また、筆名として、自らの名 Jagat Prakāśa と故人の名 Candra Śekhara を合成した Jagat Candra

を用いるようになる。その挽歌群は恋愛詩の形式を取り、「私たち二人は、両性具有 ardha-nārīśvara の神

シヴァの如く、一つの身体。」など、失われた友への恋慕が情熱的に歌い上げられる。JPM 王の後期作

品群の何れを取っても、癒しがたい悲痛が通奏低音として流れており、喜劇『怪盗ムーラデーヴァ…』

でさえ例外ではない。個人のこうしたやむにやまれぬ感情の吐露が、結果として母語ネワール語による

旺盛な表出につながり、それは奇しくも、ネワール人が民族としての自覚を明確に持ち始める動きと重

なっていた。 

興味深いことに、JPM 王のネワール語歌詞集に記載された五百超の歌詞群は全て、演劇の挿入歌であ

る。「韋駄天誕生」「ルクミニー誘拐」「ディヴォーダーサ王」など様々な神話伝説に基づく挿入歌が含ま

れており、JPM は上記の『怪盗ムーラデーヴァ…』の他にも複数のネワール語戯曲を著したことが明ら

かである。JPM 王の祖父 Jagajjyotir Malla 王は、カトマンドゥ盆地内で最初に、当時最先端の文化語ミテ

ィラー語を宮廷語として採用し、他の二王国に先駆けて芸術振興に尽力した人物であったから、祖父の

文化革新を JPM が受け継ぎ、さらに推し進めた、という見方もできる。 
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September 23  ROOM D ／D 会場（320 教室）12:30-14:00  

Individual Paper Session 3／自由論題 3 

アダルマが診断に及ぼす影響について： 

『チャラカ・サンヒター』第 3篇「地域の崩壊に関する章」における一考察 

The impact of adharma on diagnosis in Carakasaṃhitā)  

 

星宮康子(Yasuko HOSHIMIYA)・東洋大学大学院(Toyo University Graduate School) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 Carakasaṃhitā（以下 CS）の「診断篇」では，特定の地域で発生する疾患について，地域の崩壊を引

き起こす原因は本来あるべき状態から逸脱したことを意味するアダルマであると主張している．アダル

マは大勢の人々を死に至らしめ，特定の地域の風・水・土地・時季の異状から生じる流行病や過剰に増

加した貪欲・怒りなどから生じる戦争がその一例として示されている． 

 先行研究では，現代社会においてアダルマが引き起こす問題の分析がなされ，現代社会においてもア

ダルマを防止するために CS の知恵が有効であると論じられている．また，CS の主張は，人間のアダ

ルマが社会問題を招きそれが病気の原因を作り出すので，人間は自然と調和すべきであり，その予防が

可能であると解釈されている．しかしながら，ここで述べられるアダルマは「診断」に関することであ

り，現代的な問題意識につながるような社会問題や疾患の予防策が主題ではないのである．と調和すべ

きであり、その予防が可能であると解釈されている。 

 そこで，本報告ではまず，CS「診断篇第 3 章（地域の崩壊に関する章）」で述べられるアダルマにつ

いて分析し，アダルマが地域に与える影響と地域の崩壊に至るまでのメカニズムについて論じる．さら

に，ここで述べられるアダルマは，特定の地域で発生する疾患や社会問題の原因だけではないことを明

確にし，「診断」にどのような影響を与えるかという観点からの説明を試みる．（検討を加える，論考を

加える） 

 CS は，諸病の出現，寿命の減少，大地が有する優れた性質を失うのもまたアダルマが原因であると

説き，大地の劣化は薬草の劣化に直結すると述べている．人が生きる期間には限界があるものの，その

死には避けることのできない死と人の行動で阻止できる死があり，後者には治療が有効である．これが

CS の主張であり，治療が必要となる領域の明確化だけでなく，治療可否の判断もなされることを意味

する．「診断篇」で述べられる主張に鑑みれば，アダルマが引き起こすものは何かという原因追究ではな

く，「正しい診断」をするためにアダルマがどのように影響するのかということを CSは述べているので

ある． 

 

  

15



September 23  ROOM D ／D 会場（320 教室）12:30-14:00  

Individual Paper Session 3／自由論題 3 

インド古典にみる哲学的議論及び司法の場における裁定者の資質・行為 

 

須藤 龍真(SUDO Ryushin)・早稲田大学(Waseda University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

 中世インドの思想家たちは哲学的議論を通して精緻で複雑な思想体系を構築した。その動きは、議論

形態や論証法、敗北規定などを対象とする議論学／討論術の理論的発展を促した。インド議論学に関す

る代表的な先行研究として、その長大な歴史を思想史的に整理した Esther A. Solomon 1976–1978 がある。

ただし、多くの先行研究の関心は、議論で用いられる推論／論理学―推論プロセスや論証式、論理的誤

謬の分析など―に向けられてきた。哲学的議論において論証の妥当性の検証が重要な位置を占めること

は確実である。しかし、「議論はどのようなアクターによってどのように運用されるべきか」という規範

的かつプラグマティックな側面に目を向けることで、インド議論学は新たな様相を見せる。 

 本報告は、哲学的議論及び司法の場において裁定者に求められる資質・行為を、インドの古典哲学文

献及びダルマ文献の記述をもとに明らかにすることを目的とする。哲学文献に言及される議論従事者に

関する記述に着目した研究としては、Vidyabhusana 1970、小野卓也 2004、小林久泰 2009 などが挙げら

れるが、裁定者の資質・行為については十分に検証されていない。 

 本報告では、まず、「哲学的議論は誰によって構成されるのか」という点について、ニヤーヤ文献の記

述を軸として、インド哲学諸派の見解を発展史的に整理する。ニヤーヤ学派は、仏教とともにインドに

おける議論学の発展の一翼を担ったが、その初期の文献には、「裁定者」はおろか、議論の構成員に関す

るまとまった記述はほとんど見られない。一方、時代が下るにつれて、ニヤーヤ学派のほか、ヴェーダ

ーンタ学派やジャイナ教などの文献において「四つ組」（caturaṅga）を代表とする議論の実際的な構成要

素に関する描写があらわれ、議論従事者に要求される資質や行為が詳述されるに至る。それゆえ、「裁定

者」に相当する術語（pariṣad, prāśnika, sabhāpati, sabhya, prāḍvivāka, anuvidheya, stheya, sadasya, ...）を抽出

し、それらが用いられる文脈を示すことで、「裁定者」概念を巡る思想的展開を明らかにする。 

 興味深いことに、哲学文献における裁定者の資質・行為に関する記述には、『マヌ法典』や『ナーラダ

法典』などの法典群と共通するものが見られる。しかしながら、議論の構成要素、特にその資質・行為

に関する両文献の相似性を指摘する研究は管見の限りでは見当たらない。それゆえ、哲学文献における

概念史的変遷を念頭に置きつつ、司法の場における裁定者―王あるいは王に任命されたバラモンなど―

の役割に関して、法典などのダルマ文献における記述を抽出し、対応関係の有無を明示する。 

 以上のように、哲学文献とダルマ文献との間の連関性を示しつつ、両者の記述を精査することによっ

て、哲学的議論及び司法の場において裁定者に要求される資質・行為の異同を素描する。また、両文献

における裁定者観の変遷をセクト的・文化的側面から裏付けることもまた本報告の副次的な目的である。 
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September 23  ROOM E ／E 会場（332 教室）12:30-14:00  

Individual Paper Session 4／自由論題 4 

現代ネパールを生きるシングルマザーの民族誌的研究： 

「母の名」に基づく市民権証と交差性に着目して 

An Ethnographic Study of Single Mothers in Contemporary Nepal: Focusing on 

Citizenship Certificates Based on Mother’s Name and Intersectionality 
 

川口 千尋(KAWAGUCHI Chihiro)・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

(Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

 2021 年に実施された国勢調査の結果、ネパールには約 170 万人のシングルマザーの子がいることが

明らかになった1。その 170 万人の子にとって、母親の名前から市民権証を取得するのは現在でも非常

に困難なことである。ネパールの市民権証とは、パスポートや運転免許証の発行、選挙権の行使、銀

行口座の開設など様々な手続きにおいて必要となる重要な書類である。2015 年に制定された新憲法で

は、「父もしくは母がネパール市民であればその子は市民権証を取得できる」ということが保障され

た。しかし、地方自治体レベルでは父親不明のシングルマザーの子への市民権証の発行が拒否されて

いる。 

 この市民権証の問題が家父長制やインドに対するナショナリズム感情と深く関係しているというこ

とは、先行研究において既に明らかにされている2。それらの研究でも子の市民権証を取得できないシ

ングルマザーの事例は示されているが、シングルマザーのライフヒストリーや生活世界、市民権証を

発行しない地方行政官の主張などに触れたものは少ない。そこで本報告では、調査対象者のカースト

やエスニシティ、宗教、親族関係、教育レベルなど細かな社会的文脈を考慮に入れながら、現代ネパ

ール社会を生きるシングルマザーが直面する困難とそれを乗り越えうる彼女たちの実践について明ら

かにする。 

 2022 年 10 月から 2023 年 3 月にかけて行った現地調査の結果、次に示す状況が明らかになった。地

方行政官は中央政府からの処罰を恐れ、市民権証の発行に及び腰になっており、申請者の父親が外国

人――とりわけ、インド人であるかどうかの判断を裁判所に一任している。それゆえに法廷闘争をし

て市民権証を獲得することができたのは、経済的に余裕のある都市部のシングルマザーとその子ばか

りであった。一方、経済的余裕がなく、地方在住で、信仰する宗教がマジョリティとは異なる調査対

象者などは、小規模な個人ビジネスやインフォーマルセクターにおける無賃／低賃金の労働、無免許

でのバイクや車の運転などをとおして、何とか市民権証なしで生活しようと画策していた。本報告

は、交差性（intersectionality）をキーワードにこれらの事例を分析することで、まだ研究の蓄積が少な

いネパールのシングルマザーについて包括的に論じようとする試みである。 

  

                                                       
1 Government of Nepal (2023) National Population and Housing Census 2021. 

2 Grossman-Thompson, Barbara, and Dannah Dennis. (2017)"Citizenship in the Name of the Mother： Nationalism, 

Social Exclusion, and Gender in Contemporary Nepal." Positions: Asia Critique, vol. 25, no.4, pp. 795-820 
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ネワール民族の農民カースト女性の集合的エンパワメントのあり方： 

ネパール、旧王都パタンの女性自助組織の活動事例から 

The Collective Empowerment of Newar Farmer Caste Women: A Case Study of 

Women's Self-help Organizations’ Activities in Patan, Nepal  
 

竹内愛(Ai Takeuchi)・南山大学(Nanzan Univesrity) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 本発表では、発表者の調査対象であるネパールのカトマンズ盆地に位置するパタンに居住するネワー

ル民族の女性自助組織の活動実践から、ネワール女性の特有の集合的エンパワメントのあり方について

一考察を行う。特に、農民カーストの女性たちに焦点を当て、彼女たち自身の持つニーズとそれへの対

応を組織としてどのようにしているか分析する。 

 「エンパワメント」とは、「個々人が自覚し、自己決定能力、経済的・社会的・法的・政治的な力をつ

け（能力を発揮し）ていくこと」であり、「女性のエンパワメント」とは、「収入や技術を得るのみなら

ず、女性が問題を自覚し、生活や人生の上で自己決定権を持つようになり、他の女性たちと連帯して社

会的不平等を克服するという総合的・長期的な取り組み」を意味する（高松香奈 2002「key word」田中

由美子・大沢真理・伊藤るり編『開発とジェンダー‐エンパワーメントの国際協力』国際協力出版会）。

GAD の開発の潮流の中で、女性たちが意思決定過程への参加をすることが焦点の一つとなり、その結果

として、家庭内外での自分自身の生活をコントロールする力関係を変えることが、女性のエンパワメン

トの基本的ゴールとして確認された。 

発表者は 2003 年からネパールのカトマンズ盆地に位置するパタンにおいて、ネワール民族の女性自

助組織に関する調査を断続的に行ってきた。パタンでは、1990 年代、NGO と地方行政によって女性自

助組織が設立され、女性の経済的な自立を目指して、識字教育、職業訓練が行われた。2000 年代からは、

ネワール女性たちがパタン内部に女性自助組織を次々と設立するようになり、それぞれの地域や女性た

ちのニーズに合わせた活動を行ってきた。年に約 10 グループずつ増え、2022 年時点で、パタン内部に

250 を超える自助組織が設立されている。女性自助組織はコミュニティ（カースト集団）ごとに設立さ

れているが、農民カーストによるものがグループ数も多く、活動においても盛んである。 

発表者の調査事例から農民カースト女性たちが家庭内外での自分自身の生活をコントロールする力

関係を変えていることが確認された。ただし、家族における女性役割からの解放を目指すというよりは、

カースト集団（コミュニティ）、とくに親族・家族を女性たち自身の一部として捉え、カースト集団全体

として、経済的発展や、社会的な名誉、地位向上を理想としていることが明らかとなった。本発表では、

複雑なカースト制度を持つネワール社会における女性のエンパワメントのあり方について考察を行う。 

 

参考文献 

田中由美子・大沢真理・伊藤るり編 2002『開発とジェンダー‐エンパワーメントの国際協力』国際協力

出版会 
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インド農村部の女性の起業家マインドとエコシステム：北部グジャラートの事例から 

Entrepreneurial Mindset and Ecosystem for Rural Women in India:  
A Case of North Gujarat  

 

川根 友（Tomo Kawane)・慶應義塾大学政策メディア研究科(Graduate School of Media 

and Governance, Keio University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) form the core source of economic activities 

throughout the global economy.  The annual report of 2022 by the Ministry of MSME, Government 

of India reported that Indian MSME sector employing 110 million people (46% of the total 

employment) has been the source of the second largest employment following the agricultural sector. 

The MSMEs in India are predominantly represented by micro enterprises, majority of them 

informally organized, running their business out of governmental purview.  The concentration of 

women entrepreneurs in rural areas in the informal sector has been acknowledged as one of the major 

indicators of vulnerability of MSMEs in India.  

This study aims to examine entrepreneurial mindset of rural women and entrepreneurial ecosystem 

of their enterprises by examining a case study of food enterprises initiated during the COVID-19 

pandemic. Repeated lockdowns as countermeasures against the spread of the coronavirus infection 

caused sudden decrease or loss of rural household income, which became a trigger for women to start 

their own enterprises in their own villages.    

The in-depth interviews and focus group discussions were carried out in five villages of north 

Gujarat on a community group of women entrepreneurs, consisting of around 200 women who belong 

to the Leuva Patel community in Patan and Mehsana Districts in the northern part of Gujarat state.   

The study revealed that pre-pandemic factors had already rendered certain section of rural 

households vulnerable. Unexpected weather situations such as unseasonal precipitation, temperature 

fluctuation such as unusual heat wave or cold weather due to climate change resulted in increasing 

uncertainties in terms of securing steady agricultural income for rural households.  On the other 

hand, fragmentation of land capital due to inheritance of land rights among family members has 

reduced the average size of farmlands.  Investing monetary and human resources in the family in 

agriculture may not necessarily guarantee sustainable family income. 

The study suggests a comprehensive review on entrepreneurship of rural women in informal sector 

in India. This empirical inquiry offers insights on rural entrepreneurial ecosystem of emerging 

enterprises, envisaging a possible future direction of public policy for the MSME sector in India. 
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後発開発途上国（LDCs）：開発動向とその決定要因 

The Least Developed Countries (LDCs): Development Trend, 

Its Determinants, and Implications to South Asia 

 

ジート バハドゥール サプコタ・関西学院大学 

Jeet Bahadur Sapkota・Kwansei Gakuin University 

 

発表要旨 (Abstract)  

The least developed countries (LDCs) are not only the poorest and weakest segment of the 

international community but also less explored and hence less understood. The Committee for 

Development Planning, the predecessor of the Committee for Development Policy (CDP) of the 

United Nations, established the category of the least developed countries (LDCs) with 25 LDCs in 

1971 (including 6 countries from South Asia) as a special group of developing countries characterized 

by a low level of income and suffering from structural obstacles to socioeconomic development that 

requires special measures and efforts to overcome the problems. The main objectives were to give 

greater economic development assistance and concessional development financing from the 

international donor community to accelerate global efforts to tackle those problems and bring LDCs 

into the mainstream of global progress and prosperity.  
However, the LDCs number peaked at 52 in 1991; 6 LDCs graduated from the group at various 

times, and there are still 46 LDCs, mainly in Africa and Asia (including 4 countries from South Asia) 

currently. Why do so many LDCs still exist? Why 50% of the South Asian countries are still in LDCs 

category? To what extent are the objectives of establishing the LDCs category achieved, and what are 

the key factors that affect the development of LDCs? This paper assesses the development trend of 

LDCs since its establishment and finds the key determinants of LDCs development.  
Moreover, within this broader framework, the paper narrows its focus to South Asian LDCs, 

analyzing their unique challenges and opportunities. A comparative analysis is conducted to assess 

their progress vis-à-vis other LDCs, and specific policy recommendations are proposed to accelerate 

development in the region. Drawing on case studies and best practices from successful LDCs, the 

paper identifies lessons learned and potential models for sustainable development in South Asia. 
Using the aggregate annual data from 1971 to the most recent years taken from the World 

Development Indicators of the World Bank, this paper examines the LDCs’ development progress on 

income, health, and education compared with the other income groups of countries and the world. By 

providing a comprehensive analysis of the least developed countries, their determinants of 

development, and the implications for South Asian LDCs, this paper contributes to the existing 

literature on South Asian studies. The findings and recommendations can inform policymakers, 

researchers, and stakeholders in designing effective strategies to address the unique challenges faced 

by LDCs and promote sustainable development in South Asia and beyond.  
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Digital Financial Services, Financial Inclusion and Household Welfare: Evidence 

from India 
 

Yuko Nikaido (Musashi University) and Mandira Sarma (Jawaharlal Nehru University)  

 

Abstract 

Increasing financial inclusion, typically measured by how many people access to and use formal 

financial services, is essential to inclusive economic growth and poverty reduction. Research shows 

that when people are included in the financial system, they are better able to manage risk, accumulate 

assets and invest in education, health and business (for review, Cull et. al., 2014; Demirgüç-Kunt et 

al., 2017a). In India, as a result of long-standing policy measures, the status of financial inclusion has 

improved over the years. According to the Global Findex 2021, 78 per cent of adults in India own 

accounts at financial institutions and there is no more gender gap in account ownership. The benefits 

of accounts, however, only come from active use of accounts (Daspus et al. 2018). India’s share of 

inactive account owners at 35 per cent is the highest in the world.   

A growing body of research indicates that digital financial services (DFS) could help promote use 

of accounts (Mbiti and Weil, 2016; Demirguc-Kunt et al., 2022). Moving cash payments into digital 

channels has many potential advantages and existing studies find positive impacts of digital finance 

on financial inclusion and household welfare in the context of Africa and China (Suri and Jack 2016; 

Aker et al. 2016; Munyegera and Matsumoto, 2016; Li et al. 2020). But at the same time digital 

finance is not a magic wand. Access to new technology might hurt households by increasing the risk 

of over-indebtedness especially for less-educated, rural, and female-headed households (Yue et al., 

2022; Wang et al. 2023). While the existing studies on digital finance and its impact on household 

welfare and financial inclusion is concentrated around African and Chinese economies, we know little 

about the Indian context.   

In this paper, we utilize household level data from the latest round of All India Debt and Investment 

Survey (AIDIS), to empirically investigate whether the adoption of DFS facilitates Indian households 

to use more formal financial services and reduce dependency on informal finance. Our preliminary 

results indicate that households that use debit/credit cards seem to have more propensity to use formal 

savings and formal credit compared to the households that do not use these digital products. We also 

find a negative association between DFS adoption and informal loans for the surveyed households, 

indicating that DFS adoption seems to reduce the dependence of households on informal sources of 

credit. Further, DFS adoption is found to be positively associated with households’ consumption 

expenditure. These preliminary results indicate a welfare improving impact of digital finance on 

Indian households. 
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Impact of motivation on changing perception and attitude of saving behavior: 

An application of the COM-B theory and Behavior Change Wheel model? 
 

Md Monzur Morshed* and Keshav Lall Maharjan** 
* International Economic Development Program, Graduate School of Humanities and Social 

Sciences, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739-8529, Japan. 
**Professor, International Economic Development Program, Graduate School of Humanities and 

Social Sciences, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739-8529, Japan. 
 

Many experimental studies claim even the poor can save if they are given the right opportunities and 

savings mechanisms. The savings have a significant impact on managing financial risk, investing in 

education, launching businesses, empowering women, avoiding informal loans, and improving health 

outcomes. Saving micro amounts in formal institutions has a macroeconomic impact.   Despite 

having a significant number of financial institutions, around 4% of the worldly unbanked people live 

in Bangladesh. According to the Findex data (2021), almost 53% of Bangladeshi adults have accounts 

in financial institutions.  

It is imperative to change unbanked people’s perception and attitude towards saving for two 

reasons firstly, behavioral changes last long, and secondly, the transformation of perception and 

attitude may increase participation in financial institutions. Personal saving is an effective instrument 

for reducing the oppression of informal money lenders in rural areas. As a result, this study focuses 

on changing perceptions and attitudes by motivating the unbanked people in rural areas.  

Although this study will explore the intention to save for the future, the main objective of the study 

is to analyze the impact of motivation on changing perception and attitude toward saving through the 

COM-B theory and behavior change wheel (BCW) model. Capabilities, Opportunities, Motivation, 

and Behavior (COM-B) theory and Behavior Change Wheel (BCW) model have widely been used in 

different studies for observing and measuring expected behavioral change. After the intensive study 

of relevant literature, we are inspired by the COM-B theory and behavior change wheel model 

approach for understanding the changing perception and attitudes among the respondents.  

The study was conducted at Dhubil Union under Sirajganj in Bangladesh.  A semi-structured 

questionnaire was used for collecting data from 529 unbanked village defense party (VDP) members. 

We conducted the baseline survey in September 2022 and the follow-up survey in November 2022 

with 45 days of intervention time. We have applied Randomized Control Trial (RCT) for measuring 

the impact of motivation on changing savings perception and attitude among the unbanked.  

We have chosen our sample from village defense party (VDP) members since VDP is the village-

level unit comprising 64 members both males and females, 32 in number. These VDP members are 

farmers, housewives, students, self-employed and unemployed people.  

Based on the cross-sectional data, we expect a significant impact of motivation on changing saving 

perception and attitude. The study has policy implications based on the BCW model.    
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Comparative Analysis of Satisfaction with Service Quality: Experience of School 

Principals in the Uva and Western Provinces of Sri Lanka 

 

Priyantha W. Mudalige1 & Saliya De Silva2 
1Senior Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of 

Kelaniya, Dalugama, Sri Lanka, 1Ph.D. Candidate, Saga University, Saga, Japan  
2Professor in Economics, Faculty of Economics, Saga University, Saga, Japan 

 

Abstract 

After the Provincial Councils (PCs) were established in Sri Lanka in 1988, they were given the 

responsibility for administering several public services, including school education. The literature 

reveals that satisfaction of the recipient is a good indicator of the efficiency and effectiveness of the 

services rendered by the PCs. By assessing the satisfaction level of the school principals who are the 

primary points of contact between the schools and PCs, this study aims to evaluate the quality of the 

education services provided by the Uva and Western PCs, both of which show considerable social, 

economic, and political differences. A sample of 30 principals of "1AB" type schools from each of 

the two provinces was picked to collect primary data using the SERVQUAL questionnaire. According 

to the findings, there are gaps between the services expected by the principals and the services 

provided by the PCs in all the five chosen dimensions of service quality, namely tangibility, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy. As such, there is dissatisfaction among the principals 

regarding the provision of education services by PCs. The study could not find any significant 

differences between the dissatisfaction felt by the school principals of Uva and Western Provinces in 

respect of those five dimensions. It is recommended that being public entities, PCs should introduce 

administrative reforms and abide by a code of ethics to provide quality services to meet the 

expectations of all service recipients. 

 

Keywords: Provincial Councils, Recipient satisfaction, Service quality, SERVQUAL dimensions 

 

JEL Code Classification: H75, H77, H8 
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Vulnerability of Narikuravar Communities: A Survey on the Socio-economic 

Challenges of the Narikuravar Community in Idhaya Nagar, Tamil Nadu, India 
 

Antony Susairaj（アントニー・スサイラジ）・南山大学 

 

Abstract 

 

The Narikuravar community is a semi-nomadic indigenous tribe from the Indian state of Tamil Nadu. 

Though their traditional occupation was hunting in the forest, now they are involved in manufacturing 

safety pins, hair pins, hand-made bags, beaded ornaments, and so on. Most of them travel about 

selling their products in different parts of the country, returning home after several months. The major 

issues which confront the Narikuravar community are poverty, illiteracy, disease, and discrimination 

in society. To assist them, the various policies and programs of government and non-government 

organizations focus on the holistic growth of the Narikuravar community with regard to social, 

economic, health and hygiene, gender, and educational welfare needs. This presentation examines 

various socio-economic challenges of the Narikuravar community in Tamil Nadu, India.  
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Agricultural Information Dissemination Systems in Tamil Nadu, India 

 

Divya Suresh・Keio University 

 

Abstract 

Agriculture plays a vital role in India's economy; 54.6% of the total workforce is engaged in 

agricultural and allied sector activities as per the annual report (2020-21), Department of Agriculture, 

Cooperation and Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Government of 

India. (Annual Report, 2020-21). Despite the central government's multi-pronged approach to 

improving farmers' income and social security, farmers are still unsatisfied with their income level. 

There may be various reasons, such as monsoon failure, climate change, the surge in input costs, high 

debt burdens, lack of direct integration with the market, the government's urban consumer-driven 

economic policies, etc. 

 

Shifting from the national perspective to the state of Tamil Nadu (TN), the farmers are primarily 

impacted by unpredictable climatic conditions. Amidst the conditions of unreliable climate, 

dependency on neighboring states for water resources, and heavy debt-burdened farmers, agriculture 

and agro-based micro-business opportunities in Tamil Nadu are becoming fragile.  

 

Information plays a vital role in farmers' decision-making process in agriculture, from sowing to 

harvesting and selling. Inefficient information dissemination has proved to result in decreased 

agricultural productivity. Much emphasis has recently been placed on agricultural modernization 

through digitizing agricultural services in Tamil Nadu's agricultural sector. The main objective of this 

paper is to study existing information dissemination systems in Tamil Nadu's agricultural sector, 

followed by an analysis to assess the accuracy and promptness of the available systems. Based on the 

observations of various agricultural information dissemination systems, countermeasures to increase 

the availability and accessibility of agricultural advisory services have been discussed. The study and 

recommendation can be significant to researchers, the government, and related agricultural 

stakeholders working further to finetune agricultural information dissemination systems. 
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農村レストランにおける収益性とオーナーのアグリツーリズムへのモチベーション： 

ネパールの農村を事例として 

Profitability in Rural Restaurants and Owners' Motivation to Agritourism: A 

Case from Nepal 
 

Kumar Bhatta・Kyushu University Institute for Asian and Oceanian Studies 
kumar2bhatta@gmail.com 

 
Abstract 

Rural restaurants (RR) are in rural areas and primarily opened for an owner's business purpose, but it 

also contributes to the economic opportunities for other rural people. RR uses locally produced and 

natural resources available in the local areas and sells on the spot. Further, RR, in the case of 

developing countries, is becoming the center of economic circulation. However, RRs face 

sustainability challenges because rural areas worldwide encounter problems like depopulation, low 

quality of public services, poor infrastructure, fewer economic opportunities, short-term migration to 

foreign countries, poorer living in rural areas, and reliance on agriculture, urbanization, etc. These 

problems hamade the difficulties in the sustainability of the rural restaurant. Thus, this study mainly 

aims to investigate profitability in the RR and owners' motivation for agritourism development 

because profitability and business extension are correlated positively.   

We used the Tobit model and the ordered Logit model for data analysis based on the data 

collection in two regions (a total of 105 samples in 2022 and 2023) from Nepal. This study 

conceptualized and confirmed the contributors to RR profitability as supply-side, demand-appealing, 

and COVID-19-related factors. Similarly, we explored that owners' motivation for agritourism is 

affected by the restaurant's features, quality-related factors, and attributes. Specifically, this study 

concluded our two hypotheses that (H1) ―RR owners have lower profit if they perform side 

business― and (H2)―RR owners motivated to agritourism to increase profitability―. These are the 

main contribution of this study to tourism literature.  

Besides the statistical results, the authors felt the necessity of quality improvements in the RR 

during the field survey. The government recently started a compulsory registration policy for quality 

control and tax execution in the RR, but many RRs still operate without permission. The main reason 

is that the government does not have active regular monitoring and quality-checking teams. Regular 

inspection not only increases the quality of the restaurants but also increases tax revenue. Therefore, 

through a strong consumer law, the policymakers should formulate a quality control team responsible 

for training for quality improvement in the RR, monitoring, evaluating, and promoting agritourism. 
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アフマディヤー、アフラール、スーフィズム： 

1930～40年代のカシミールにおける「リシ」への視線 

Ahmadiyya, Ahrar, Sufism: On the Changing View of “Rishi” in Kashmir 

 

拓徹(Toru Tak)・大阪大学大学院人文学研究科(Graduate School of Humanities, Osaka 

University) 

 

 

発表要旨 (Abstract)  

 

カシミールの政治と文化をめぐる現行形の通念の多くは、1970～80年代、とくにカシミール政治の一

大カリスマだったシェイク・アブドゥッラー（1905～82）が再メインストリーム化する過程で定義づけ

られた。その中には、いわゆる「カシミール文化」「カシミール文学」の基盤を作ったとされる中世カシ

ミールの「リシ」（ナンド・リシ／シェイク・ヌールッディーンを筆頭とする詩人聖者群）が、いわゆる

ヒンドゥー・ムスリム融和とインド版セキュラリズムを体現する「スーフィズム」を象徴する存在だっ

たという定義、あるいは、北インドのデーオバンド学院の校長を 1915～27 年に務めた著名なアーリム

（イスラーム法学者）、アンワル・シャー・カシミーリー（Anwar Shah Kashmiri、1875～1933）が、カ

シミールにおける「正統イスラーム」の伝統を体現する人物だったとする定義などが含まれる。 

史上初の「カシミール文学史」として知られるアブドゥル・アハド・アーザードの 1940年代の著書に

描かれた「リシ」の内実は、こうした後年の定義とは少し位相が異なるものだった。この背景には、1930

～40年代のカシミールにおいて、アフマディヤー（のちに異端として正統イスラームから排除され迫害

されるムスリム宗教集団）、アフラール（インドの自治・独立を求める政治性で知られると同時に、アフ

マディヤー批判の急先鋒だったムスリム集団）といった宗教／政治勢力がイスラームとムスリム（およ

びそれらの定義）をめぐってせめぎ合い、その結果として徐々に現行形に近い「リシ」イメージがカシ

ミールで醸成された事情があった。この過程では、例えば上記のアンワル・シャー・カシミーリーがイ

スラームにとってのアフマディヤーの問題点を指摘する一幕もあった。そして、アーザードによるカシ

ミール文学史は、こうした「イスラーム」および「リシ」像がカシミールにおいて根本的に再編される

プロセスの前、もしくはその渦中で成立したのだった。ただし、こうした再編のプロセスの実情を知ろ

うとすると、この一連の 1930～40年代のプロセス自体が上記のように 1970～80年代に再定義されたと

いう事情があるため、この後年の再定義の内容を一度解体・脱構築する必要がある。 

本発表では、カシミールの文化（宗教）と政治をめぐるこうした入り組んだ歴史的プロセスについて、

あらためて紐解き、考えてみることで、カシミールにおける宗教文化分析の一助としたい。 
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Individual Paper Session 7／自由論題 7 

マレーシアとシンガポールにおけるヒンドゥー寺院の変容 

Transformation of Hindu Temples in Malaysia and Singapore 

 

古賀 万由里(Mayuri Koga)・開智国際大学(Kaichi International University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

英領マラヤには、20 世紀初頭をピークに、インド から農園労働者や建設労働者、一部商人や下級役

人として、移住している。1957 年の独立時には、インド系移民は全人口の約 11％ を占めており、その 

8割近くが南インドのタミル・ ナードゥ州からの移民であった。マレーシアおよびシンガポールとして

独立した以降も、タミル人は自らの文化を保持し、宗教的文化を育むために、インドで信仰していた神々

を祀った。はじめは小さな祠であったが、インド系移民の経済力と団結力が増すにつれ、タミル式の寺

院へと発展していった。19 世紀にチェッティアールなどの有力なカーストによって建てられた寺院は、

ヘリテージとして政府に管理されている。その一方で、移転もしくは破壊を余儀なくされる寺院も少な

くない。多民族国家として独立したマレーシアとシンガポールは、ヒンドゥー教徒の人口は 1割以下で

ある。マイノリティとしてのヒンドゥー教徒にとって、寺院を建設し維持するには、様々な試練を克服

しなければならなかった。 

マレーシアは、政府の補助を受けたタミル語小学校が存続し、タミル語のメディアも多く、インド系

移民のいる国の中でも、インド文化を保持している国といえる。しかし、国教はイスラームであり、マ

レー人が優遇される社会である。英領時代にエステートに建設された寺院は、独立後は所有権のない土

地に建てられた不法の寺院として、撤去もしくは移転させられている。移転先は、送電鉄塔や下水溝の

付近といった、聖地として好ましくない場所であった。移動を拒んで、州政府やディベロッパーに抗す

る寺院や、多宗教の宗教施設が集まった寺院コンプレックスや、複数のヒンドゥー寺院が隣接する一角

に移動する寺院もある。 

シンガポールは、どの民族が優遇されるということはなく、公用語の一つである英語が流通している。

人口に対して土地が過少なため、土地や住宅は国が管理しており、古くからある土地を除いては、政府

から一定の期間の契約を結び借りるしくみになっている。そのため、経営が著しくない寺院は、土地を

維持するのが困難となる。ヒンドゥー寺院の中には、華人廟の土地に間借りをして祠を建て、存続して

いる寺院もある。 

華人廟との融合はマレーシアでも見られ、その背景には、両宗教は多神教で、他の宗教の神々を包摂

しやすいという特徴と、憑依や自傷行為といった実践宗教としての共通点があげられる。こうした現象

は、シンクレティズム（宗教習合）といわれるが、シンクレティズムによって本来の形に変化が生じて

いる。多民族国家マレーシアとシンガポールにおいて、ヒンドゥー教徒は、政府に妥協し、時に抵抗し

て自らの寺院を守り、宗教文化を保持しようとしている。また、華人宗教との共生を図りながら、ヒン

ドゥー文化を保持し展開させている。移民としてではなく市民としての権利を主張し、インド本国での

実践や解釈を変容させながらも、ヒンドゥー文化を育んでいるといえる。 
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Impact of Buddhism on the Acceptance and Application of Mindfulness in Japan  

 

Shreya Wagh・Daito Bunka University 

 

Abstract 

Mindfulness programs that spread in the United States have developed mainly from Buddhist 

traditions in Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, and Japan. They also have roots in the yoga traditions, 

especially in the teachings of Hindu spiritual teachers who became popular in the United States. 

Though mindfulness has roots in Buddhism and yoga traditions, it has been mainstreamed in the 

United States and other Western countries as a scientific and secular stress-reducing method.  

One of the leaders who spread mindfulness in the United States is Dr. Jon Kabat-Zinn (1944–). 

He created a stress reduction program called “Mindfulness-based Stress Reduction” (MBSR), which 

consists of hatha yoga and mindfulness meditations. MBSR led to several psychological interventions 

and programs that use mindfulness practice. Such interventions and programs are promoted as 

scientific and secular. They are practiced in medicine, education, business, and other fields for stress 

reduction. Over the past few decades, mindfulness programs have grown in the United States and 

other countries. 

Japan is one of the countries where the interest in Mindfulness programs is growing. Books, 

research articles, and websites on mindfulness are increasing significantly. Japanese media, health 

professionals, yoga teachers, and even Buddhist monks promote mindfulness individually or through 

organizations. Some of them are trained in the United States, while others have learned mindfulness 

through books, videos, and institutions. Buddhist monks also promote mindfulness based on their 

practices. These individuals and organizations are working in various fields; for example, business, 

health care, education, etc.  

The purpose of this paper is to analyze how mindfulness programs are promoted and spread in 

Japan where Buddhism has been practiced for centuries. First, I collected data on organizations that 

teach mindfulness. I analyze the fields they are working in. Second, I discussed the strategies they 

are using to promote and teach mindfulness programs in their respective fields. Considering the 

cultural and social background of Japan, I identify the Japan-specific strategies. The data presented 

in this study is collected from an extensive interview survey with mindfulness instructors, Yoga 

teachers, Buddhist monks, and academics in Japan. 

The outcome of this study will provide insight into how the practices of yoga and mindfulness 

have undergone several adaptations in the United States and other Western countries. When such 

programs come to Asian countries and are accepted by them, they further undergo adaptations and 

alterations to cater to the local requirements. 
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Individual Paper Session 8／自由論題 8 

現代インドにおける第三のジェンダー 

Third-gender persons of contemporary India 

 

山崎浩平(YAMAZAKI Kohei)・龍谷大学(Ryukoku University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

本発表の目的は、現代インドの行政・司法・立法の領域から、第三のジェンダーの承認をめぐる変遷を

明らかにすることにある。 

1990 年代、インドにおいて同/両性へ親密圏を持つ者たちは、都市部にて支援団体を各々設立し、雑誌

刊行や電話相談・集会などを行いつつ、公衆衛生政策とも協働し HIV パンデミック対策にも乗り出して

いった。他方、男でもない女でもないとみなされていたヒジュラに関しては、第三のジェンダー、女神

の帰依/信仰者や同性愛者の集団などと捉える学術研究の蓄積があったものの、当時、レズビアンが女性

団体や急進的 NGO から疎まれていたと同様、市民運動の対象・担い手足り得ず、社会の周縁に追いや

られていた、と言われている。行政上、ヒジュラは、HIV 感染の高リスク・脆弱人口である男性間性交

渉者 MSM の下位カテゴリーとしてトランスジェンダーと同定化され、上記政策の的を絞った介入プロ

ジェクトの対象となる。2007 年の国家エイズ管理機構によると、ヒジュラはトランスジェンダーと同義

とされ、明確なる社会宗教・文化集団として組織され、祝福授与や物乞い・セックスワーク集団とした

第三のジェンダーであり、かつ半陰陽者を指す用語であった。また 2005 年パスポートの性別欄に‘E’が

加わったが、この E は eunuch「去勢者・宦官」であるため、活動家や団体から非難の声も上がっていた。 

その後、性の多様性をめぐる運動は拡大し、全国的に LGBやヒジュラも協力し様々な活動を展開する。

その成果もあり、2014 年 2 月に開始した第 4 期国家エイズ管理プログラムは、ヒジュラ/トランスジェ

ンダーを上位カテゴリーに昇格させ、MSM とは別個の介入プロジェクトの対象とした。他方、2010 年

代には、ヒンドウーナショナリズムが、グローバリゼーションの新自由主義やクィア政治と結びつき、

性規範を保守的に鋳直す動きもみられる。とはいえ、2014 年 4 月、最高裁は第三のジェンダーを承認

し、その他の後進階級に含め、トランスジェンダーとして権利を保護する判決を下した。この判決と同

年 1 月の社会正義・エンパワーメント省トランスジェンダー専門委員会は、トランスジェンダーを、ヒ

ジュラのほか、ジェンダー・アイデンティティや表現・振る舞いが生物学的な性別に一致しない人、本

人はその限りではないが周囲にそうみなされる人、ジェンダー未確定・多様性など、包括的な用語へと

定義を拡張したのである。2011 年の国勢調査を筆頭に、国政選挙の有権者カードやパスポートの性別欄

にも第三の選択肢として、‘T’トランスジェンダーや‘O’その他が各々追加される。さらに 2015 年、ドラ

ーヴィタ進歩党の議員により提出されたトランスジェンダー人権法案が、分離独立後、上院初の議員立

法案として可決された。だが前年に誕生した政権により、同法案は新たに作り直された末、自己と出生

時に割り当てられたジェンダーが不一致な人と定義され、ヒジュラやアラヴァーニ、ジェンダー・クィ

ア、トランス女性・男性、インターセックスなど広範囲の人々を対象とし、2019 年与党議員により提出

され、問題を孕みつつも両院を通過し成立、翌年 1 月に施行される。 
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女性の相続権と収入：インド全国標本調査を利用して 

Women's Inheritance Rights and Earnings: Evidence from the National Sample 

Survey of India 

 

山本明日香(Asuka Yamamoto)・九州大学 比較社会文化研究院(Faculty of Social and 

Cultural Studies, Kyushu University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

本研究では、インドにおける相続権改革が女性の収入（賃金・給与所得）に与える影響を検証する。

ジャンムー・カシミール州を除いてヒンドゥー教徒、仏教徒、シク教徒、ジャイナ教徒に適用された 1956

年ヒンドゥー教徒相続法は、女性にも個人財産の相続権を与えたが、先祖代々の家屋や農地といった合

同家族財産の相続権は制限していた。1970 年代から 90 年代にかけて、ケーララ州、アーンドラ・プラ

デーシュ州、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州で新法制定や 1956 年ヒンド

ゥー教徒相続法の州別改正が行われ、条件付きながらも娘に息子と同等の合同家族財産の相続権が与え

られた。さらに、2005 年ヒンドゥー教徒相続（改正）法ではその条件も撤廃された。 

こうした相続権改革が女性に与えた効果は既にいくつかの研究で議論されている。多くの研究では、

親は息子に合同家族財産を相続させる代わりに、娘には補償的に別の形で財産移転を行う（例えば、教

育投資を増やす）という説が有力視されている。つまり、相続権改革は世帯内での娘の交渉力を高めて

いる可能性があり、それは規範や教育の質の変化を通じて娘の労働に影響を与えるかもしれない。しか

しながら、この文脈において、女性の労働に着目した研究はごくわずかである。本研究は、改革の影響

を受けた女性の平均教育年数と平均就労月数が上昇したこと、また、その娘の平均教育年数も上昇した

ことを明らかにした Sapkal (2017)よりも厳密な識別を行い、より広い時期のデータを使用する。 

さらに本研究では、Two-way Fixed Effect Difference-in-Difference の手法における「負のウェイト」問題

を踏まえた分析を行う。これは、トリートメント・グループに処置タイミングの異なる複数のグループ

が含まれていた場合、求められた平均処置効果にバイアスがかかるという問題である。相続権改革につ

いて取り上げた多くの先行研究では同様の手法を使用しているため、近年の議論を踏まえた再検証は重

要であると思われる。 

分析には、インド全国標本調査（National Sample Survey）の雇用・失業調査（Employment and 

Unemployment Survey）より 1983 年（第 38 次）から 2011-12 年（第 68 次）のデータを使用する。この

期間には、ケーララ州を除く 4 つの州の相続権改革と、2005 年ヒンドゥー教徒相続（改正）法の制定が

含まれている。また、賃金・給与所得のデフレートには、工業労働者消費者物価指数（CPI-IW）、農業労

働者消費者物価指数（CPI-AL）を使用する。 

【参考文献】Sapkal, R. S. (2017). From Mother to Daughter: Does Equal Inheritance Property Laws Reform 

Improve Female Labor Supply and Educational Attainments in India? Asian Journal of Law and Economics, 8(1), 

1–36. 
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バングラデシュのサービス業における女性性 

Femininity in the Service Industry in Bangladesh 

 

鈴木亜望(SUZUKI Ami)・神戸大学(Kobe University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表は、バングラデシュの都市部の小売店におけるサービス業での事例を報告し、働く場において

女性性（femininity）がいかに構築され、女性の労働をめぐる実践にどのように作用しているのかを議

論する。 

近年、バングラデシュ、そして南アジアでは、女性が高度な教育を受け、オフィスワークやさらには

海外への旅行・移住など「公的（public）」空間への参入が顕著に見られる。このような現象、そしてエ

ンパワメントされ自律した個を獲得したかのようみえる女性像は、女性性をめぐる「伝統的」な規範、

すなわち家事労働、家族のケア、家庭内での慎ましさを重んじ、公的空間での仕事よりも家族を優先す

ることと対立するものとして捉えられてきた。 

労働とジェンダーをめぐる状況に関する議論では、家父長的な規範について女性の社会進出を抑圧す

る従属的な装置と一元的に捉える傾向が強かったものの、最近では都市部のミドルクラスを中心とした

女性のサービス業におけるさまざまな側面を取り上げた新しい研究が出てきている。一方では、夫や父

親が妻や娘の収入を使用している、働く女性が家事と賃金労働の二重負担により余暇の時間を持てない、

イスラームの実践とアイデンティティへの影響などといった事例から、働く女性の不平等が変わらずに

継続しているという問題に焦点を当てた研究群がある。他方では、都市の新しい仕事、宗教、セクシュ

アリティ、結婚に対し女性たちが家族に交渉をする様をとらえ、従属的なジェンダー規範に挑戦する、

より劇的な変化としてフェミニズム的な視点から注目する研究がある。しかし、「伝統的」規範と「近代

的（あるいは現代的）」社会現象を、二項対立的にとらえているという点で問題があり、この両者の関係

について現実の状況を具体的に検討して明らかにする必要がある。 

本発表では、文化人類学的な視点から、首都ダカのフードコートとショッピングモールでの店舗にお

いて、ローミドルクラスの従業員を対象とし聞き取り調査を行った。女性従業員への聞き取りからは、

娘や妻である自身が仕事をするのは家族のためであるという自己認識が広く確認された。また、雇用す

る企業や男性の従業員からは、女性と男性の従業員との違いはないとしながらも、女性は重いものは持

てないから手助けをする、夜は家族のために家に帰らなければならないということが話された。 

サービス業に従事する女性は、家族を何よりも優先するという「伝統的」な女性性を引き受けること

によって、「公的」空間での活動を可能にしている。それだけでなく、職場においても女性であるという

印は消えることなく、家庭的でケアワークを重んじる存在として表象されており、これは男性とは平等

に働くことができない女性性としても出現する。これらが意味するところを考察し、女性性をパーフォ

ーマティヴなものとしてとらえ、明らかにする。 
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Panel Session 2／パネル 2 

タミルナード州農村部における土地所有構造の変動：電子化された土地台帳の分析 

Changes in Land Ownership Structure in Rural Tamil Nadu: An Analysis of 

Electronic Land Registers 
 

代表者：杉本大三・名城大学 

 

1980 年代にインド各地で開始された土地台帳の電子化は 2010 年代に到ってほぼ完成し、今日では行

政手続きのために広く使用されるようになっている。また土地台帳とリンクした農地等の空間情報につ

いても整備が進められており、農地一筆ごとの GISデータが入手可能である。これらのデータは、行政

手続きの効率化に資するだけでなく、村落の土地所有分析にも大きな威力を発揮することが期待される。

本報告では土地台帳データと、それにリンクした GISデータの分析に基づいて、タミルナード州ナガパ

トナム県に所在する一村落の土地所有構造を分析する。 

タミルナード州の農村に関するこれまでの研究では、村落の土地所有を集中するブラーミン等の上位

カーストが、1950 年代から実施されてきた土地改革関連の諸政策、とりわけ土地所有上限法を様々な手

段を使って回避しようとしたことが指摘されている。しかしその一方で上位カースト集団が、農業経営

の不振や都市部における就業機会の増加を原因として土地を手放し、下層民が農業経営に乗り出したり

農地を購入する動きも明らかにされてきた。本報告では、こうした先行研究を踏まえたうえで、タミル

ナード州の上位カースト集団の土地所有と下層民による土地購入について分析を行う。 

第 1報告（坂田大輔）では、Chitta/Patta と呼ばれる一筆ごとの所有者情報、これを村落レベルで総

括した A Register と呼ばれる集計データ、さらにこれらとリンクした GIS データの概要を説明する。

また GIS から得られる農地面積を土地台帳情報と比較し、土地台帳の空間統計としての信頼性の問題を

検討する。 

第 2 報告（宇佐美好文）では、土地台帳の登記簿としての問題を検討したうえで，1983 年と 2019 年

の土地台帳データを分析し、カースト別の土地所有，都市に移住した地主の土地所有，女性の土地所有

の変化を検討する。 

第 3報告（坂田大輔）では、土地台帳の分析に基づいて調査村における指定カースト女性の土地所有

が近年著しく拡大していることを明らかにする。また、指定カースト女性の土地購入を支援するために

東タンジャーヴール地域で行われてきた LAFTI (Land for the Tillers’ Freedom)運動が調査村の土

地所有に大きな影響を与えたことを指摘する。 

第 4報告（杉本大三）では、調査村で観察されたカースト別土地所有の新しい傾向や都市部に居住す

る地主の農地保有を踏まえて、National Sample Surveyの土地保有調査を分析し、タミルナード州にお

ける土地保有構造の変動を検証する。 

本報告は、科学研究費補助金 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))2019-21年度 研究代表：

岡部純一「インドの小地域全数データを検証基準とした農村統計情報に関する国際共同研究」（課題番

号：19KK0043）の成果の一部である。 
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GIS を用いたインド農村土地台帳の信頼性評価の可能性 

Possibility of Reliability Assessment of Indian Rural Land Registers Using GIS 

 

坂田大輔・神奈川大学 池島祥文・横浜国立大学 

 

 本研究は、インドの農村における土地台帳記録の信頼性評価に関しての GISデータの利用可能性につ

いて検討を行うものであり、タミルナード州 Palakurichi 村についての測量図（Field Measurement 

Book：以下、FMBと略称）をベースとした GISデータに基づいて検証を行う。 

FMB とは、筆レベルでの土地区分を示した測量図であり、複数の筆の集合体として図示されたもので

あり、それぞれに「区画番号」が付与されている。この FMB から GIS データを作成するに当たっては、

まず、村の全体図を、「区画番号」レベルで区分して表し、各種地理情報も記載されている、地籍図

（Cadastral map）等の情報から選定した地点での DGPS（Differential Global Positioning System）

測位が行われた。そして、その情報を用いて地籍図と地理座標系の関連付け（ジオリファレンス）が行

われ、さらに、ジオリファレンスされた地籍図と FMBの照合、及びいくつかの補正なされている。加え

て、この GISデータには、A Registerと Final Chittaと呼ばれる土地台帳情報、及び FAS（Foundation 

for Agrarian Studies）による世帯調査データ（PARI データ）との関連付けが行われた。 

A Registerは、下図の様に、「区画番号」の下位区分である「筆番号」毎に、土地の属性及びその面

積が記録されたものである。A Register には、こうした情報に加えて、筆の所有者名または所有者グル

ープに基づく Patta Name、及びそれらの Patta No.が記録されている。これに対して、Final Chittaは、

A Registerの Patta No.に、所有者の氏名、及び所有者の父親又は夫の名前、及び所有する筆の情報な

どについての記録がされたものである。この土地台帳記録は 1983年と 2021年の 2時点分が収集出来て

いる。 

 

このため、本研究では、土地台帳の面積との単純な比較だけでなく、土地の所有者情報を含めた検討

が可能となっている。当日は、GIS データ上の面積と土地台帳記録の比較に加え、差の大きな土地の地

理的環境や所有者の情報を加味して検討した結果について報告を行う。 
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Palakurichi 村の土地記録（台帳）から見える農村社会経済構造変化 

Socioeconomic Structural Changes in Rural Areas as Seen in the Land Records 

of Palakurichi Village 
 

宇佐美好文 Tapas S. Modak・Foundation for Agrarian Studies 

Sethu C. A.・Foundation for Agrarian Studies 

 

土地記録（台帳）には様々な問題点が存在する。独立後の土地改革を回避するためのベナミ登録

や，小作保護回避のために刈分け小作農など耕作者名が記されないといった問題は古くから指摘され

てきた。近年，土地記録の電算化が図られてきたが，インド政府監査庁は TN州における土地記録の管

理調査を行い，入力エラーなど多くの欠陥があることを指摘している。Palakurichi村の土地記録を精

査すると，相続・譲渡による所有権の移転の登記漏れが少なからずある。また，土地記録は土地所有

者別の情報なので世帯単位で集計することが容易でない。このように土地記録の利用には慎重な取り

扱いが必要なことを念頭において，本研究ではカースト別土地所有構造と女性の土地所有に焦点をあ

てた。 

カースト別の土地所有構造は 1983年以降大きく変化した。総面積 920エーカーの農地をほぼ独占

（85％）していた Naiduカーストの世帯数は 1983年の 26戸から過半が離村して 2019年には 11戸に

減少した。彼らの居住地は Chennai，Coimbatoreなどの都市である。離村にあたって，一部は農地を

手放したと想定され，MBCの Padayachiは 38エーカーから 91エーカーに，SCは 4エーカーから 155

エーカーへと土地所有が増加した。しかしながら，村内外在住の Naiduによる土地所有は今なお総農

地面積の 6割を超える。 

Naidu土地所有者の離村により，不在土地所有者の農地所有が増加した。1983 年には在村土地所有

が村内農地の 66％を所有していたが，2021 年には不在土地所有者が 56％を占めるに至った。近隣農村

在住の他カーストの土地所有も増加した。Naiduの不在土地所有者の所有農地（409エーカー）の管理

は，自営（61％），在村の親類縁者に耕作を任せる（29％）で，小作に出すのは少ない。不在土地所有

者の増加は，全国標本調査（NSSO）の土地保有調査の過少推計の一因になっている可能性がある。 

いま一つ注目される近年の土地所有構造変化に女性の土地所有の増加がある。1956 年の Hindu相続法

にあるように，インド女性は親が所有する土地の相続権から排除されてきた。Kerala（1976），Andhra 

Pradesh（1986）に次いで，TN州では 1989年に Hindu 相続法が改正され，女性が男性と同じ権利を有す

るようになった。ただし，SC女性の土地所有が高いのは LAFTIの成果である（坂田報告）。SC以外，と

くに Naidu など BC家族の男女別土地所有の実態は，単独有・共有を含めて女性の土地所有 Patta件数，

面積はともに 34％程度で，土地所有者のおよそ 1/3が 1/3の農地を所有していることが分かる。これを

在村・不在別にみると，女性の土地所有面積シェアは在村よりも不在の方が若干高い。相続法改正の効

果を読み取ることが出来よう。 
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Palakurichi 村における LAFTI 運動の影響 

Impact of the LAFTI in Palakurichi Village 

 

坂田大輔・神奈川大学 宇佐美好文 

 

Krishnammal Jagannathan と彼女の夫である Sankaralingam が 1981 年に設立した LAFTI（Land for 

Tillers' Freedom）による活動は、タミルナード州農村部の土地所有構造に大きな影響を与えた。LAFTI

は、1951年に Vinoba Bhaveが開始したボーダン（Bhoodan）運動の様な、地主からの土地の寄付による

土地分配を目指すような運動とは異なり、土地を持たない人々が地主から土地購入することを支援する

ことによって、土地の再分配を行おうとするものであった。LAFTI が地主から土地を購入し、そして補

助金や融資により、それらの土地の販売額を土地を持たない人々でも購入可能なものにするのである

［Rigby 1987］。この LAFTIによる活動は、2008年に Right Livelihood Aword を受賞する頃には、タミ

ルナード州で 15000 エーカーを超える土地再分配を支援するに至ったといわれる[Right Livelihood]。

この様に LAFTIの影響は大きなものであったが、その実態について十分に明らかになっているとは言い

難い。 

 そこで本研究では、タミルナード州の Parakurichi 村を対象に LAFTI の影響についての分析を行う。

Guhan(1983)によると、Parakurichi村では、1983年では Naidu世帯による村内の土地保有率は約 86.5%

と村の大半を占めた一方で、SC 世帯による保有はほとんど見られなかった。これに対して、2021 年時

点の土地台帳記録に基づくと、Naidu 世帯の保有率が約 60.7%にまで低下したのに対して、SC 世帯の保

有率は約 15.5%になっており、大きな土地所有構造の変化があったことが伺われる（ただし、共有地に

ついては等分されているという仮定を置いているため、実際の値とは齟齬がある可能性がある）。 

 当日は、土地台帳情報、FAS（Foundation for Agrarian Studies）による Palakurichi村での調査結

果（PARI データ）、及び、農村行政官（Village Administration Officer）の助手への聴き取りから得

られた情報（これらには、土地保有者による LAFTI への農地の売却や土地なし SC 女性による農地の購

入といった LAFTI に関する情報が含まれる）、さらにはこれらと関連付けを行った GIS データを元に、

Parakurichi 村における LAFTIの影響について報告を行う。 

参考文献 

Guhan, S., 1983, “Palakurichi: A Resurvey,” Working Paper No. 42, Madras Institute of 

Development Studies. 

Rigby, Andrew, 1987, “LAFTI – ‘Making Offers the Landowners Cannot Refuse’,” Community 

Development Journal, Vol. 22, No. 4, pp. 310-321. 

Right Livelihood, “AWARDED 2008 Krishnammal and Sankaralingam Jagannathan / LAFTI,” 

Krishnammal and Sankaralingam Jagannathan / LAFTI - Right Livelihood（最終アクセス日：2023月

4月 22日） 
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全国標本調査によるタミルナード州農地保有構造の分析 

An Analysis of the Structure of Agricultural Land Holdings in Tamil Nadu Using 

National Sample Survey 
 

杉本大三・名城大学 

 

土地台帳と GIS データの分析によると、調査村では土地所有カースト世帯の都市移住や、そうした世帯に

よる農村部所有農地の貸付もしくは売却が相当程度進行している。また指定カーストなどの農村部下層民が、

そうした土地の購入において相当のシェアを占めていることや、LAFTI 運動を有力な要因として、女性の土

地所有が広がっていることが示唆された。第 4 報告ではこうした現象が、調査村特有のものなのか、ある程

度地域的な広がりをもっているのかということを、政府が実施してきた全国標本調査（National Sample 

Survey）の結果に基づいて検討する。 

土地保有を主たる調査課題とする全国標本調査は 1950 年代から概ね 10 年に 1 度、合計 7 回実施されてい

る。特に 1991/92 年の土地保有調査では、都市居住者が農村部に所有して貸し付けている農地や、農村部居

住者が都市部居住者から借り入れている農地等について調査が行われており、個票データを用いればその結

果を分析することが可能である。予備的な検討の結果、タミルナード州の農村部に居住している農家の借入

地のうち、都市居住者が地主となっている土地の割合は 1991/92年で約 10％であった。また都市に居住する

土地所有者が貸し付けている土地のうち、実に 60％弱は州内の農村部に所在していた。これらの事実は、1991

年代初頭のタミルナード州において都市部と農村部にまたがった農地貸借関係が形成されていたことを指し

示している。残念ながらそれ以降に実施された 2003 年と 2013 年の土地保有調査では調査項目が変更されて

おり、1991/92 年調査と同様の分析を行うことはできない。ただし 2013年調査には類似した調査項目が含ま

れているので、報告ではその比較可能性を吟味し集計結果を分析する。 

指定カーストによる土地保有については 1991/92 年以降の全調査について調査が行われている。それによ

ると、1991/92 年においてタミルナード州では、所有地（自作地＋貸付地）の 12％を指定カーストが所有し

ていた。この値は 2013 年には 14％へとやや上昇している。また、2013 年調査によるとタミルナード州では

後進階級（Backward Class）に属するカーストの割合が他州と比較して非常に高く、その割合は 85％に達し

ている。報告ではこうした事実の詳細について分析を行う。 
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パキスタン・スィンド州における幼児の発育不全への在宅観察のインパクト 

Prevention of Child Stunting in Sindh, Pakistan, 

through Home-Based Growth Monitoring 

 

黒崎卓(Takashi Kurosaki)・一橋大学(Hitotsubashi University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

SDGs 目標 3 は「すべての人に健康と福祉を」であるが、その中の子どもに関する個別ターゲットに

ついては多くの途上国が実現できていない。とりわけ南アジア諸国で深刻なのが、長期的低栄養によっ

て身長が標準的水準を下回ってしまう「発育不全」(stunting)の問題である。パキスタンは、この指標に

おいて南アジアで最悪の状況にあり、5 歳未満の発育不全児の比率は、政府統計によると男子で 38.2%、

女子で 37.1%にも達する。医学や栄養学の知見からは、どのような栄養をどのように与えれば発育不全

が防げるかが既に明らかになっており、所得貧困者比率が高いとはいえパキスタンの食糧価格は安く、

貧困層であっても子どもに十分な栄養を与えることが可能な場合が多い。知識や医薬品に関しては、パ

キスタンにおいても政府の保健婦(Lady Health Workers: LHW)が母親に保健指導を行う制度が存在し、母

親が医薬品を入手し子どもの健康診断をしてもらうための政府の一次保健所(Basic Health Units: BHU)が

農村地域にまで設置されている。しかし、LHW は臨時職員であって、地域の母親に頻繁に接触する誘

因を持たないと言われ、BHU は、医師や看護婦の頻繁な欠勤や医薬品ストック切れなどによる機能不全

に陥っている。この状況を改善するために報告者を含む国際研究者グループが行っている政策介入が、

「子どもの成長の在宅観察」(Home-Based Growth Monitoring: HBGM)である。HBGM の重要な構成

要素として、政府の LHW ではなく NGO が地域内で雇用したコミュニティ保健師(Community Health 

Workers: CHW)が毎月母子の自宅を訪問すること、CHW と母親が一緒に幼児の体重と身長を測定す

ること、その場で CHW が母親に栄養改善のアドバイスをすること、CHW と母親が一緒に測定結

果をポスターに記入し、全家族が常に当該児の発育状況をポスターで確認できるようにすることな

どが挙げられる。2018 年から 2020 年にかけてカラチのスラム地区において、約 1200 世帯を対象に

実施した HBGM のランダム化比較試験(RCT)は、新型コロナの混乱にもかかわらず、月齢 3～21 か

月の幼児の発育不全問題を顕著に改善した。介入によって、正規化した身長(Height for age, z-score)

は 0.42 標準偏差分だけ向上し、発育不全児の比率も 10 パーセンテージポイント減少した。本報告

では、カラチでの介入の結果とそのメカニズムについて議論した上で、進行中のスィンド州農村部

での HBGM 簡易版の暫定的効果について紹介する。スィンド州農村部での介入では、約 1800 世帯

を対象に、2022 年 10 月にベースライン調査を行い、2023 年 4 月に RCT を開始した。カラチと同

様に設計された HBGM の再試験とともに、携帯電話とリマインダ電話コールを活用することによ

って CHW の訪問頻度を減らす簡易版の有効性について試験している。 
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バングラデシュにおける逆浸透膜の普及：NGOの水供給政策と人々の水認識の変化 

Diffusion of Reverse Osmosis Membranes in Bangladesh: Changes in NGO 

Water Supply Policies and People's Perceptions of Water 
 

山田翔太(Shota YAMADA)・立教大学／日本学術振興会(Rikkyo University/ JSPS) 

 

発表要旨 (Abstract)  

バングラデシュの沿岸部は、地下水の砒素汚染、地下水や表流水の塩害、表流水の細菌などによる汚

染に起因する深刻な飲料水問題を抱えている。そこで、援助機関や個人が問題解決に向けて給水施設の

設置を行っている。これらには、池の水の緩速砂層濾過装置（pond sand filter: PSF）、深井戸、雨水貯水

タンクなどがある。しかし、近年では、逆浸透（Reverse Osmosis）膜で地下水から水分子以外のすべて

を除去・浄化する装置（RO 装置）の設置がバングラデシュの沿岸部で増加している。RO 装置は、設置

費用や販売する水の値段の高さから普及が難しいとされるが、近年の増加傾向は、この指摘に反する現

象である。そこで、本研究では、バングラデシュの沿岸部で RO 装置が増加している要因を特定する。

本研究では、バングラデシュの沿岸部から南西部のクルナ管区、シャトキラ県、シャムナゴール郡、ム

ンシゴンジ・ユニオンを調査地として選定し、ムンシゴンジ・ユニオンにあった RO 装置の中から 10 施

設を抽出し、主に運営者である個人や NGO に対して半構造化聞き取りを 2023 年 2～3 月に実施した。 

調査対象の 10 施設のうち、7 施設では個人が運営と水の販売を行っていたが、設置や故障の際には高

額の費用支出をしていた。これらの運営者は、水の販売による収益性の高さや、飲料水問題を解決に資

する取り組みであることを高額な費用支出の理由としていた。ムンシゴンジ・ユニオンでは 2020 年代

以降に RO 装置の数が急増していた。調査対象の 10 施設のうち、3 施設は NGO が設置していたが、こ

れらの団体は、これまで積極的に設置してきた PSF は機能不全や放棄が多発するため、今後は地下水に

水源を変更する必要があるとしていた。また、調査対象の 10 施設のうち、2 施設は不稼働となってお

り、ある RO 装置の運営者は、RO 装置は収益性が見込めるが、競争の激化により高リスクなビジネス

だとしていた。なお、ムンシゴンジ・ユニオンの 1 集落での調査からは、住民はこれまでは乾季の飲料

水を PSF や池から得ていたが、現在では RO 装置から得る世帯が増加していることが分かった。 

本研究では、バングラデシュの沿岸部での RO 装置の増加要因には、飲料水供給の政策と人々の水認

識の変化があると考える。飲料水供給政策の変化については、バングラデシュの沿岸部で普及している

PSF に機能不全や放棄が多いことに、援助機関が対応を始めた結果と言える。人々の水認識の変化につ

いては、これまでも水資源の供給が人々の権威を示したり、宗教的に賞賛されたりする行為であったが、

近年ではこれに加えて収益確保手段としての認識が加わっていると考えられる。また、これまでは池を

所有する大土地所有者のみが水資源の供給主体となれていたが、費用支出ができるだけの経済的な余裕

があれば、地下水を浄化することでそれを供給できるようになった点も、バングラデシュの沿岸部にお

ける水資源をめぐる大きな変化となっていると言える。加えて、RO 装置の普及に伴い、飲料水を得る

住民にも水利用の習慣に変化が生じていると考えられる。つまり、人々の水認識は可変的と言えよう。 
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Slow Down in Progress: An Analysis of Agricultural Household Incomes in India 
 

Deepak Johnson・Institute of Economic Research, Hitotsubashi University 

Takashi Kurosaki・Institute of Economic Research, Hitotsubashi University 
 

Abstract 

National Sample Survey of India conducted three rounds of Situation Assessment Surveys (SAS) 

for the agricultural years 2002–03, 2012–13, and 2018–19. As a nationally representative survey that 

capture vital information of agricultural households in India, the information from these survey 

rounds have generated considerable interest. This paper attempts to present some notable changes in 

household incomes and its components, combining information from the three rounds, across three 

dimensions — time, space, and size class of land holdings. 
The well-being of rural and agricultural households has been discussed widely in development 

economics literature. Long-term studies in Asia show that activities other than agriculture (often 

grouped together as non-farm employment) have increased for rural households in the last century 

due to various factors, including technological limitations in agriculture, increased educational 

attainments, and improved non-farm employment scenarios. Rural household incomes and its 

components have attracted much attention of researchers in India as well. With the recent realization 

that incomes of farm households have not grown adequately in India, there has been much policy 

focus on agricultural households, an important constituent of rural households in South Asia. 
We analyze SAS data for all three rounds by generating comparable estimates of household 

incomes and its components, an exercise that is yet to be undertaken in literature. We address several 

methodological changes between the surveys to ensure comparability over time. We examine changes 

over time for six geographical regions and four groups of households based on size of landholdings.  
We find that the real monthly income of agricultural households increased from Rs 4,737 per 

household in 2002–03 to Rs 7,586 in 2018–19. But there was a slowing down of growth rates between 

the first period (from 2002–03 to 2012–13) and the second period (from 2012–13 to 2018–19). We 

find that the top 25 per cent of sample households, who possessed the largest extent of land holdings, 

had noticeably high incomes. Across regions, the top 25 per cent sample households from the North 

region (comprising green revolution States such as Punjab and Haryana) had very high incomes, 

particularly from crop cultivation and animal resources. 
In terms of growth rates, we saw that the incomes from crop cultivation declined for almost all four 

groups of households in the second period. Incomes from non-farm businesses also declined. While 

animal incomes and wage incomes grew in this period, they showed different patterns across regions 

and household groups. For most regions, the second and third rounds of SAS saw animal incomes 

increasing with the size of land holdings. There was an inverse relationship between wages/salaries 

and size of land holdings for most regions.  
Our findings imply that households at different ends of land holdings coped differently with 

declining incomes from crop cultivation: with intensification into animal resources at the top end and 

increased dependence on wages in the lower end. We see that alternate livelihood opportunities have 

not been able to provide incomes that compare with the scale of incomes form crop cultivation. 
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Evolution of the Debates over Climate Change Mitigation and Resource Scarcity 

in India. 
 

Peter J. HUDSON・University of Delhi 

 

Abstract 

 

Challenges posed by climate change has intensified the already existing unresolved problems in 

India, viz. inequality, scarcity of resources, poverty, migration and so on.  A burgeoning young 

population migrating to the urban centres, in search of better prospects and livelihood in the coming 

decades, is bound to aggravate these challenges even further.  Unlike in the Global North, earlier the 

advocacy groups and civil society organisations in India had opposed the climate change mitigation 

policies of the successive governments under the “environmentalism of the poor” narrative as 

opposed to partnering with the development and economic growth goals of the governments. With 

the evolution of the climate change discourse globally, and India leading the Global South in its 

“climate justice” narrative, sections of the civil society organizations in India have evolved to partner 

either with the government`s “growth” narrative or advocate the “climate sustainability” narrative. 

The paper intends to trace the evolution of this debate over the past couple of decades in India. 
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インド人看護師の国際労働移動：看護学部卒業生追跡調査から 

International Nurse Migration from India: An Analysis of Nursing Graduate 

Tracer Survey 

 

辻田祐子(Yuko Tsujita)・アジア経済研究所(Institute of Developing Economies) 

小田尚也（Hisaya Oda）・立命館大学（Ritsumeikan University） 

S. Irudaya Rajan (International Institute of Migration and Development) 

 

発表要旨 (Abstract)  

インドは先進国や湾岸諸国への看護師の主要送り出し国でありながら、国内では看護師不足が深刻化

している。先行研究において看護師の国際労働移動は、主に経済的要因（低賃金）や制度的要因（看護

師 1人あたりの患者数の多さ）などが背景にあるとされてきた。また、国際労働移動により経済的な地

位の上昇のみならず、社会的な地位や結婚市場における価値の上昇といった効果があることが、さらに

国際労働移動を加速化させた背景としても指摘される。 

本報告では、2016年にタミル・ナードゥ州チェンナイ 2校、ケーララ州ティルヴァナンタプラム 3校

の看護学部 4年生を対象に調査を実施し、その後 2021年に彼（女）らを追跡した 2回の調査をもとに、

看護師としての初期のキャリアにおいて誰が海外労働移動をしたかについて検証した。分析結果による

と、海外労働移動者の多い看護カレッジは限られており、なかでも親の経済力や大学 4年生在学中の進

路希望が海外労働移動に影響を与えていた。さらに、2021年時点においてインド国内で就労する臨床看

護師の間では、一般的に公立病院よりも低賃金水準である私立病院で就労する看護師の間で海外労働移

動への意志が高い傾向がみられた。 

多くの先進国ではコロナ禍で看護師不足がますます顕著になり、インドとの看護師のリクルートに関

する二国間協定国も増加している。今後インドからの海外労働移動は増加する可能性が高い。本報告で

は、看護師の海外労働移動及び卒業 5年後までに看護学部卒業生の約 4分の 1が就労していなかった点

から導きだされる政策含意についても考察する。 
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在日インド人の社会適応：文化スキーマ修正による異文化変容 

Social Adjustment of Indians in Japan: Modification of Cultural Schemas and 

Interactional Adjustment into Japanese Society 
 

アシュレシャ マラテ・筑波大学大学院 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表では、在日インド人と日本社会の接触及び日本人とのコミュニケーションに適応するプロセス

について報告する．これまでの在日インド人を対象とした研究では、在日インド人のエスニックアイ

デンティティ、宗教的アイデンティティ、地理的特徴、キャリア等にフォーカスされてきた. 

これらの研究はインド人コミュニティーの生活に焦点を当てているが、インド人と日本人の付き合い

の特徴に関する研究はない． 

そのため、本研究では、在日インド人の来日後の異文化変容及び日本人との関係づくりの経験につい

て調査した.方法としては、マハラシュトラ州出身の在日インド人 12名を対象にインタビューを行っ

た.協力者は日本語能力が高く、在住歴が 2年以上で、日本人と働いている方である. 

本稿では、在日インド人の異文化変容プロセスを「文化スキーマ修正」の観点で分析する．文化スキ

ーマとは、ある文化に対する個人的な理解である．本研究のインタビューデータから、在日インド人

は、文化スキーマを修正することによって改まった観点で異文化環境を見るようになり、異文化に適

応していることが明らかとなった． 

本発表では、在日インド人のスキーマづくり及びスキーマ修正事例を５つ紹介する.それらは、日本

社会での人間関係、コミュニケーション、差別、ジェンダーにかかわる事例である． 

例えば、人間関係の事例から明らかになったのは、在日インド人はインドの文化スキーマのまま、日

本人と関係を作ろうとし、親密になれず、異文化違和感(cultural disfluency)を持つということであ

る．しかし、日本社会との付き合いを頻繁に行うことで、在日インド人は、スキーマを修正し、異文

化違和感から異文化適応に至ることがわかった． 

同様に、インタビューデータ分析から明らかになった日本社会との付き合いによるスキーマ修正の過

程について発表する． 

  

43



September 24  ROOM C ／C 会場（232 教室）9:00-11:00  

Individual Paper Session 10／自由論題 10 

「ロヒンギャ」の「チョール移転」：その背景と意図 

Relocation of ‘Rohingyas’ to Char: Background and intention  

 

高田峰夫(TAKADA, Mineo)・広島修道大学(Hiroshima Shudo University) 

 

発表要旨 

2016年と 2017年の ARSAによるミャンマー国境警備隊襲撃事件、それに対するミャンマー軍の掃討作

戦と圧力の結果、合計 80 万人ともされる多数の「ロヒンギャ」の人々が国境を越えてバングラデシュ

南東部に流入したことは広く知られている（注１）。バングラデシュ政府は、その一部をベンガル湾岸の

島（チョール）に移転させる計画を打ち出した。以来、この計画は同国内外で様々な論議を呼んできた。 

従来、バングラデシュ政府は、ロヒンギャ受け入れを一時的なものとし、彼らのミャンマーへの「帰

還」こそが唯一の解決策、との立場を堅持してきた。しかし、この「移転」計画はそうしたバングラデ

シュ政府の主張と相反するように見える。とすれば、同国は「ロヒンギャ」の「帰還」（バングラデシュ

政府側から言えば「送還」）から「定住」へと大きく政策転換をしたのだろうか。 

他方、この措置は、ミャンマー側の主張、すなわち「ロヒンギャ」を認めず、彼らは「ベンガル人」

（主に違法流入）にすぎないとの主張、と結びつけて考えるなら、「ロヒンギャ」とは誰かという問題、

「ロヒンギャ」アイデンティティの根本にも関わる。本発表は、この「チョール移転」問題を詳細に検

討することから、これらの疑問に答えようとするものである。 

また、従来の「ロヒンギャ問題」に関する議論では、専ら「被害者側」としての「ロヒンギャ」に焦

点が当てられ、「受け入れ側」バングラデシュの政府・人々のことは等閑視されがちであった。突然多数

の「難民」を押し付けられ、「人道的見地」から引き受けざるを得なくなったバングラデシュの政府と市

民は、そのために多大な支出を余儀なくされ、様々の不都合を被っている（注 2）。その意味では、実は

彼らも「被害者」と言える。その「被害者」側の苦渋の選択、対処法として「チョール移転」問題があ

ることを見逃すわけにはいかない。本報告は、この点にも目配りする。 

発表では、まず、同計画に関するマクロレベル（国、国際機関、メディア等）の動きを、現地の新聞

報道を中心に同計画の発表から計画実施（今なお継続中）まで時系列でたどる。それによってチョール

移転計画を俯瞰し、個別報道等では見えなかった全体像を見てみたい。さらに、その確認した全体像か

ら、チョール移転計画が意図した含意を探ることを目指したい。特に、バングラデシュ政府の政策転換

の有無、同政府がこの計画を立案・実施した意図を中心に検討したい。 

なお、本発表では多数の報道記事を資料として用いる。時間の制約上、それらの記事については PPで

最後に一括提示し、言及に当たっては番号で示すことにしたい。 

（注１）：ここで「ロヒンギャ」と記すのは「いわゆる」との意味を込めているからである。 

（注 2）：バングラデシュ政府は国連難民条約を批准しておらず、「ロヒンギャ」を同条約で言う「難

民」とは認めていない。 
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Under the Shadow of Gorkhaland:  
The Ethnopolitics of the Lepchas of the Darjeeling Hills 

 

Jordan Kinchum Tshering Namchu・Humanities and Social Sciences, Indian Institute of 

Technology, Bombay 

 
Abstract -The hill districts (Kalimpong and Darjeeling) of West Bengal and the state of Sikkim are 

home to a myriad of populations with their distinct ethnic and cultural dispositions. The Indian Nation 

State recognizes Sikkim and West Bengal as its discrete federal provinces with their respective 

political and governmental institutions. These hills that have had a shared history of interaction across 

generations are today demarcated by the imaginary but sovereign boundaries of the two federal units. 

These administrative distinctions have resulted in the fragmentation of the erstwhile cultural 

homogenous populations whose lands were not formerly delineated by these absolute territorial 

margins. Such has been the case for the Lepcha tribe. Post-independence, the formation of West 

Bengal with the incorporation of the Darjeeling hills in its jurisdiction and the subsequent merger of 

Sikkim as a separate state tore the Lepchas into two fragments; the majority population residing in 

the present state of Sikkim. Anthropological and ethnographic studies of the Lepchas are mostly 

accomplished from the locus of today’s ‘geographical’ and ‘political’ Sikkim. However, the 

formation of these two different federal states have, over the years, have garnered their own political 

trajectories and the two Lepcha populations have had their own divergent lived experiences. 

Following this, the paper aims to explore the Lepchas of North Bengal who in their constant 

ethnopolitical articulations and negotiations with the Indian Nation State are also entangled in the 

tides of the demands of a separate statehood of Gorkhaland by the demographically larger Nepali-

Gorkhas within the territorial framework India. 

 

Keywords: Lepcha Tribe, Himalayan borders, Ethnopolitics, Power, Agency. 
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ヒマラヤの村の「モータリゼーション」：ソルクンブ郡ソル地方 K村を事例に 

“Motorization” in a Himalayan Village: a case from K village in Solu, southern 

Solukhumbu 

 

古川不可知(Fukachi FURUKAWA)・九州大学(Kyushu University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表の目的は、ネパール・ヒマラヤの山間部で急速に進行している車道建設について報告し、車道

の開通が山間部の社会に与える影響について分析することである。具体的にはソルクンブ郡ソル地方に

所在するＫ村を対象に、①山間部の車道はどのように作られてゆくのか、②車道の開通が人々の生活や

生業にどのような影響を与えつつあるのか、また③山間部を運転するとはいかなる実践かを考察する。 

ソルクンブ郡、とりわけ北部のクンブ地方はエベレストを擁するネパール屈指の山岳観光地域である。

険阻な山岳地帯であるこの地域には、2010年に至るまで郡庁所在地にも車道は通じておらず、観光客や

地元住民はルクラ村の斜面に開かれた飛行場にカトマンズから小型飛行機で向かうか、車道の終点より

一週間ほどの徒歩旅行を経ることでクンブ地方を訪れていた。だが 2015 年のネパール地震以降はとり

わけ急速に車道の建設が進み、2023 年 3 月の調査時にはルクラ飛行場まで徒歩でおよそ 1 日半の地点

で工事がおこなわれていた。 

本発表の舞台となる K村はソルクンブ郡南部のソル地方に位置する山村である。2019年の春にはじめ

て車両が到達したこの村では、2023 年 3 月時点で 38 台の二輪車と 2 台のトラクターが所有され、4 台

の乗合ジープが郡庁とのあいだを運行するようになっていた。現在クンブ地方に向けて建設中の二つの

車道が合流するこの村にはバスパークの建設が予定されており、住民たちは「発展」への期待を口にす

る。車道沿いには新しいロッジや商店が次々にオープンし、以前はトレッキング・ガイドとして働いて

いた男性たちの一部は、すでにピックアップ・バイクの運転手やリペアショップの技師などとして働く

ようになっている。 

本発表では K村の住民や車道に関わる人々への聞き取りと観察に基づいて、山間部の車道建設がもた

らした生活の変化や、車道をめぐる認識について報告する。そして冒頭の問いに応ずる形で、①車道は

既存の山道を拡幅しながら建設され、仏教施設や水神の祠などによって向きを変えるといったように、

在地の文化と相互の形状に変化を与えながら延伸してゆくこと、②車道は山岳観光の仕事への期待を減

少させる反面、住民たちは車道に機会を見出し、すでに転業や住居の移設が試みられていること、③そ

の一方で山間部を運転することや運転手として働くことは、山間部を歩くことやトレッキング・ガイド

として働くことと連続的な実践としても捉えられていることを議論したい。 
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被災地における伝統的景観の創造： 

2015 年ネパール大地震により被災したネワールの村落を事例として 

The Creation of Traditional Landscapes in Disaster-Affected Areas: 
A Case Study of the Reconstruction Process  

after the 2015 Nepal Earthquakes in Newar Villages 
 

伊東さなえ(ITO Sanae)・日本学術振興会／京都大学(JSPS/Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

2015 年 4 月 25 日に発生したマグニチュード 7.8 の大地震とそれに続く余震群は、ネパールの広い範

囲に大きな被害をもたらした。本発表では、古い建造物群に大きな被害を受けたネワールの人々を事例

とし、特に建物の復興に焦点を当て、耐震化という観点を包含した伝統的景観がどのように創出されよ

うとしているのかについて検討する。 

 ネワールの都市や村は、上の方が浄であり、また内側の方が浄であるという上下、内外での浄性のグ

ラデーションの中で構造化された精緻な空間を特徴とする。レンガ造りで彫刻の施された木彫りの窓や

扉を持つ 3-4 階層の家が密集して立ち並ぶのがその特徴的な景観とされ、カトマンドゥ盆地周辺が世界

遺産に登録されると、寺院等のモニュメントだけでなく、その街並みも観光の対象となるようになった。 

 地震により多くのレンガ造りの家が倒壊したことで、これらの街並みは大きな被害を受けた。発表者

の主たる調査村であるカトマンドゥ盆地郊外のP村でも多くの家屋が倒壊した。被災者たちは地震直後、

「古いレンガの家は危険」「次は２階建て以下の家を建てるべき」と語っていた。しかし、震災から 7 年

経った現在、P 村で新しく建てられた家はほとんどが 4 階建て以上のコンクリート製であり、建築様式

は震災以前のものとは大きく異なる。その一方で、街路側にはレンガが貼り付けられ、木製の木枠や彫

刻の施された木製の扉がはめ込まれている。村の人々はそれらの震災後に建てられた家を「伝統的な様

式（traditional style）な家」だと語る。一方で、首都から離れたネワールの村である B 村の再建住宅は、

やはり前面にはレンガが貼り付けられているなど相似する部分もあるものの、1 階建てか 2 階建てで、

内部も部屋数が極端に少ないものが多数を占める。 

 先行研究では、ネパール政府の示した耐震基準に準拠したことで、人々は震災以前とは大きく異なる

形式・材質の家に住まざるを得ず、その中で文化や生活の組みなおしが行われている点が広く指摘され

ている。また、ネワールに関しては、特に世界遺産群のバクタプール市の研究において、市当局らによ

り伝統的な形での家屋の復興が要請されており、住民らは負担を感じつつもその要請にこたえていると

いう報告もある。 

 本発表では、これらの先行研究を参照しつつ、なぜ観光拠点ではないネワールの村においても「伝統

的」街並みへのこだわりが見られるのか、P 村と B 村という二つの調査村における建築様式の差異はな

ぜ生じているのか、そして、この新しい伝統的景観がどのような新しい社会関係を創り出しつつあるの

かについて検討する。 
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Urban-Rural Linkage for Disaster Resilience: A Case Study of Kathmandu- 

Sindhupalchok, Nepal 
 

Namita Poudel Bhurtel, Keio University 

 

Urbanization is increasing day by day and data shows that 55% of the world’s population lives in 

urban areas, a proportion that is expected to increase to 68% by 2050. The interactions between the 

urban and the rural area have been referred to in various texts with different nomenclature such as 

Urban-rural interactions, urban-rural linkages, urban-rural continuum, and sometimes urban-rural 

interface (Srivastava &Shaw, 2013). Similarly, the interaction between urban centers and their 

surroundings includes spatial linkages such as flows of people goods money, information, and other 

social transactions (Tacoli, 2006). This research aims to focus on urban-rural connectivity from a 

disaster resilience perspective where the existing status of urban-rural linkage has been analyzed by 

choosing a Kathmandu-Sindhupalchok area of Nepal for a case study focusing on two major disasters, 

the 2015 earthquake and 2021 Flood, particularly converging on Food and water connectivity. How 

past disasters wedged on urban-rural settings, and in what way conflict on common resources 

generated hurdles between urban-rural connectivity has been analyzed from available primary and 

secondary data. A qualitative approach with figures and tables is applied to analyze the received data 

from the purposive and semi-structured interview. Despite the strong interdependency between the 

urban and adjacent rural areas in terms of food and water, the recovery and resilience process has 

remained very slow due to a lack of acknowledgment of the five dimensions (social, physical, 

intuitional, environmental, and economic) as well as lack of uniformity in data management. Major 

problems under five dimensions were networking, food storage, local governance decision-making 

power, weather issues and fluctuation in the price of food, and conflict on water resources due to 

untimely wage distribution. Overall, the data unveiled that a strong urban-rural linkage between the 

food and water chain enhances disaster resilience in both communities through 1) Integrated data 

management systems for disaster management 2) an Institutional guidance to handle market, price, 

and conflicts over common resources 3) appropriate integrated policies addressing food/water 

problems and tax systems for water issues in the urban-rural setting. Therefore, it is essential to 

address these issues and implement the necessary policies and systems to improve disaster resilience 

and recovery in both urban and rural areas. 
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Academic Achievements after COVID-19: Evidence from Three Secondary 

Schools in Nepal  

 

ネウパネ プラミラ・群馬大学 

 Pramila Neupane・Gunma University 

 

サプコタ ジートー・関西学院大学 

Jeet Sapkota・Kwansei Gakuen University 

 

発表要旨 (Abstract) 

     The global pandemic caused by the Novel Coronavirus, also known as COVID-19, has 

significantly disrupted progress and created a huge challenge in achieving the SDGs, including SDG 

4. As of April 17th April 2023; 1,002,178 positive cases with 12,022 deaths have been recorded in 

Nepal (Ministry of Health and Population, Nepal). According to the World Health Organization 

update, a total of 61,411,604 vaccine doses have been administered in Nepal, with 24,324,965 (over 

81% of the population) persons fully vaccinated so far. Given the limited information and 

communication technology (ICT) infrastructure, fragile health sector, and limited resource base, the 

pandemic adversely affected the learning and academic achievements of students in less developed 

countries like Nepal. In this context, this paper aims to assess academic achievements and their 

determinants at the high-school level after this global crisis in Nepal. 

     To achieve the research objective, we administered a questionnaire survey of 274 students from 

the two public secondary schools in the relatively remote Sindhupalchok district and one in 

Kathmandu, the capital city of Nepal, in September 2023. Through the OLS estimation, we found 

that students’ average annual test scores are increasing gradually as the severity of the pandemic 

declines due to the increased vaccination and other measures containing the virus. Human losses 

measured by the incidence of death or severe infections were found to be significant and negatively 

related to the annual test scores of the students. Because secondary schools are usually not very close 

for most of the students in rural communities, we controlled for the time taken to reach school, which 

was also found to be negatively related to academic achievements. However, students’ mother’s level 

of education was found to be significant in increasing the test score. The findings suggest more 

support is needed for students who faced higher levels of human and economic loss caused by the 

pandemic in their families. 
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インド北東部中華街衰亡史 

The Fall and Decline of the Chinatowns in Northeast India 

 

村上武則(Takenori MURAKAMI)・東京外国語大学(Tokyo University of Foreign Studies) 

 

 インドには独立以前から続く華人街が存在することはコルカタ中華街の例を通してインド研究者に

はよく知られているが、北東部の現メーガーラヤ州シロンとアッサム州マクム (Makum) にもかつてコ

ルカタに次ぐ規模の華人コミュニティが存在していた。前者は「華人」「中国人」としては明確に見えな

い形で現在も存続しており、後者は 1962 年の中印戦争に際して中華系の住民がラージャスターン州の

強制収容所に送られることになった悲劇について Rita Chowdhury (2018) の小説 Chinatown Days に描

かれたようにインド国内である程度の認知を受け、マスメディアの報道においても繰り返し取り上げら

れて来たが、現在では人口が激減しコミュニティの存続が難しくなっている。シロンにおいても 1960 年

代以降中国にルーツを持つ住民への迫害が激しくなりその多くはカナダへと移民していったが、残った

住民には他の民族との婚姻・養子縁組などによって自らの集団のルーツを次世代で消し去りインド社会

に同化するという選択肢が残されていた。一般にインドの指定部族 (ST) 制度において子は父親の民族

的帰属を引き継ぐものとされるが、メーガーラヤ州東部の主要構成民族であるカシ人 (Khasi) は母系制

であり、ST の認定においても例外的に男性の華人はカシ人女性と通婚することによって子供は全てカ

シ人になるという結果を生んだ。これによって現在メーガーラヤ州シロン市とその周辺では「父方に中

華系のルーツを持つカシ人」が(元)華人コミュニティの実質的な主体を成しており、またその教育水準

の高さや経済的成功は農村地帯のカシ人とはまるで異なっている。一方で他の民族との通婚関係を持た

なかった華人の家庭もわずかに存続しており、コルカタの中華街やカシ人に同化したシロンの中華系住

民とも交流関係を保ちながら、またさまざまな形の圧力を受けながらも華人の伝統を維持している。発

表者はシロン市内、マクムおよび隣接するティンスキア (Tinsukia) 市内においてインド生まれの華人と

中華系カシ人にインタビューを行い、彼らの生活基盤や言語、宗教の問題について詳細な聞き取りを行

った。北東部の中華系住民の漢語系言語で最も多く話者が残っているのは客家語であるが、ティンスキ

ア・マクムにおいて山東方言の北方官話の話者も存在を確認した。シロン市内ではキリスト教徒が大多

数を占めるカシ人との通婚の有無にかかわらず形式上ほぼ全員がキリスト教に改宗しており、その中で

華人家庭に典型的な祖先祭祀との併存に問題を抱えているケースが見られた。ティンスキア・マクムで

はアッサム東部のタイ系の少数民族の仏教寺院に帰属する形で華人の間で仏教と道教が存続している。

シロンでは中華系住民の墓地を訪問し、キリスト教に改宗後もなお周囲の中国敵視によって教会墓地へ

の埋葬を拒否された華人が少なくなかったこと、大伯公廟の存在や墓石の生没年に中華民国の暦が使わ

れていたことを確認したが現在の住民の間では元中華民国籍の華人であるという意識は希薄である。イ

ンドの他の民族集団と同化しなかった華人が共通して望んでいることは、中華系住民に対してインド政

府がインド連邦を構成する少数民族として正式に認知を行うことである。本発表では北東部の華人コミ

ュニティの衰亡と現状について、2019-2023 年の間でコロナ禍の前後を挟んだ調査の結果を報告する。 
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家事を介した関係の拡張 

The extension of relations through domestic work 

 

田口陽子 (Yoko Taguchi)・叡啓大学 (Eikei University of Hiroshima) 

 

発表要旨  

本発表は、文化人類学的な視点から、インド、マハーラーシュトラ州の都市部における有償家事労働

者と雇用主の関係をめぐる語りに焦点を当てる。そのうえで、社会的保護と賃労働に関する先行研究を

参照しながら、家事を必要とする社会関係がどのように想像され、実践されているのかを論じる。 

家事は、家族の生活を維持・再生産するのみならず、社会の再生産や社会的保護とも不可分な労働で

ある。例えば欧米においては、第二次世界大戦後の国家資本主義体制下で、男性が家族を養えるだけの

賃金を稼ぎ、女性が家事を担うことが、社会的保護を支えていたとされる。しかし、現代のグローバル

な資本主義においては、ケア労働の商品化が進み、社会的保護が不安定化していると指摘されている

（Fraser 2016 Contradictions of Capital and Care. New Leftist Review）。再生産労働の国際分業は、家庭内の

ジェンダー格差にとどまらず、階級や人種や植民地主義といった課題も顕在化させている（Parreñas 2015 

Servants of Globalization: Migration and Domestic Work）。 

グローバルな家事労働の状況と比べて、インドにおける家事は、カースト／階級を前提とした国内の

ヒエラルキカルな社会関係に依拠しており、社会的保護にも異なる想像力が影響を与えている。インド

の家事労働に関する民族誌的な先行研究では、忠実な使用人を主人が温情的に保護するといった「封建

的想像力」と、賃労働をベースとした「近代的想像力」の絡み合いが描かれてきた（Ray and Qayum 2009 

Cultures of Servitude: Modernity, Domesticity, and Class in India）。近年のインドの都市部では、掃除や食器

洗いなどタスクごとに賃金が決められ、住み込みではなく通いのパートタイム女性労働者が家事労働を

担うことが一般的である。ただし、国家による家事労働者の権利保障や福祉制度が不十分ななか、家事

労働者の雇用主による社会的保護に期待が寄せられている現状がある。2020 年における COVID-19 パン

デミックによるロックダウン開始時に、仕事に来られない家事労働者の給料を払うよう、モディ首相が

雇い主に訴えたことも、社会的保護をめぐる道徳的な想像力の一端を示している。 

家事労働者の雇用や待遇をめぐる温情主義的な語りは、都市部のミドルクラスの雇用主のあいだで典

型的に聞かれるものである。さらに、現地調査からは、特定のタスク（高齢者の介護など）のために雇

われた家事労働者が、そのタスクが必要なくなってからも雇われ続けている事例など、賃労働のみで割

り切れない関係がみえてくる。これらの民族誌的な事例からは、雇用主が家事労働者の面倒をみるとい

う論理のみならず、親族・社会関係に埋め込まれながら、親族・社会関係の維持・生成のために必要と

される家事のあり方が浮かび上がる。本発表では、社会的保護と賃労働を含みこんだ家事の実践を、関

係の拡張という視点から検討する。 
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現代スリランカにおけるシンハラ人仏教徒の宗教的イデオロギーが家族及び女性たちの

実践や生き方に及ぼす影響についての文化人類学的研究 

A Cultural Anthropological Study of the Influence of Sinhalese Buddhist 

Religious Ideology on the Practices and Lifestyles of Families and Women in 

Contemporary Sri Lanka. 
 

MUDIYANSELAGE HASANI PRAMODYA BANDARA 

筑波大学 人文社会ビジネス科学学術院 国際公共政策学位プログラム博士 2年 

 

発表要旨 (Abstract) 

 スリランカは仏教が浸透している国の一つであり、その教えと実践は、シンハラ人仏教徒の家族構成、

ジェンダーロール、女性の日常的実践など社会生活のさまざまな側面を形成している。本研究は、シン

ハラ人仏教徒の宗教的信念、儀式、規範が、家族の力学、家族・親族関係、子育ての実践、家庭内の性

別役割などに及ぼす影響について検討するものである。 

 本研究では、主に筆者の参与観察とインタビューといった文化人類学的手法を用いて、シンハラ人仏

教徒の家族と女性に焦点を当てた。対象となった家族やその中の女性たちの日常的実践や経験の記録は、

現代のシンハラ人仏教徒の家族がどのように構成され、どのように機能しているかを読み解く重要な質

的データとなっている。 

 さらに、仏教的観念に通じた日常生活で使用されるフォークタームや、日常的に行われる宗教的儀式

や慣習が、カルマの概念(個人の意図的な行動や行いが現在と未来の経験を形成するとされる因果応報

的な考え)と密接に結びついており、いかにシンハラ人仏教徒の生前の行動や死後の世界の捉え方に影

響しているかもみていく。 

 南アジアの家族のあり方やジェンダーをテーマとする時、母、妻、娘としての伝統的なジェンダーロ

ールが女性の不平等や抑圧と紐付けされ、その要因として家父長制的規範を中心に語られることが多い。 

それを踏まえ、本研究は、スリランカにおける仏教的思想と家族のあり方や女性たちの実践の間のより

複雑で密接な関係に光を当てたものである。宗教的実践の文脈で家族やジェンダーの概念を捉え直すこ

とで、スリランカ社会における宗教、文化、家族、ジェンダーの交錯についての理解を深める試みでも

ある。 

 また本研究は、特定の文化的環境における家族の実践と女性の経験を理解することを通じて、家族・

親族研究やジェンダー研究において、文化的・宗教的背景を考慮することの重要性を強調するものでも

ある。 

 

【キーワード】 

スリランカ シンハラ人 家族・親族 仏教 宗教 女性 ジェンダーロール 文化人類学的手法 
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北インドの花街に生きる女性芸能者とその社会的世界 

Female performers and the social world in the entertainment area of North India 

田森 雅一(TAMORI Masakazu)・愛知大学(Aichi University) 

発表要旨 (Abstract) 

北インド古典音楽はムガル帝国から英領インド帝国の時代にかけて、宮廷や寺院といった大伝統的な

場を中心にして発展を見たことは間違いない。しかし、ラジオやレコードなどの普及以前に、その音楽

芸能の富裕層への浸透/橋渡しに重要な役割を果たした第３の場は花街であったといえるだろう。宮廷

は楽師にとっての第 1級のパトロンであったが、カテゴリー別のヒエラルキーがあり、すべての楽師が

社会経済的に安定していたわけではなかった。楽師たちにとって花街は女性芸能者に技芸を教え育てる

ことで師匠としての尊敬を集め、伴奏に参加することで生活の糧が得られる貴重な活動の場となってい

た。技芸を習得し評判を得た女性芸能者のなかには更に高名な音楽家・舞踊家を師匠としてその技芸に

磨きをかる者もいた。また王侯貴族のみならず地方の有力者や裕福な者たちにとって、花街は音楽・舞

踊の芸術に触れ、詩作や文学などの教養、立ち居振舞いを学ぶ社交の場でもあった。このようなかつて

の花街の役割と女性芸能者の再評価を拒んできたのは、南アジア的家父長制の背後に潜むポリティクス

であり、フォージア・サイードの言葉を借りれば「女性に対する道徳観を規定している人々の偽善」で

あり、あらゆる女性芸能者が売春婦と同一視されるポストコロニアル状況であると考えられる。 

 今日、デリーやラクナウ、パキスタンのラホールなどかつての花街からは歌と踊りを主体とする女性

芸能者はほとんど姿を消し、人々からは売春が行われる赤線地帯と認識されている。一方、ラージャス

ターンの州都ジャイプル旧市街の花街には女性芸能者のいるコーター（サロン/芸能部屋）が存続して

いるが、かつての宮廷との関係や彼女たちの現況はほとんど知られていない。ジャイプルはラージプー

トのカチワーハ氏族の王によって建設された城郭都市である。かつてその宮廷には「芸術家部屋」が設

けられ、19世紀中葉には百数十人の楽師などが所属していた。そのカテゴリーは、古典声楽家および器

楽主奏者としてのカラーワント、女性芸能者のバグタンやタワーイフ、後宮の女性たちやタワーイフた

ちに舞踊を教授するカタックなどに別れており、サーランギーと呼ばれる擦弦楽器などによって音楽や

舞踊の伴奏を行う者たちの多くはミーラースィーと呼ばれるコミュニティの出身者と考えられる。 

本発表では、これらのカテゴリーのうち、女性芸能者（タワーイフ）と男性楽師（ミーラースィー）

の関係性に注目し、二つのコミュニティについてのこれまでの人類学的調査の結果を踏まえ、①宮廷の

「芸術家部屋」と花街の「女性芸能（ムジュラー）」との接点、②花街における女性芸能者と男性楽師の

ジェンダー分業などについて検討する。ジャイプルの花街が宮廷とどのような関係を持ちながら発展し、

今日どのような状況にあるのか。そもそも彼女たちはどこからやってきて、女系的なコミュニティを維

持してきたのか。自分たちの職業とコミュニティをどのように語るのか。また、彼女たちに音楽を教え、

声楽や舞踊の伴奏を行ってきた男性楽師たちとそのコミュニティは、現在どのような関係にあるのかな

どについて明らかにしてみたい。 
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ネパールの人々の移住経験：彼／彼女らは何を「選択」しているのか？ 

Migration Experiences of People from Nepal: What are They Trying to Choose? 

 

代表者：森本泉(MORIMOTO Izumi)・明治学院大学(Meiji Gakuin University) 

 

パネル要旨 (Abstract of the panel)  

ネパールはヒマラヤに位置する内陸国であり、輸出志向の産業開発には地理的に不利であることから、

交易やグルカ兵で知られるように古くから人々は国境を超え、外部に経済機会を求めてきた。今日、先

進国や新興国における人手不足の深刻化と連動して、多くのネパール人がグローバルな移民労働者の流

れに合流するようになり、人口約 3 千万人のうち 217 万人が何らかの理由で国外に暮らしている（2021

年センサス）。近年では海外送金がネパールの GDP の約 25％相当額を推移し、出稼ぎ者の家族の生活を

支えるだけでなく、ネパール経済の大黒柱となっている。インド、カタール、マレーシア、UAE、サウ

ジアラビア等の新興国をはじめ、ネパール人の出稼ぎ先は約 170 カ国に及ぶ。中でも相対的に高賃金の

欧米諸国や日本、韓国は渡航先として人気が高いがビザ取得が難しい。移住にかかるコストと得られる

賃金、家族帯同の可否など、様々な条件を考慮しつつ、人々はより良い渡航先を探し続けている。 

COVID-19 で強制的に移動が停止されたように、移動・移住の過程には外部要因が大きく作用する。

そのため、ネパールの人々の移住経験を明らかにするには、移住する主体に着目し、同時にその取り巻

く環境を把捉することが重要である。本パネルでは、ネパールの人々がグローバルに展開する移動・移

住 mobilities をいかに生きているのか、具体的には人々はなぜ、いかに移住してきたのか、移住する過

程で何を「選択」し、どのような壁に直面し、何を失ってきたのか、そしていかなる社会を構築し、そ

こに住まう人々やその過程で再構築されるトランスナショナルな社会、そこに接続するネパール社会に

いかなる影響を及ぼしてきたのか、事例に基づき報告する。 

ここで取りあげる事例は、古くは村々を歩いて門付けし、近年国内観光地や外国に出稼ぎするように

なったガンダルバの人々、インドとの国境を越え社会の変化に応じて人生の「選択」を迫られてきたバ

ディの女性たち、日本で自ら非正規雇用の労働市場に組込まれていくネパール人留学生、親の都合によ

り日本に渡り／で生まれ、ネパールに帰国した後も言語の壁に直面する子どもたち、故地のコミュニテ

ィにコミットしつつもアメリカに定住する「選択」をするヨルモの人々である。このような文化的地域

的、また社会的経済的背景も異なる人々の移住経験は一見関係がないように見えるが、その経路 route は

どこか―空港のラウンジや留学先、出稼ぎ先、ネパール料理屋等―で重なり、または結びつき、影響し

合うものとなる。 

今回の報告は、こうしたネパールの人々の移動・移住の連鎖・多元化の過程や、直接的間接的に相互

連関するネパール人社会の動態を解明することを通じて、ネパール移民がかたちづくる地域像－トラン

スナショナルに広がるネパール社会の動態－を複数地点から立体的に提示することを目指す研究の途

上に位置付けられるものである。なお、本パネルは、科学研究費基盤研究（B）「移動・移民による地域

像の再構築：ネパールを越えるネパール地域研究の試み」（JP20H04410）による研究成果の一部である。 
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Presenter１) 

ガンダルバの移動実践の変容：何が人々を動かしてきたのか? 

Changing Migration Practices of Gandharba:  
What Has Made People Move on ?  

 

森本泉(MORIMOTO Izumi)・明治学院大学(Meiji Gakuin University) 

 

発表要旨(Abstract)  

近年、グローバルな労働市場の周縁にネパール人労働者が取り込まれ、その出稼ぎ先からの送金がネ

パールで暮らす人々の生活を豊かにし、この変化が更なる移動を促すようになっている。2022年にワー

ルドカップが行われたカタールでは、その煌びやかな舞台裏で非人道的扱いを受けてきた移民労働者が

メディアに取り上げられ、その映像にネパールを含む南アジアからの労働者が映しだされていたことは

記憶に新しい。これに対し、本報告で取り上げるネパールの元不可触カーストとされるガンダルバは、

前近代から移動することで生活の糧を手に入れてきた人々であるが、近代化やグローバル化の影響を受

けて彼らの移動の在り様や暮らしも変容し、グローバルな周縁的労働市場への流れに合流するようにな

った。今日のネパール社会における出稼ぎ志向は、職業カーストに起因する移動を前提としてきたガン

ダルバの生き方の延長線上に位置づけられるものともいえる。 

ガンダルバは音楽を生業とする職業カーストとして知られている。ガンダルバに特有の楽器とされる

四弦弓奏楽器サランギを携えて村々を歩き、聴いてくれそうな人を見つけると庭先に腰を下ろして歌い、

その報酬として食糧や金品を貰って生計を立ててきた。他の元不可触カーストと同様、生産手段となる

土地を所有していなかったことから、文字通り生きるために移動を余儀なくされてきたのである。土地

を所有するようになっても、それが家族を養うに十分でなければ家族を家に残してより遠方へ、そして

長期間移動し、更に多くの機会を獲得しようとしてきた。 

1990年代以降、ネパールにおいて資本主義的な経済活動が浸透し、経済機会が多様化するようになっ

た。ガンダルバの中には、外国人観光客が集まる観光地に出稼ぎに行き、サランギを楽器としてではな

く土産物として制作・販売して生計を立てる人が現れるようになった。個人的に親しくなった外国人か

ら経済的な支援を受けて暮らしぶりが変わったり、外国に行く機会を手に入れたりする人も出てきた。

海外渡航した人の中には、渡航先で働き、市民権を取得し、ネパールにいる家族を呼び寄せる人もいる。 

他方で、サランギとは無関係に生計を立て、中東諸国等に出稼ぎに行く流れに合流する人々もいる。

こうした出稼ぎ者の多いガンダルバの村ではサランギの消滅が危惧される一方で、ナショナリズムと連

動してネパールの楽器として評価されるようになり、保全の動きも見られる。2020年以降、COVID-19感

染拡大防止の為に移動が制限されると、都市部で出稼ぎしていた人々は帰村することになった。中には

かつてのようにサランギを携えて村々を歩いて門付けし、ネパール人から報酬を得て生計を立てる人々

もいる。本報告では、このように社会の変化に連動して変容する彼らの移動とそれに伴う諸実践の在り

様を提示し、何がいかに彼らを移動させるのか、変化に柔軟に対応する彼らの移動実践を考察する。 
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Presenter２) 

ジェンダー化された移動の経験： 

ムンバイにおける女性の稼ぎをめぐる葛藤 

 
Gendered Experiences of Migration: 

Conflicts over Women’s Earning Activities in Mumbai  

 

藤倉康子(Yasuko Fujikura)・京都大学(Kyoto University) 

 

発表要旨(Abstract) 

ネパールとインドの国境は、「オープン・ボーダー」と呼ばれ、ビザやパスポートを取得することなく

行き来できる。そのため、東南アジア・中東・欧米・日本などで住み働くための初期資金や人的ネット

ワークのないネパール人にとって、インドは最も容易な出稼ぎ先であり続けている。しかし、仕事を求

めてネパールからインドへ行き、長期的に滞在することになった人たちの多くは、インドの社会保障制

度に組み込まれることもなく、移民・外国人として扱われることもなく、大都市の底辺で不安定な生活

を長年続けている。本発表では、マハーラーシュトラ州のムンバイ北部郊外において形成された、ネパ

ールの元不可触民、バディ・コミュニティの人びとの居住地に焦点をあて、西ネパールからの移動経験

と女性の稼ぎをめぐる親族ネットワーク内部の葛藤について検討する。 

西ネパール小王国の芸能集団として、1950年代までは宮廷や大地主の居住地周辺に住む場所を与えら

れ、人生儀礼や結婚式などで、踊り・歌・楽器の演奏（ナッチ・ガーナ）を見せることを生業としてい

たバディ・コミュニティでは、1960年代に小王国が廃止され、さらに伝統芸能による収入が減少してい

く過程で、多くの女性たちが売春によって家計を支えるようになり、仕事のない男性たちはインドに働

きに行くようになった。 

本報告では、まず、1980年代にネパール・インド国境近くの集落から男性のグループがムンバイに出

稼ぎに行き、セメント運び、警備員、運転手、工場労働などをするようになった過程を明らかにする。

その上で、男性親族を頼ってネパールの村から来た女性たちが、工場労働のほか、ダンス・バーやイン

ド人男性の旅行同伴など、性的労働につながる仕事をするようになった一方で、性的労働から得られる

収入に依存する生活戦略に強く反発する男性親族が、若い女性たちに安心して暮らせる居場所を提供し

てきたことを、親族ネットワーク内部の緊密な相互依存関係のなかに位置づける。  

ネパール国内では、1990年代以降、バディ・コミュニティの地位向上・権利獲得運動により、集落で

売春が行われることはほとんどなくなった。こうした社会変化を経た現在、ネパールではなくインドで、

女性たちが性的労働に接続され続けているということを、同じ親族ネットワークに属する人びとがどの

ように語り、また女性たちはどのように人生の選択をしているのだろうか。より豊かな生活をめざすと

いう願望と、長年働いても不安定で低賃金の仕事しかできないインドでの生活実態を、重層的に考察す

る。   
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Presenter３) 

 

構造的な非正規雇用： 

留学斡旋業者とネパール人留学生の日本における非正規労働 

 

Infrastructural Casualties: Education Intermediaries and Casualization of 

Nepali Student Workforce in Japan 
 

ティナ・シュレスタ (Tina SHRESTHA)・早稲田大学（Waseda University） 

 

発表要旨(Abstract)  

 

This essay explores the mutual restructuring of migration infrastructure and international student 

(im)mobility in contemporary Japan. Through ongoing ethnographic research in an emergent Nepali 

migrant communities, specifically the experience of student workers, the essay elucidates the joint 

effect of migrant labor subordination and casualization of two-tier student workforce. Using the case 

of former and current Nepali students enrolled in Japanese language schools (nihongo gakko) or 

vocational colleges (senmon gakko), and employed as part-time workers, the essay zooms into the 

role of educational intermediaries in reproducing and restructuring migration infrastructure (Xiang 

and Lindquist 2014) in Japan. It shows how foreign student recruitment from low-income countries 

like Nepal are self-disciplined to enter low-wage labor shortage sectors through Japanese language 

socialization and discourse surrounding education aspirations. 
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Presenter４) 

ネパール移民にとっての母国語教育： 

日本からネパールに戻った子どもたちへの聞き取りから 

Native Language Education for Nepalese Migrants:  
A Case Study of Returned Nepalese Children from Japan 

 

田中雅子(Masako Tanaka)・上智大学(Sophia University) 

 

発表要旨(Abstract)  

 日本における移民の子どもの教育は、日本社会への統合が目的であることから、日本語習得を重視

し、母語・継承語教育は軽視されがちである。「子どもの権利条約」は、出身国の言語や文化を尊重す

る教育を受けることをすべての子どもの権利と定め、締約国にその実施を求めている。日本政府は、

同条約を批准しているが、公教育の場で母語や継承語を学ぶ機会を提供している例はほとんどない。 

日本で暮らすネパール人は、南アジア出身者の中で最も多く、2022年 6月末現在、ネパール国籍の在

留外国人登録者数は 125,798人で、18歳以下の子どもは１万人以上いる。首都圏では、英語を教授言語

とするインターナショナルスクールで科目の一つとしてネパール語を学び続ける子もいるが、大多数は、

日本の公立校に通っており、母語や継承語に触れる機会は家庭のみで、学習言語としてネパール語を身

に付ける機会に乏しい。本研究は、日本からネパールに帰国した子どもたちが直面する「ネパール語の

壁」を取り上げる。 

在日ネパール人の家庭では、日本の公立校に通う子どもに合わせて、親も意図的に日本語しか使わな

いようにしている例が見られる。また、将来の英語圏への移住を期待して親子の会話も英語にするなど、

ネパール語学習には力を入れていない家庭もある。その結果、日本語だけでなく、母語となるネパール

語も年齢相応の習得が見られない「ダブル・リミテッド」と判断され、特別支援学級に入る子どももい

る。こうした状況に危機感を覚えた在日ネパール人リーダーらは、子どもが帰国した際のことを想定し、

名古屋、大阪、神戸、福岡などでネパール語補習教室を週末に開講している。しかし、これらをあわせ

ても参加者は 50名ほどで、在日ネパール人の子どもの総数から見て規模は小さい。 

ネパール人の渡航先は、欧米諸国のように家族で移住したら、ネパールに戻ることはほとんどない国

か、湾岸諸国など単身で一定期間就労する国のいずれかに大別される。一方、日本には１万人を超える

ネパール人の子どもが「永住」ではなく「家族滞在」という不安定な在留資格で暮らしている。ネパー

ルから見て日本は特殊な渡航先であることから、「帰国児童」の問題はまだ注目されていない。 

本発表では、まず、在日ネパール人の子どもの分布や就学状況を概観する。次に、2022 年 12 月にネ

パールのバグルン郡、カスキ郡、カトマンズ郡で行った聞き取りをもとに、日本からネパールに帰国し

た子どもにとっての母国語習得の壁と、日本語力維持の課題について考察する。最後に、送り出し国ネ

パール側において帰国児童のためのネパール語学習支援が必要なだけでなく、受け入れ国日本でも移民

の子の母語・継承語教育が求められていることを述べる。 
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Presenter ５) 

ネパール脱出：海外移住「選択」の裏側、ある民族的マイノリティのケース 

Quitting Nepal: The Case of Hyolmo Migrants in America 

 

佐藤斉華(Seika Sato)・帝京大学(Teikyo University) 

 

発表要旨(Abstract) 

「もしヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本その他の国々がネパール人に簡単にヴィ

ザを出すようになったら、ここには誰も残ら」ず、「あなたは空っぽの国の首相になる」だろうと言い遺

して、38 歳のネパール人男性 Prem P. Acharya が Dahal 首相（当時）の外に出るタイミングを見計らい、

国会議事堂前で焼身自殺を図ったのは 2023 年 1 月 25 日のことであった（翌日死亡）。東部イラム郡出

身の Acharya は、観光、食品加工業等に携わったビジネスマンで、自身カタールで数年出稼ぎしていた

こともあった。自死を予告する Facebook 上のポストで彼は、ネパールに蔓延する草の根ビジネスを圧迫

する種々の規制、取引における優越的地位の濫用、そして腐敗を名指しし、「この国は勤勉によって生活

を立てようとする者ではなく、人から奪って生活を立てようとする者のための国だ」と断じていた。 

 自死という決断は例外的に苛烈だが、彼の言葉はネパールに生きるむしろ多数の人々の思いと響きあ

う。行き先や渡航条件等は様々であれ、ネパールをあとにするという決断は、民族・カースト、階級、

さらにはジェンダーの違いをも横断して、今のネパールの誰にとっても現実的な選択の一つであり、そ

れが怒涛のごとき移住の波として可視化しているのである。本発表は、ネパールから海外を目指すこの

移住の波がなぜ、いかに起こっているか、なぜ人々はその波に合流する選択をした（せざるをえなかっ

た）のかを、ネパールのあるマイノリティ・コミュニティの近年の移住経験を通して観察する。 

 取り上げるのは、発表者が 30 年近くにわたって関わり、その変化を見守ってきた、カトマンズ北東

のヨルモ地域の村々を故地とするチベット系マイノリティのコミュニティ、ヨルモ（Hyolmo）である。

その故地の名を自らの民族的アイデンティティとしてもいる彼・彼女らだが、その移動の歴史は近年に

始まったわけではない。既に半世紀以上前から地続きのインドへの出稼ぎは極めて一般的で、ついで 90

年代からは海外への出稼ぎが急増していた。それに連れ、そうした出稼ぎで蓄積した富（を元手に作っ

た富）によってカトマンズに自宅を建てる動きが加速化し、村の過疎化が進んできた。他方で、ヨルモ

出身者が集積するようになった一部の海外移住先では、ヨルモのコミュニティが形成されるようになり、

さらにその一部では移住先への定住化が進んでいる。本発表では、こうしたヨルモの移動・移住の変遷

（移住先及び移住の仕方の変化）のトレンドの最先端に位置する、在アメリカ・ヨルモ移民に焦点を当

てる。彼・彼女らがアメリカに渡りさらには定住化する決断をしていく背景にあるのは何か。移住元（ネ

パールないしヨルモ社会）での経験、移住に至る経緯、移住先社会（アメリカ）での経験と今後の展望

をめぐるヨルモ移民の語りを通じて、彼・彼女らが故地ネパールをあとにする「選択」の背景と、それ

が逆照射する故地社会のありよう、さらにはそれが彼・彼女らが属してきたコミュニティのかたちをど

う変えていこうとしているかについて検討する。 
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カーブル陥落以降のパーキスターン・ターリバーンの動向 

The Activities and Claims of TPP after the Fall of Kabul 
 

松田和憲(Kazunori Matsuda)・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

(Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

 

発表要旨 

パーキスターン・ターリバーン（Taḥrīk-i T̤alibān Pākistān、以下 TTPとする）は、2007 年 7 月に首都

イスラマーバードにて起こった「赤いモスク（Lāl Masjid）事件」をきっかけに、アフガニスタンのター

リバーンに感化された集団によって結成されたテロ組織である。パキスタンのイスラーム体制樹立を目

指す急進派として、パキスタン国内、特に旧連邦直轄部族地域（FATA、現在のハイバル・パフトゥーン

ハー州）を中心に軍及び警察関連施設への攻撃を行っている。 

TTPは 2007年 12月に起こったベーナズィール・ブットー元首相暗殺事件やマラーラ・ユースフザイ

ー銃撃事件に関わったことで知られている。2014 年 12 月にはペシャーワルの軍営小学校襲撃事件を起

こしたことで、パキスタン軍がテロ組織掃討作戦を本腰を入れて取り組み始めたため、TTPの大部分は

アフガニスタンへと逃避した。2015年 1月には、一部の幹部が中東で台頭してきたイスラーム国に忠誠

を誓い、「イスラーム国ホラーサーン州（ISKP）」の結成を発表した。分派形成や再合流を繰り返す中、

2021 年 8 月 15 日にアフガニスタンのターリバーンがカーブルを掌握し、政権を再び樹立した。これを

機にアフガニスタンにて逮捕、拘留されていた TTPの幹部や戦闘員が解放され、パキスタン国内で軍や

警察への攻撃が再び増加した。 

 本発表では主にカーブル陥落以降のTTPの動向について『インド聖戦の調べ(Nawā-yi Ghazwa-yi Hind)』

（ウルドゥー語）の記事を中心に、昨今の彼らの主張や言説について分析を行う。本機関紙は 2020年 4

月に『アフガン・ジハードの調べ(Nawā-yi Afghān Jihād)』から名前が変更されたものである。TTPはア

フガニスタンのターリバーンや「イスラーム国ホラーサーン州」との関係性についてよく言及されてい

るが、実はインドの対外諜報機関である RAW も TTP と接触していることが 2017 年 4 月に発覚した*。

そのため、TTPの動向やその思想的背景、昨今の彼らの主張を知ることは、南アジアにおける安全保障

を考えるうえで非常に重要である。同機関紙ではパキスタン国内政治のみならず、ロヒンギャ問題や

2022 年 5 月に起きた BJP 広報担当官によるテレビでのイスラーム冒涜事件も取り上げている。これら

の記事から、TTPが南アジアのムスリムが置かれた現状や諸問題をどのように理解しているのかを明ら

かにする。また、これまでの記事内容を時系列的に精査、分析することで、アフガニスタン・ターリバ

ーン及び ISKPとの関係性についても考察する。 

 

* Karnad, Bharat, 2017, “Afghanistan, Pakistan and The F-16: Mattis Has to Hardsell These Issues on His Visit to 

India” Hindustan Times (September 21). 
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シヴ・セーナーの動態からみる地域政党の党略 

The Shiv Sena’s Performance and Regional Party Politics in Maharashtra 
 

油井 美春(YUI Miharu)・関西学院大学 (Kwansei Gakuin University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

2022 年 6月、マハーラーシュトラ州において国民会議派（会議派）、ナショナリスト会議派党（NCP）

とともに 2019 年から州政権を掌握してきた地域政党シヴ・セーナー（Shiv Sena）内で、州首相ウッダ

ヴ・ターカレー（Uddhav Thackeray）に対して同党所属の州議会議員 34名が造反するという政変が起こ

った。ウッダヴが州首相を辞任すると、新たに造反組のエクナート・シンデ（Eknath Shinde）が州首相

に、インド人民党（BJP）のデヴェンドラ・ファドナヴィス（Devendra Fadnavis）元州首相が州副首相に

就任して、BJP が州政権与党に返り咲いた。シンデ派がシヴ・セーナーの政党名と政党シンボルの継承

を公認されて BJP との連立を維持する一方で、ウッダヴ派は会議派、NCP と反 BJP 戦線としての共闘

を表明している（2023 年 4月時点）。 

本報告は、支持拡大のために地域主義、ヒンドゥー至上主義、反 BJP 戦線としてのセキュラリズムへ

の歩み寄りと、イデオロギーを変化させてきたシヴ・セーナーの動態を検討し、地域政党としての党略

の分析を試みる。 

1966 年にバラサヘーブ・ターカレー（Balasaheb Thackeray）によって創設されたシヴ・セーナーは、

マラーティー語話者の利害の優先、彼らの就職斡旋、組合活動、他州出身の移民排斥などを訴えて、ム

ンバイーやターネなどの都市部で支持を集めてきた。 

州内への支持拡大を図る中で、ヒンドゥー至上主義を掲げる BJP と連立を組むと、1995 年～1999 年

と 2014年～2019 年にかけて州政権を樹立し、影響力を高めてきた。加えてシヴ・セーナーは 1970年 5

月のビワンディー事件以降、1984 年 5 月のビワンディー事件、1992 年 12 月から 1993 年 1 月にかけて

のムンバイー事件、2001 年 10 月のマレガーオン事件で、ムスリムを反国家的と揶揄して意図的に住民

間に憎悪を増幅し、ヒンドゥーの暴徒を率いてコミュナル暴動の現場で暗躍してきた。 

2014 年の連邦下院選挙で BJP のモーディー政権が成立して以降、シヴ・セーナーは BJP との差別化

を模索してきた。2017 年のムンバイー市議会選挙ではウルドゥー語の綱領を発表してムスリムの候補者

を 5 人擁立、また 2019 年 10 月の州議会選挙ではウッダヴの息子アーディティヤ（Aaditya Thackeray）

がウルドゥー語、テルグ語を含む多言語でのキャンペーンを展開して初当選した。州議会選挙後にシヴ・

セーナーは大臣職の配分と州首相の人選をめぐる対立から BJP と瓦解、同年 11月には会議派と NCPと

ともに「セキュラーで包括的な」共通最小要綱を定めて、ウッダヴ州首相の下に連立政権の樹立に成功

した。ウッダヴ州政権は州内の教育機関へのムスリム留保枠を提案するなど、ムスリムの有権者からは

従来の反ムスリムを掲げて暴動に加担してきた強硬路線とは一線を画しているとの評価を受けていた。 

BJP との連立の解消後に生じたシヴ・セーナーの分裂は、モーディー政権による 2024年連邦下院選挙

と州議会選挙での勝利に向けて反 BJP 戦線の切り崩しと集権化の過程と捉えることもできるだろう。 
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創造されるヒンドゥー女性の「被害者像」： 

SNS上における「反イスラーム宣伝」に着目して 

The Created "Victim Image" of Hindu Women: Focusing on "Anti-

Islamic Propaganda" on SNS 
 

鶴田星子（Seiko Tsuruta）・京都大学 (Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

2021 年 7 月 3 日、インドの Twitter はとある話題で盛り上がっていた。それは、ボリウッドの人気俳

優アーミル・カーン（Aamir Khan）が、ヒンドゥーの妻で映画監督であるキラン・ラオ(Kiran Rao)との

15年に及ぶ結婚生活に終止符を打ったことであった。これは、アーミル・カーンにとっては最初の妻リ

ーナ・ダッタ（Reena Dutta）との離婚に続く、2度目の離婚となり、Twitter上では「#lovejihad」のハッ

シュタグがトレンド入りし、「炎上」する事態となったのである。ラヴ・ジハード（Love Jihad）とは、

「ムスリムの男たちが、ヒンドゥー女性たちを『そそのかして』結婚し改宗させ、ムスリム人口を増や

そうとしている」とする、ヒンドゥー側のムスリムに対する陰謀論である。近年のインドではこのよう

に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下 SNS）上で、ムスリムに対する陰謀論や事実に基

づかないフェイクニュースが拡散されており、特に、「『我々（ヒンドゥー）』の女性たちを『彼ら（ムス

リム）』から守ろう」とする風潮が高まりを見せている。 

本発表の目的は、このような現代インドにおいて、ヒンドゥー至上主義者たちがどのような手法や戦

略を用いてムスリム標的型フェイクニュースを拡散し、どのようにヒンドゥー女性たちの「被害者像」

を作り上げていくのか、その現代的様相を分析することである。そして、19 世紀後半に始まったシュッ

ディ（Shuddhi）運動や 2014 年以降に始まった「家に戻ろう」運動（Ghar Wapsi）をはじめとするヒンドゥー教へ

の（再）改宗運動および、上述の「ラヴ・ジハード」宣伝を始めとするイスラームへの反改宗運動の歴

史と関連付けながら、その実態を明らかにしていく。 

本発表では、近年起こっているイスラームへの反改宗運動について、Twitter や Youtube などを含めた

インターネット上の情報をもとに分析を行い、再改宗運動と連動して起こってきた誘拐宣伝や「ラヴ・ジハー

ド」宣伝などの反改宗運動が、時代とともにその宣伝手法・媒体を変化させ、より効果的に、より迅速に「ムスリム

の脅威」を一般市民に浸透させる役割を担ってきていることを指摘する。そして本来可視化できないはずの個

人の内面的意思決定の過程が、他者の意図的な、あるいは意図しない誤った知識に基づく解釈によって

まなざされ、決定づけされている実態を分析し、改宗を取り巻く「加害者」と「被害者」/「犠牲者」の

創造が行われていく過程について検討していく。 
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Changing Dynamics of Indian Ocean Geopolitics and the Role of Small States: 

Special reference to Sri Lanka 

Chaminda Abeysinghe 1  

 Senior Lecturer, Head Department of International Studies, University of Kelaniya, Sri 

Lanka 

Hashan Wijesinghe 2  

Lecturer, Department of International Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka 

 

The Indian Ocean has always been at the center of great power rivalry and fast-forwarding to the 21st 

century, overlapping national interests, globalization coupled with an unprecedented level of 

economic interdependence, and global power shift from west to east have made this region highly 

significant. In fact, USA and Japanese intentions of promoting a free and open Indo-Pacific region, 

China’s Belt and Road Initiative, India’s undeniable presence in the region as the country with the 

largest population and the creation of multilateral military pacts i.e. AUKUS and ANZUS to name a 

few among the many reasons which have made this region the pivot of 21st-century geopolitics. 

Unlike in the past, what make these growing rivalries in the Indian Ocean significant is the role of 

small states like Sri Lanka. Unlike in the past where the small states were the bystanders and the 

eventual victims of the great power rivalries, the changing dimensions of global geopolitics have 

given these states pivot players in determining the future of international relations. The main objective 

of this study is to examine the growing significance of small states in the Indian Ocean Region. This 

qualitative research looks at the role of the small states from a post-positivist perspective through the 

lens of social constructivism.  This study argues that a country’s weaknesses in terms of its 

geographical or economic size or even military strength can be superseded through discursive power. 

In the case of Sri Lanka, democracy can be a major strength in working with like-minded countries. 

Furthermore, this paper also argues that despite the country being small what matters the most remains 

how it brands in the world arena through pragmatic foreign policy.   

 

Keywords: Indian Ocean, Geopolitics, Small States, Social Constructivism, Sri Lanka  
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戦後の日印知的交流： 

オンオダションコル・ラエの紀行文とペンクラブ年次大会をめぐって 

Exploring Post-war India-Japan intellectual engagements through 

Annadashankar Ray’s “Japan-e” and the Tokyo PEN Club Congress 

 

SHEIKH Tariq・Tokyo University of Foreign Studies 

 

The P.E.N. International is an international organisation of writers established in London in 1921. 

At the time of establishment, P.E.N. stood for “poets, essayists and novelists” but was later extended 

to “poets, playwrights, editors, essayists and novelists”. The PEN had a tumultuous history before 

and during the second world war, with its annual congress cancelled several times during the war. 

The P.E.N. International’s branch in India was established in these volatile 1930s by Sophia Wadia, 

a Colombia-born theosophist who shifted to India from the USA after marrying fellow theosophist B. 

P. Wadia and established theosophical centres in India together with her husband. She was the 

founding secretary of the organization in India while Rabindranath Tagore was the president. As has 

been noted by Rosemary Marangoly George, “The leaders of the all-India P.E.N., of the central 

government, and in 1954 of the governing body of the SA (Sahitya Academy) were all drawn from 

this same roster of English-educated literary elite” (George 2016, 219). 

Annadashakar Ray was a Bengali poet and essayist who was associated with the PEN in the post-

independence, post-war era. He travelled to Japan along with Sophia Wadia to attend the twenty-ninth 

annual congress of the PEN. This was the first time the PEN congress was held in Asia. Japan was 

supposed to hold the PEN congress before the war, but that congress was cancelled due to 

complexities of international politics of the time. After returning from the congress held in Japan, 

Annadashankar wrote a memoir of his travels in Japan titled “Japan-e” or “In Japan”. The memoir 

forms an interesting document of post-independence, post-war engagement between Japan and India, 

and Japan and Bengal. The days of anti-colonial and pan-asianistic collaboration were over, and 

therefore new threads were to be looked for in order to continue the close interactions that Bengal 

and Japan had during the war. 

This paper looks closely at Annadashankar’s memoir in order to form an understanding of post-

independence engagement between India/Bengal and Japan, a time period that is often overlooked in 

discourses on India-Japan intellectual interactions. 
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Fancying OTT as a Remedy for All Problems!:  
Bangladeshi Cinema appears Bleak in wake of the Obvious 

 

Manosh Chowdhury [Certificate name: Manas Kumar Chowdhury]・ 

Department of Anthropology, Jahangirnagar University, Bangladesh 

 

発表要旨 (Abstract)  

South Asian visual space and products are largely dominated by the Mumbai industry, popularly 

known as Bollywood, a fact that needs not be repeated or elaborated. Cyber-based cinema 

consumption, predominantly by the consumer-leisured class, evidently in the pandemic era, caused 

serious energy and anxiety among the cine-lovers and cine-makers of this region. Not surprisingly, 

the pandemic also appeared as a lame explanation for the unprecedented decline in the theatre halls 

(mono-screen conventional cinema halls) around the country for a decade or so.  

Unwilling or unable to see the essential capitalistic intervention in the previous form/s of 

visual production and consumption, cinema-makers largely were seen to get engaged in, or hopeful 

for, the new platform. The initial drawback came in the form of a moralist upsurge, against some 

visual stories that used some sexually intimate scenes. Public outrage took cyberspace to condemn 

what they found obscenity and/or against ‘social values’, or ‘religious values’ in some specific cases. 

To put things in context, those visuals were hardly anything near to the products from Korea, Japan, 

Thailand, or even India, in terms of sexually explicit images. However, the public discussion did not 

take a comparative route, except for those who advocated for more ‘freedom’ in visual stories for the 

OTT. While they advocate for a relaxed legal framework from the state government, something is yet 

to be formed properly for the OTT products in Bangladesh, the issue remains largely in the realm of 

'social norms’ and is very unlikely to be enhanced by a government law either.  

In the chaos, one evident fact is to be noticed—filmmakers generally, and visual content 

creators more specifically, are waiting for a flourishing OTT space to continue with their ventures, 

both culturally and commercially without revealing much awareness of the aggressive expansion of 

‘global’ OTTs. On this onset, this paper is a modest attempt to review Bangladesh's cinema/visual 

production situation.                    
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The Editor’s Voice: Streamlining and Reassembling an Emotional Rhythm in 

Picturising Disability 
 

 

Priyam Sinha (National University of Singapore) 

 

Abstract 

 

How often are the editor’s filmographies and conversations over the editing table documented in the 

archives or posited as a site of ethnography? Instead of situating the “editor’s voice” as a subset of 

filmmaking practices, reiterating connotations of contemporary neglect and archival absence, this 

article foregrounds the role of editors in configuring disability in the New Bollywood. It establishes 

editors as integral to set the ball rolling for a film as a body of work that can be dissected, 

experimented with, manipulated, metamorphosed, and rearranged in ways that can aid in evoking 

emotional impulses while keeping the audience engaged in the protagonist’s journey. Through an 

ethnographic study of the editing process that involved participant observation in the editing room, 

semi-structured interviews and archival research, this article explores the “editor’s voice and gaze” 

in articulating the rhythms, beats, and algorithms of disability. It offers an intersubjective 

understanding of how editors shape disability as the centrifuge of affect production. Although 

proposing disability-centrism has been fundamental in scripting and direction, this article highlights 

the role of an editor who enhances and embraces its configurations and organisation by providing 

feedback to streamline and reassemble the collaborative creative processes and package point of 

views. 
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英領インドにおける監獄の失敗：囚人管理と強制的ネットワーク 

Failure of Prisons in British India: Convict Management and Coercive Network 

 

宮本隆史(MIYAMOTO Takashi)・大阪大学(Osaka University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

本報告では、19 世紀後半の北西州とパンジャーブの事例から、「矯正」を目的とするような装いをと

もなうものとして設計された監獄が、規律化の不可能性を暴露する装置として機能したことを論じる。 

植民地監獄に関する多くの研究は、ミシェル・フーコーの『監獄の誕生』［1975=日本語訳 1977］を受

けて、監獄が医療機関や軍隊などと並んでいかに社会の規律化の装置として形成されたかを議論してき

た。一方で、植民地インドの社会統制に関する研究では、個人を対象とした規律化の技法は社会一般に

適用されず、より暴力的で強制的な手段が採用されたことが強調されてきた。規律化の技法が監獄や病

院などに導入されたことと、英領インドの統治一般において規律社会が実現せずより強制的な諸手段が

選択されたことを、いかに同時に説明するかが植民地インドの監獄研究の課題のひとつとなった。 

これに対してひとつの見方を示したのが、『身体の植民地化』［1993=日本語訳 2019］でデイヴィッド・

アーノルドが提出した「飛び地」論である。彼は、医療・衛生政策の文脈において、植民地当局は個々

の住民についての情報を十分に収集せず、直接介入する資源も手段も持たなかったことを確認する。こ

のように植民地インドには規律社会が実現しなかった一方で、国家が実際に植民地の住民の身体に接触

できる「飛び地 enclaves」が形成されたのだという。疫病の蔓延防止や軍事力維持といった目的のため、

病院や兵舎など特定の領域では住民の身体への接触が必要とされ、監獄もまたそのような「飛び地」の

ひとつであったと彼は論じた。これらの「飛び地」において、植民地当局はさまざまな実験を行ない、

それが植民地医療などの知の形成につながったというのがアーノルドの論点である。ただしこの議論で

は、「飛び地」での知の形成に関心が移り、「飛び地」と社会統制の関係には焦点が当てられなくなる。 

本報告では、監獄での規律化が「失敗」であったと広く認識されていたことを確認し、その「失敗」

の共通認識がいかなる効果を持ったかに注目する。19 世紀英領インドにおける各州の監獄当局は、逃亡

囚人の確保が困難なことを継続的に確認しつづけ、累犯者の同定も多くの場合は難しいことを繰り返し

報告していた。つまり、規律化の装置としての監獄が「失敗」しつづけていたことは明白な共通認識だ

ったのである。こうした監獄の「失敗」については、フーコーが『監獄の誕生』とそれにつづく論考や

インタビューなどで論じており、その「失敗」の効果として警察による監視ネットワークが社会に実装

されたことを強調している。しかしインドの植民地政庁は、警察による犯罪取り締まり網の構築には消

極的であり、むしろ準軍事的な鎮圧手段を選択することになった。植民地インドにおいて監獄の「失敗」

は、住民の規律化が構造的に困難であることを明らかにすることにより、社会統制にあたって強制的諸

手段の選択を正当化する論拠を提供することにおいて「有用」だったのである。 

＊本報告は、科学研究費（宮本隆史代表・課題番号 19K13363）および科学研究費（村上宏昭代表・課

題番号 20H01332）の助成を受けたものである。 
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環インド洋地域における干魚/塩魚の流通：19 世紀中葉以降におけるインド人移民労働者

への配給を起点とした変化 

Circulation of dried/salted fish in Indian Ocean regions: Some changes caused 

by the introduction of supply to Indian immigrant labour in mid-19th century 

 

大石高志(Takashi OISHI)・神戸市外国語大学(Kobe City University of Foreign Studies) 

 

発表要旨 (Abstract)  

報告者は、これまでに、19世紀中葉以降に南部アフリカやモーリシャス島など生じたインド人の年季

契約等の移民労働者の滞留や定住化と環インド洋世界におけるインド人商人（特にムスリム商人）の広

域ネットワークの伸長や定着との間の相関性を指摘し、そのなかで、商人が労働者に提供・販売した取

扱品のなかで干魚/塩魚が重要な商品の１つであったことにも言及している（脚注）。特に、年季契約労

働者に関しては、コメやダール豆、香辛料、綿布などとともに、干魚/塩魚が、配給品の１つとして契約

条項に、多くの場合、含まれていたこともあり、干魚/塩魚の需要・消費は、インド人移民労働者の定着

先の遠隔地で、実質的かつ継続的なものとなったのである。 

本報告は、こうした事象に関係して、環インド洋地域において、干魚/塩魚の生産と流通が、こうした

新しい需要・消費に伴って歴史的にどのように変化したかを、あらたに、検証することを意図している。 

大方、以下の様なことが、報告で導かれることになる予定である。干魚/塩魚は、南インド（コロマン

デル海岸地域やマラバール海岸地域）やセイロン/スリランカの海浜地域やモルディブ島などで、19 世

紀以前に遡って、余剰的な漁獲も含めて加工・保存食として生産され、海浜の後背地や内陸地、そして、

環インド洋の各地に提供されていたが、こうした伝統的な生産・流通が、19世紀中葉以降に、新しい需

要・販路にも対応しながら、部分的に変化を遂げたことになる。この際、そうした新しい生産・流通を

可能にした１つの前提は、南部アフリカに広域ネットワークを延伸させていたインド西部（グジャラー

トなど）出身のインド人商人の介在であり、この介在は、遠隔の新たな販路の確保に加えて、原材料の

１つの塩の提供も積極的に進めた。また、植民地体制は、干魚/塩魚や塩に対して関税等を適用して税収

の１つの大きな財源としたが、俯瞰的に見ると、抑制的な税率により、移民労働者への干魚/塩魚の大規

模な流通を円滑にしていた面があった。報告では、これらのことを、同時代の記録・文書、特に、イン

ド政庁やセイロン政府の関係文書などを中心にして検証する。 

 

注：拙稿“Indian Muslim Merchants in Mozambique and South Africa: Intra-regional Networks in 

Strategic Association with State Institutions, 1870s-1930s,” Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, Vol.50 No.2-3, 2007. ；拙稿「南アフリカのインド系移民：商人・

移民のネットワークと植民地体制との交差と相補」秋田茂・水島司編『世界システムとネットワーク＜

講座現代南アジア 6＞』東京大学出版会、2003 年。 

 

68



September 24  ROOM D ／D 会場（320 教室）11:10-13:10  

Individual Paper Session 15／自由論題 15 

ジオラマの緩慢な死：インド独立以降の民族学博物館  

The Slow Death of the Diorama: tribal and ethnographic museums in India 

since independence  

 

池亀彩（Aya Ikegame）・京都大学 (Kyoto University) 

クリスピン・ベイツ（Crispin Bates）・エディンバラ大学 (The University of Edinburgh) 

 

 

発表要旨 (Abstract)  

植民地時代において「インドの諸民族 the Peoples of India」を表象・展示する標準的な方法はジオラ

マであった。それは人種とカーストに関するコロニアルな理論によって方向づけられ、骨相学、人体測

定学、自然人類学といった科学に維持されてきた。ジオラマは、石膏模型も用いてインドの牧歌的な風

景を描いたもので、インドのさまざまな民族が、彼ら・彼女らの部族・カーストに特徴的とされる衣装・

装飾品を纏い、習慣的な仕事に従事するモデルによって表現されていた。この様式の背後には、カルカ

ッタ、デリー、ロンドンなどで開催された万国博覧会で、本物の人間を展示したことから始まる長い歴

史がある。 

倫理的な問題もさることながら、生身の人間を展示するのはコストがかかり、維持するのも困難であ

った。そのため２０世紀初頭には、博物館での民族学の展示はジオラマで行われるようになった。イン

ドの博物館でも、このような展示が標準化されていった。他国ではジオラマはほとんど見られなくなっ

た一方で、インドでは現在でも当たり前のように展示されている。 同時に、植民地時代の固定観念から

脱却し、博物館を脱植民地化し、より「科学的」なアプローチを採用しようとする努力も続けられてい

る。本報告では、このような取り組みがどの程度達成されたのか、また、ヴィクトリア朝時代の英国博

物館の精神やインド国内において「内なる他者」へ向けられた植民地主義が、いまだにインドの博物館

学を悩ませていることを紹介する。 

さらにこうした民族学博物館からいわば派生的に生まれてきた「トライバル・アート」の世界におけ

るトライバル・アーティストと高カーストの芸術家たちの間にある根強い格差と搾取の問題を指摘し、

トライバル・アートのもつある種の「過剰さ」の矛盾と可能性を議論する。 
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知られざるインド独立運動の志士：へランボ・ラル・グプタ 

Unknown Aspirant of the Indian Independence Movement: Heramba Lal Gupta 

シュディプト・ダス (Sudipta Das) 

Visva-Bharati 日本学術振興会 PD 特別研究員（東京外国語大学） 

 

発表要旨 

日露戦争（1904－05）で、小国の日本がヨーロッパの大国ロシアに勝利したという出来事は、世界

中に衝撃を与えた。当時、イギリスの植民地下にあったインドにも希望を与え、特にベンガルの独立運

動の志士たちに大きな勇気を与えた。 

ベンガルの独立運動の志士として知られるのは、指導者を意味する「ネタジ」の愛称で呼ばれるスバ

ス・チャンドラ・ボース（Subhas Chandra Bose 1897－1945?）や、「中村屋のボース」で知られ、

「インド独立連盟」総裁となるラース・ビハーリー・ボース（Rash Behari Bose 1886－1945）であ

る。しかし、日英同盟締結（1902 年）の頃、もう一人の無名のインド人運動家へランボ・ラル・グプ

タ（Heramba Lal Gupta 1889-1982）が来日している。イギリスの植民地支配からインド国民を解放

する運動に身を投じたグプタは、1902 年に来日し、海外から母国を解放しようとしていた。 

へランボ・ラル・グプタは 1902 年に親代わりのラビンドラナート・タゴール（1861―1941）の紹介

で 14 歳の時、1902 年に亡命した。到着したのは横浜。新橋の「みはらし館」に住み、乃木希典、大山

巌両大将やアジア主義者で玄洋社の頭山満と会っている。しかし 2 年後、1904 年日露戦争が勃発し、

活動が難しくなると離日してドイツ、ロンドンなどで亡命生活を続けた。ロンドンに住む留学生が起こ

したストライキに参加したことによりロンドンで監獄に入れられたものの精神障害者を装って、脱走し

てインドに戻った。その後 1913 年 “ラホール叛乱事件”へ関与を問われたため、日本への逃亡の計画

を立てた。R.B.ボースと同時期（1915 年）に長崎に着き、再度日本での亡命生活を始めた。当時日本

は日英同盟を結んでいたため、イギリス政府の圧力で日本政府は R.B. ボースと H.グプタをイギリス

政府に引き渡そうとしたが、大川周明、頭山満が彼を庇護した。 

本報告発表では、亡命中、へランボ・ラル・グプタが北海道でアイヌ民族を装って佐藤ボビーと名乗

り、日本での放浪生活の中で日本人女性の、小林嬢と結婚したことや、大川周明や頭山満などと交流し

たことなど、日本滞在中の活動を考察する。   

2022 年にインドは独立 75 周年を迎え、日印印国交樹立 70 周年を迎えたが日印両国における、彼に

関する研究や、彼を取り上げる研究者は非常に少ない。そこで、本報告では、戦前期の内閣情報局や草

開省象編者の資料を使用し、インド独立史における「主役」として描き出し得る可能性を持っているグ

プタの独立活動の背景に触れることを目的とするものである。 
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宗教的遊行者と浮浪性：英領インドにおける植民地行政とクリミナルトライブ表象 

Religious Mendicants and Vagrancy: Representation of Criminal Tribes and 

Colonial Policy in British India 
 

中野歩美(Nakano Ayumi)・中京大学(Chukyo University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

インドには現在 500 を超えるノマド・コミュニティが存在し、その数はインドの総人口の 7-10％に

あたるとされる（Rao and Casimir 2003; Government of India 2008）。本発表では、移動と結びつい

た伝統的生業を持つ人びとが、英国植民地期にどのような人びととして表象されてきたのかを、1871 年

に制定され、その後何度も改正されたクリミナルトライブ法（Criminal Tribes Act）に関連する政府や

警察の資料、さらにはそれらを対象とした先行研究を手掛かりに検討する。 

クリミナルトライブ法は、19 世紀前半に進められたタグやダコイトという職業的な窃盗・強盗集団

の取り締まりに関する議論に遡ることができる（藤井 2003）。そこでの議論や施策は、19 世紀後半に

英国によるインドの直接統治が始まると、植民地支配の基盤となる安定した農村社会の構築という方針

にもとづいて、村の定住民とそこから逸脱した非定住民とを分離する動きが加速していくこととなり、

後者の人びとを世襲的な犯罪者集団として特定し監視下に置くためのクリミナルトライブ法へと結実

していった。一方歴史学者のＭ．Radhakrishna は、19 世紀のロンドン情勢に着目し、当時のロンドン

で社会問題となっていた物乞いや「ジプシー」、アイルランド系移民を含む都市の貧困層を浮浪性や犯

罪性と結びつける見方が、インドのノマド・コミュニティに対する政策にも反映されてきたと指摘して

いる（Radhakrishna 2001, 2008）。これらの見解を踏まえたうえで、本発表ではヒンドゥー教の宗教的

遊行者に注目する。「カースト」と「宗教」を軸としたインド支配を前提とした英国植民地政行政におい

て、ヒンドゥー教という宗教性と、遊行という浮浪性の両方に結びついた宗教的遊行者の存在はどのよ

うに表象されていったのだろうか。資料の検討からは、ヒンドゥー教における正統／非正統という軸を

導入することで、後者をクリミナルトライブとして捉えようとする動きがあったことが明らかとなる。 

 

【参考文献】 

藤井毅 2003『歴史のなかのカースト――近代インドの〈自画像〉』岩波書店． 

Government of India 2008. Report vol. I National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-

Nomadic Tribes. New Delhi: Ministry of Social Justice and Empowerment. 

Radhakrishna, M. 2001. Dishonoured by History: ‘criminal Tribes’ and British Colonial Policy. 

Revised Edition. New Delhi: Orient Black Swan. 

Radhakrishna, M. 2008. Laws of Metamorphosis: From Nomad to Offender. In Kannabiran, K. and 

R. Singh (eds.), Challenging the Rule(s) of Law. New Delhi: Sage Publications, pp. 3-27. 

Rao. A. and M. J. Casimir (eds) 2003. Nomadism in South Asia. New Delhi: Oxford University Press. 
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字幕翻訳による「文化の翻訳」の教育的意義： 

バングラデシュ映画の日本語字幕制作と上映の試みから 

Education on “Cultural Translation” through the Subtitle Translation on 

Bangladeshi Cinemas 

 

南出和余(Kazuyo Minamide)・神戸女学院大学(Kobe College) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表は、発表者が大学教育において実践しているバングラデシュ映画の字幕翻訳プロジェクトを事

例に、映画字幕翻訳が、狭義の言語間翻訳に止まらず、文化人類学が議論するところの「文化の翻訳」

を含有し、そのことが持つ地域研究的な教育の意義について議論する。 

神戸女学院大学文学部英文学科では 2020 年より大阪アジアン映画祭に協賛し、同映画祭入選作品の

うちバングラデシュ出身監督によって制作されたベンガル語を原語とする長編映画（毎年１本）に日本

語字幕を制作して上映する取り組みを行なっている。30 人の有志学生たちに対して、バングラデシュを

フィールドとする人類学者の発表者と日英翻訳家かつ同学科で翻訳を教える Susan Jones准教授が指導

に当たっている。大まかな手順は、全員で全編を観て解説を行なった後、学生たちが 2人ペアで分担箇

所の字幕を英語から日本語に翻訳する。最初は直訳で意味を正確に理解することに努める。次に 1 秒 4

文字の制限内に日本語を収めながら自然な日本語表現にする。その後、学生たちによる翻訳日本語と原

語ベンガル語の間に大きな意味のズレが生じていないかを発表者が確認調整する。その後、字幕の入っ

た仮映像を全員で観て、その字幕で観客が映画を「楽しめるか」を意識しながら修正を加えて仕上げる。 

2020 年 3月に開催された第 15回大阪アジアン映画祭では Rubaiyat Hossain監督の『メイド・イン・

バングラデシュ』、第 16 回では Shaheen Dill-Riaz 監督の『竹で稼ぐ男たち』、第 17 回では Mohammad 

Rabby Mridha監督の『地のない足元』、2023 年 3月の第 18回では Mejbaur Rahman Sumon 監督の『風』

への字幕制作を行なった。最初の『メイド・イン・バングラデシュ』はその後 2022年に全国の映画館で

公開され、上映に当たっては本プロジェクトで制作した字幕が使われた。 

翻訳の過程において、英語から日本語への直訳段階からすでに AI による機械翻訳では正確に意味が

取れないことに学生たちは気づく。映画で話されている言葉は口語であり、字幕は文字起こしの時点で

若干書き言葉になるものの、画像を見ながら読むことが想定されるため非言語表現との組み合わせで理

解しなければならない。そして第 2段階で、文字数制限に合わせて解釈を日本語の文脈に落とし込む作

業においては、学生たちはベンガル語と英語と日本語の間にある文化差を理解しなければならない。具

体的なモノの名前、人称代名詞、呼称、敬語、方言などはもちろん、メタファー表現についても解釈す

ることが迫られる。この段階で、映画の中でベンガル語ではどのようなニュアンスで話されているのか、

登場人物の置かれている社会的立場やイメージ、関係などに関する質問が引っ切り無しに学生たちから

発表者に対してなされる。発表者はここに「文化の翻訳」の重要性を伝える教育的意義があると考えて

いる。本発表では具体例を提示しながら、この字幕翻訳の教育的意義について議論を深めたい。 

72



September 24  ROOM E ／E 会場（332 教室）11:10-12:40 

Individual Paper Session 16／自由論題 16 

「違ったかたちで語る」：グラフィックノベルというエスノグラフィーの新しい伝え方 

"Storying Otherwise": Ethnography in Graphic Novels 

初見かおり(Kaori Hatsumi)・西南学院大学(Seinan Gakuin University) 

発表要旨 (Abstract) 

これまでのエスノグラフィーではできなかったことで、グラフィックノベルが達成できることは何

か。文化人類学では、民族誌は慣習的に長文の議論として書かれてきた。本発表では、この伝統的

な民族誌の形ではできないことを、モンタージュ風の民族誌的記述や書簡風の語り、グラフィック

ノベルや詩のなかに見出そうとする「違ったかたちで語る」（Storying Otherwise）という近年の

北米の試みを取り上げる。「違ったかたちで語る」（Storying Otherwise）というフレーズは、昨年

のカナダの人類学会誌 Anthropologica の特集「Otherwise: Ethnography, Form, Change」に由来

する。* 

発表者は、スリランカの内戦が北部の漁村に与えた影響を調査する参与観察の過程で、従来の民族

誌の形では公表することが倫理的に不適切であると思われる事実に遭遇してきた。『ハレルヤ村の

漁師たち：スリランカ・タミルの村、内戦と信仰のエスノグラフィー』（左右社 2022）では、これ

らの事実を被調査者のプライバシーへの配慮から記すことを避けた。しかし、これらの事実こそが、

スリランカ内戦が北部の村落社会に及ぼした影響を凝縮したものであるという考えから、発表者は、

グラフィックノベル（ノベル = 小説）として民族誌を描くことに関心を持ってきた。 

本発表では、トロント大学出版の EthnoGRAPHIC シリーズの第一弾『Lissa: A Story about Medical 

Promise, Friendship, and Revolution』(Hamdy and Nye 2017)と、石牟礼道子著『十六夜橋』を

取り上げ、グラフィックノベルないしノベルという民族誌の新しい形 (form) の可能性について論

じる。 

* Rethmann, P. 2022. “Introduction to theme issue: Otherwise: Ethnography, Form, Change.” Anthropologica, 64 (I), 1-

9. 
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共通論題：南アジアにおける戦争と平和 

War and Peace in South Asia 

代表者：佐藤隆広(Takahiro Sato)・神戸大学(Kobe University) 

パネル要旨(Abstract of the panel) 

今から 1年前には、新型コロナウィルスのパンデミックからの脱却がようやく見通せるようになった。

しかし、2022 年 2 月 24 日、ロシアがウクライナ侵攻を開始し、世界は、平和に対する深刻な脅威に曝

されることになった。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はウクライナに対する核攻撃の可能性を

ちらつかせるなど、第三次世界大戦がいつ起こっても不思議ではない。東アジアに目を向けると、2022

年 10 月に、中国の習近平国家主席が中国共産党の総書記として三選され、その権威主義的体制がより

強固なものになった。米国政府は、習近平国家主席が 2027 年までに台湾への軍事的進攻を人民解放軍

に指示していると考えている。 

南アジア諸国も、ロシアや中国の動向と決して無縁ではいられない。インドは、2020 年の中国との国

境紛争で 20 人もの軍人を失っており、南アジア諸国を巻き込む中国政府による一帯一路構想を安全保

障上の脅威と見做している。一方で、ロシアのウクライナ侵攻に対する国連での非難決議には、インド

は中国とともに棄権している。よく知られているように、インドは、軍事技術や武器の多くをロシアに

依存しているのである。 

平和に対する深刻な脅威に直面している世界が、今後どのようなものになるのかを展望することは、

社会的にも学術的にも極めて重要であると思われる。南アジア世界においては、多様な宗教及び社会集

団が相互に影響を与えながら共存してきた。南アジア世界では、「アヒンサー」（不殺生・非暴力）が最

も重要な社会的規範の一つとして様々な宗教・哲学に影響を与えてきた。ガーンディーの非暴力運動は

その最たる例であろう。このように、南アジア世界は平和主義の豊かな土壌を有している。わたしは、

南アジア世界の各分野の専門家である日本南アジア学会の会員と、その平和と戦争をめぐる議論を喚起

したい、と考えている。 

共通論題「南アジアにおける戦争と平和」では、比較憲法学から浅野宜之氏（関西大学）、思想史から

間永次郎氏（滋賀県立大学）、経済学から加藤篤史氏（早稲田大学）、安全保障研究から栗田真広氏（防

衛研究所）、文化人類学から田中雅一氏（国際ファッション専門職大学）が報告者として南アジアにおけ

る戦争と平和に関する諸問題を提起する。討論者は、外交・国際関係論の溜和敏氏（中京大学）と政治

学の竹中千春氏（立教大学）の 2名である。司会は、神戸大学のわたし（佐藤隆広）が担当する。 

日本南アジア学会の会員には共通論題「南アジアにおける戦争と平和」での積極的な参加と活発な議

論をお願いしたい。 
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Presenter１) 

南アジア諸国憲法における「平和」：平和への道具としての憲法 

“Peace” in the Constitutions of South Asian countries: Constitutions as tools for 

peace 

浅野宜之(Noriyuki Asano)・関西大学(Kansai University)

発表要旨(Abstract) 

 本報告では、インドをはじめとする南アジア諸国の憲法を題材に、「平和」を考える。そもそも「平和」

は多義的な用語であるが、ここでは「戦争、武力紛争のない状態」と措定して考察する。憲法と平和に

ついて考えるとき、日本国憲法の「平和主義：国家間の紛争解決手段としての戦争を放棄し、そのため

の戦力について不保持とする原理」が取り上げられがちであるが、南アジア諸国憲法においては日本国

憲法に定めるような「平和主義」そのものに該当する規定は存在しない。ただし、たとえばインド憲法

第 51 条 a 項にあるような国の努力義務としての「国際平和及び平和の促進」という規定は設けられて

いる。これは、バングラデシュ憲法第 25 条、ブータン憲法第 9 条 24 節、パキスタン憲法第 40 条、ス

リランカ憲法第 27条 15項などにも同様にみられる規定である。いずれの国においても政策の指導原則

規定のひとつとして規定されているため、これらの規定を根拠に訴訟を提起することはできないとされ

ている。これらの規定が存在していたとしても、日本国憲法における平和主義とは異なる点が、「軍」ま

たは「軍務」にかかわる規定の存在である。 

 そこで本報告では、二つの点から南アジア諸国憲法と平和について考察したい。第一に、インド憲法

の制定過程における前述の第 51 条 a 項の設置にかかわる議論を取り上げる。その議論自体は必ずしも

時間をかけて行われたものではないが、元来当該条項が置かれたインド憲法第 4編「国家政策の指導原

則」は、裁判により強行されない権利の集成として置かれた部分であり、その中の一条項として規定さ

れるに際して、いかなる意見が提示され、検討されたのかを概観する。同時に、条文化はなされなかっ

たとしても憲法制定過程において平和主義にかかわる理念が主張された点があれば、同時に取り上げる。 

第二に、軍の統制にかかわる憲法上の規定についても比較検討する。民主主義体制諸国においては、

いわゆる文民統制が憲法上規定されていることが一般的であるが、その統制のあり方は類似していると

しても、規定のしかた、さらには軍にかかわる規定のあり方は各国において異なる点もみられる。それ

らの類似点、相違点を明らかにしたい。最後に、上述の二点を検討したうえで、憲法を用いて平和状態

を実現、または維持することの可能性について若干の検討を行いたい。 

参考文献 

鮎京正訓・四本健二・浅野宜之編『新版アジア憲法集』明石書店 2021 年 

Krishnaswamy, S. and Madhav Khosla ‘Military power and the constitution’ Seminar, vol.611, 2010, pp. 63-66. 

75



September 24  ROOM A ／A 会場（102 教室）14:30-17:00 

Plenary Panel Session ／共通論題 

Presenter２)

「非暴力」は非暴力的なのか？：ガーンディーのアヒンサーとコミュナル暴力

Is “Non-violence” Non-violent? Gandhi’s Ahiṃsā and Communal Violence 

間永次郎(Eijiro Hazama)・滋賀県立大学(The University of Shiga Prefecture)

発表要旨(Abstract) 

本発表は次の三点を示すことを目的とする。 

1．Non-violence/Ahiṃsāの語源とサッティヤーグラハとの関係

本発表では最初に英語の non-violence の語源とグジャラーティー語の ahiṃsā の語源を示し、その

上で、ガーンディーの非暴力（つまり、non-violence と ahiṃsā）が語られる以前の「非暴力」運動と

して知られるサッティヤーグラハでは、「暴力を用いないこと」という辞書的意味の非暴力ではなく、

「真実にしがみつく力」こそが、その運動の理念として機能していたことを示す。ここで重要なのは、

サッティヤーグラハで語られる「真実」は、あくまでガーンディー
、、、、、、

が
、
真実だと
、、、、

信じるもの
、、、、、

に他ならなか

った/過ぎなかったということである。故に、後のサッティヤーグラハ運動では、彼が真実に反すると考

えた「臆病」の気質よりも、「暴力」の方が遥かに「非暴力的」であるとする逆説的発言も可能となった。 

2．「非暴力」とモープラー暴動との関係 

 第一次非協力運動が終わって 5年以上後に刊行されたガーンディーの自叙伝（『真実の実験』）の中で

最も不可解なことは、時系列に自らの生涯を記した自叙伝の内容が 1920年 12月の国民会議派のナーグ

プル大会で突如終わっていることである。なぜ、ガーンディーは第一次非協力運動の終了までを書き切

らなかったか。筆者は、その決定的な理由が、大会翌年に発生した、（分離独立前後を除き）植民地期最

大規模の宗教暴動であるモープラー暴動（死者 1万人以上）にあったことを指摘する。この暴動の記述

を回避することで、ガーンディーは自らが率いた非協力運動の「非暴力的」印象を維持しようとした。 

3．「非暴力」とヒンドゥトヴァとの関係 

 第三に、本発表ではモープラー暴動の発生と、それに対してガーンディーが行った対応や発言が、1923

年の V. D. サーヴァルカルの『ヒンドゥトヴァ』執筆や 1925 年の RSS の設立に重大な影響を与えてい

たことを示す。特に、暴動発生中に、ガーンディーが「勇敢な」モープラーたちの暴力を称賛していた

発言に光を当てる。また、非協力運動後のコミュナル暴動発生率の急増についてもデータを提示したい。 

筆者はガーンディーの非暴力政策が、現在のコミュナル暴動の起源にあったと主張するものではない

が、それがインド社会に決して「（言葉通りの）非暴力」をもたらした訳ではなかった点を指摘したい。 

参考文献 

 Eijiro Hazama, 2022, “Unravelling the Myth of Gandhian Non-Violence,” Modern Intellectual

History (First View), Cambridge University Press, pp. 1-25.

76



September 24  ROOM A ／A 会場（102 教室）14:30-17:00 

Plenary Panel Session ／共通論題 

Presenter３) 

暴力の原因と結果：合理的選択の視点 

Causes and consequences of violence from the perspective of rational choice 

加藤篤史(Atsushi Kato)・早稲田大学(Waseda University)

発表要旨(Abstract) 

 暴力は、憤怒や怨恨の感情によって引き起こされる非合理的な行為だととらえられることがある。一

方で、計算しつくされた計画に基づき実行される暴力もある。経済学がしばしば依拠する合理的選択に

基礎を置く研究は、暴力の原因や結果について様々な知見を生み出してきた。本発表では、暴力に関す

る既存研究の主要な成果を紹介するとともに、南アジアにおける平和と暴力について、それらの知見が

与える示唆について検討する。 

 暴力の原因に関連して、紛争の社会学の先行研究(e.g., Collins 1975)は、集団間の暴力的紛争が激化す

る条件として、メンバーが地理的に集中しており、集団を変更することが困難で、同じ文化を共有し、

類似の社会的背景を持つメンバーを補充しやすいなどの条件を挙げている。また、政治経済学の既存研

究は、宗教・エスニック集団間の関係性(e.g., Jha 2013; Varshney 2002)、が原因であるとする実証結果を

示している。さらに政治学の暴力関する研究は、組織化された暴力集団が政治的な暴動を引き起こす元

凶であり、その背後には政治的な意図を持つ有力者がいるという（e.g., Wilkinson 2004）。また、政治的

暴動は経済的な意図をもって実行される場合もある。暴動よりも規模の大きい内戦では、Collierらの内

戦の原因に関する有力な研究が、Greed, Grievance, Feasibilityが内戦の原因であると主張している。これ

らの先行研究は、カーストや宗教による社会的な亀裂が先鋭化しやすいインドなど南アジア諸国は、暴

力が勃発する危険性を多く孕んでいることを示唆している。特に、政治家が暴力の危険を意図的に演出

し特定の社会経済集団の政治的な支持を獲得しようとする危険性は南アジアでは高いと考えられる。 

 暴力の結果に関して、暴力の経済的な効果に関する経済学の実証研究が暴力は、GDP、生産高、失業

率、海外直接投資、企業の逃避など多様な経済的な指標において負の効果を持つことを示している（e.g., 

Villoro and Teruel 2004; Roso 2018）。経済学の多くの実証研究はコロンビアとメキシコを対象としており、

南アジアを対象とした研究は少ないが、Kato and Sato (2020)は暴動が州レベルの経済的諸指標に負の影

響を与えることを示している。特に我々の研究は宗教やエスニシティーに関連する暴動がそれらの経済

指標に大きな負の効果を持つことを示している。また、内戦は、資本の減少、社会秩序の破壊、生産方

式の変更などを通して負の効果をもたらすことが示されている。一方、暴力の政治的な結果について、

Iyer and Shrivastava (2018)の研究は政治的な暴動によって、一部の政党は得票率を高められたことを示し

ている。このような観点から、南アジアでは今後も選挙での支持を目指した暴力が発生し、その度に局

所的であったとしても経済活動に負の効果をもたらす事態が起きるであろう。 
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Presenter４) 

南アジアにおける核抑止の安定性の再検討 

Revisiting the Nuclear Stability in South Asia 

栗田真広(Masahiro Kurita)・防衛研究所(National Institute for Defense Studies)

発表要旨(Abstract) 

 米ソ冷戦の終結とともに、その重要性を低下させたかに見えた核兵器をめぐる問題は、過去 5年程度

の間に、再び国際政治上の重要イシューとして浮上した。米露間では 2019年に INF条約が失効し、2022

年 2月にウクライナ戦争が始まると、ロシアは繰り返し核使用の可能性を示唆してきた。2017年に深刻

な核危機をもたらした北朝鮮の核開発は、近年ますます高度な段階へと進みつつある。米中間では対立

が激化し、台湾海峡をめぐる衝突の可能性さえ意識されており、仮にそうなれば核使用のリスクも排除

はできない。これらの状況を捉えて、近年、核兵器の「復権」が指摘されている。 

 他方で、そうした状況が生起する前、冷戦終結後から 2000年代にかけて、世界でもとりわけ核兵器が

使用されるリスクが高い地域と見られていたのは、インド・パキスタンの対立を抱える南アジアであっ

た。最近では、上記の新たに浮上してきた問題の影に隠れがちではあるものの、両国間の核抑止の構図

と、その背景となるカシミール問題を中心とした印パ紛争の構図は、引き続き存在している。さらに南

アジアには、もう一つの核保有国間対立としての、中国とインドの対立関係も存在する。

注目すべきは、印パ、中印いずれの関係においても、ここ数年の間に、重要な変化を示唆する出来事

が生じてきたことであろう。2019 年 2 月には、パキスタン系テロ組織によるテロ攻撃の後、インドが

1971年の印パ戦争以後初めてパキスタン本土を航空攻撃し、インド側ではこれを「新常態」と謳う向き

が散見された。同年 8月にモディ政権が発表した、インド側カシミールの再編は、長年にわたる印パ間

のカシミール紛争の在り方に、大きな影響を及ぼし得るものであった。一方、中印間では 2020年 6月、

国境地域で 45 年ぶりに死者を伴う中印両軍の衝突が発生し、ただでさえ悪化傾向にあった両国の関係

は、決定的な局面を迎えた。実効支配線付近で中印両軍が対峙する状況は、衝突から約 3年が経過した

現在でも、完全には解消していない。これらに加えて、印パ関係、中印関係のいずれも、米中対立の深

刻化というグローバルなレベルでの国際政治上の変化から影響を受けている。 

 本報告では、これら直近の地政学的展開を踏まえた上で、現在の印パ関係、中印関係における核抑止

の安定性に関する評価を試みる。それは言い換えれば、現在の印パ、中印それぞれの対立関係において、

核兵器が使用されるリスクを検討するものである。南アジアにおける核抑止の安定性に関する研究には、

印パ関係を焦点として、1990～2000年代に多くの学術的蓄積がある。しかし、上述の一連の変化は、そ

れら既存の知見の一部に関して少なくとも再検討の必要性を提起しており、かつそうした再検討は依然

不十分な状態にある。また中印間の核抑止に関しては、二国間関係の顕著な悪化が比較的最近のことで

あるために、そもそも研究の蓄積が限られている。本報告は、そうした研究上のギャップを埋めること

を意図するものである。 
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Presenter５) 

戦争を語り継ぐことによる平和構築の可能性 

Peace-Building by Narrating War Experiences for the Next Generation 

田中雅一(Masakazu Tanaka)・国際ファッション専門職大学(Professional Institute of 

International Fashion) 

発表要旨(Abstract) 

 平和の創出・維持・存続には、過去の戦争体験の継承が重要である。『なぜ戦争体験を継承するの

か』（蘭信三ほか編集、2021 年）は、こうした観点から編集された論集である。元兵士たちの証言集

や戦争を民衆の視点から描く芸術作品は、積極的な反戦への道を後世の人間に示すと思われる。広島

平和記念資料館や沖縄平和祈念資料館、立命館大学国際平和ミュージアムなど各地に存在する平和博

物館も、展示品を通じて戦争の悲惨さを伝えようという目的で設置されている。 

 こうした試みは平和運動の核となる重要な活動であるが、その危うさにも留意する必要がある。そ

れは、トラウマの二次受傷と新たなナショナリズム（犠牲者ナショナリズム）の台頭である。前者

は、凄惨な戦闘体験の語りや血痕が黒く変色した衣服に触れることで、直接体験のない人が PTSD

（Post Traumatic Stress Disorder: 心的外傷後ストレス障害）に苦しんだりすることを意味する。他方、

人々の苦悩がナショナリズムの高揚に利用される場合がある。この場合、強い国民の構築や復讐を目

的とする犠牲者ナショナリズムが誕生する。戦争が美化され、兵士たちが英雄化されることで、当事

者たちの PTSDへのレジリエンスが強化され、二次受傷が避けられる可能性も否定できない。 

 本発表では南アジアにおける民族紛争の体験がいかに継承されてきたのかに注目し、そこに平和構

築の可能性を求めると同時に、犠牲者ナショナリズムの動きを検討する。紛争地帯をトラウマ空間と

捉え、トラウマを克服する試みとして戦争体験の共有やケアする宗教の可能性を探る一方で、紛争地

域に建立されるモニュメントや戦場の「ジェントリフィケーション」、宗教ナショナリズム、拡張す

る排他主義の動きを検討することで、本質主義に陥ることなく南アジアにおける戦争と平和をめぐる

議論に寄与したい。 
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